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令和５年 決算審査特別委員会会議録（第１日） 

 

 令和５年１０月１７日午前１０時、決算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           今奈良幸子    副委員長   松井 匡仁 

  委  員   小島みゆき    委  員   二家本英生 

  委  員   前川 和也    委  員   勝元由佳子 

  

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        杉原 健士   副 町 長        井上 智宏 

  教 育 長        富本 正昭   町長公室長       立花 武彦 

  町長公室次長兼総務課長 南  智樹   住民部長        谷野 栄二 

  住民部次長兼生活環境課長        健康福祉部長      泉元 喜則 

              新城 正俊   産業まちづくり部長   村田 健次 

  教育部長        二重 幸生   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        森下 孝之               石本 秀樹 

  消防次長兼消防予防課長 岸田 健二 

（各課課長同席） 

 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   柏原 憲一 

  主  査   酒井 宇紀 

  主  査   岩間早百合 
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 （会議の顚末） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 おはようございます。 

 私、過日、委員皆様のご推挙を頂き、当委員会の委員長を務めさせていただくことにな

りました。 

 また、副委員長には松井匡仁議員が選出されております。 

 ２人共々、よろしくお願い申し上げます。 

 では、座らせていただきます。 

 本日は、去る９月７日開会の第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました、

認定第１号 令和４年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定、及び認定第２号 令

和４年度忠岡町下水道事業決算認定について、その審査をお願いするものでありますが、

審査がスムーズに、また実り多いものでありますことをお願い申し上げまして、ただいま

より決算審査特別委員会を開会いたします。 

（「午前１０時００分」開会） 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 本日の会議は傍聴を許可しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 開会に先立ち、町長よりご挨拶を頂きます。 

町長（杉原健士町長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 おはようございます。早朝より決算特別委員会に委員皆様方、委員長さん初めご参集い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、秋祭りも無事に終わりまして、あとは秋のいろいろな行事があるわけですが、残

念なことに町民運動場の関係上、場所を変えたりとか、運動会ができないとかで、ちょっ

と寂しい面もありますけれども、その辺はご理解のほどお願いしたいと思います。 

 そして、今日からはですね、今、委員長さんが言ってましたように、一般会計とまた特

別会計、下水道事業のほうの決算認定でございます。スムーズに、また円滑に実りのある

決算委員会にしてほしいと思いますので、どうか皆様方ご理解のほどお願いいたしまし

て、我々理事者のほうもしっかりと説明させていただきますので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。 
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 以上でございます。ありがとうございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 どうもありがとうございました。 

 本日の出席委員は６名で、委員会は成立いたしております。 

 お諮りいたします、会議録署名委員は、先例により、委員長の指名としてご異議はあり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 異議ないものと認めますので、私から指名させていただきます。 

 ４番・小島みゆき委員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 それでは、一般会計から審査を行います。理事者におかれましては、各委員の質疑に対

しまして、その趣旨をよく把握した上で、明確かつ簡潔に答弁を行っていただき、会議が

円滑に進行できますようお願いいたします。 

 また、議事の進行及び会議録作成の関係上、皆様には発言に際して、まず、委員長に許

可を求めてから発言をされますとともに、必ずマイクのスイッチを入れていただき、発言

後はスイッチを切っていただきますように、併せてお願いいたします。 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 それでは、決算書の９ページから３６ページまでの一般会計の歳入に入ります。 

 まず初めに、提出されております令和４年度一般会計決算資料により、財政課長から歳

入の説明も含め、町財政全体の内容について説明された後、歳入に係る質疑をお受けいた

します。 

 それでは、財政課長の説明を求めます。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 それでは、私のほうからは、令和４年度一般会計決算の資料に基づきまして、一般会計

決算についてご説明させていただきます。まず、資料をめくっていただきまして、１ペー

ジをご覧ください。 

 令和４年度の一般会計決算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響のほうが

完全に終息し切らなかったことからですね、引き続き国の事業や国費を活用した各新型コ
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ロナウイルス感染症対策事業を実施したことや、東忠岡認定こども園整備事業などにより

歳入で８７億６，０１７万１，０００円、歳出で８３億３，８５５万１，０００円となり

ました。 

 歳入につきましては、臨時財政対策債が大幅に減となりましたものの、前年度の繰越金

や認定こども園整備事業、あと電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費

補助金など国庫支出金の大幅な増により、前年度と比べて６億７，９０９万９，０００

円、８．４％の増となりました。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました認定こども園整備事業、２期目になります

けれども、そういった事業や、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業な

どの増により、前年度と比べて８億２，３１８万円、１１．０％の増となりました。 

 次に、決算収支につきましては、歳入歳出差引額、単純な形式収支でございますけれど

も、歳入から歳出を単純に引いた額が４億２，１６２万円、この形式収支から翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた額、実質収支と申しますけれども、それが３億６，３３４万

１，０００円の黒字ということになってございます。令和３年、令和４年と２年連続で億

を超える単位の実質収支となっておりますけれども、この５月にですね、コロナのほうが

５類引下げとなりまして、世の中自体が平時モードに切り替わっていっていることから、

今後、経済状況等を注視しながら慎重に財政運営していく必要があるのかなというふうに

考えております。 

 次に、２ページをご覧ください。歳入の概要についてでございますが、歳入の項目ごと

の対前年度増減額等をまず掲載させていただいております。この個々の内訳につきまして

は、主要なところを後のページで説明させていただきます。その下の部分の自主財源と依

存財源の状況につきましてですけれども、自主財源において今年度は町税や繰越金が増に

なったことにより２３．０％の増、依存財源については地方債が減となりましたものの、

認定こども園整備事業などの国庫支出金が増となったことなどにより０．２％の増となっ

てございます。ただ、いずれにしても依然として本町の財源の比率としましては、依存財

源比率が自主財源比率を上回っているというような状況になってございます。 

 ３ページをご覧ください。２ページの歳入決算額の状況のうち、主な項目といたしまし

て、町税につきましては決算額が２４億２，８２３万２，０００円で、前年度と比べて

４，７４１万２，０００円、２．０％の増となりました。主な税目を見てみますと、個人

住民税のほうが７億８，０２０万６，０００円で、前年度と比べて１，９８１万円、２．

６％の増。法人住民税については１億６，６０３万７，０００円で、前年度と比べて１，

３２５万２，０００円、７．４％の減となってございます。こちらについては、法人の業

績低迷などによるものでございます。固定資産税については１０億８，１７６万８，００

０円で、前年度と比べて２，６２６万４，０００円、２．５％の増となってございます。

こちらは、事業用家屋及び償却資産のコロナ特例というものの該当が本町ではなくなった
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ことなどによるものでございます。 

 下のグラフにつきましては、過去１０年の町税の推移を示させていただいております。

町民税以外の各税目につきましては、おおむね横ばいで推移しているのかなというところ

でございますが、個人町民税につきましては徐々に増えているというようなところになっ

ております。こちらについては、納税義務者がこの１０年間で徐々に増えてきているとい

う結果がございます。また、徴収率につきましては、町税全体で９８％となってございま

す。こちらも平成２５年度の徴収率と比較すると、かなり徴収率は上がっておりまして、

こちらは大阪府域の地方税徴収機構に参加するなどですね、徴収強化に努めてきた効果も

ございまして、比較的高水準を保っているのかなという結果になってございます。 

 次に、地方交付税につきましては、決算額は２０億１，６７４万９，０００円で、前年

度と比べて１，３０３万４，０００円、０．７％の増となってございます。そのうち、普

通交付税につきましては１７億７，８５９万１，０００円で、前年度と比べて１，２２６

万９，０００円、０．７％の増となっております。こちらはですね、昨年に引き続き国税

収入のほうが見込みより増になったことによって、再算定が行われまして、そういったよ

うな要因が増の要因となってございます。 

 次に、特別交付税については２億３，８１５万８，０００円で、前年度と比べて７６万

５，０００円、０．３％の増となっております。 

 次に、国庫支出金につきましては、決算額は１６億１，４９０万６，０００円で、前年

度と比べて１億７，３４３万２，０００円、１２％の増となりました。こちらは、主に電

力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業補助金などの増によるものでござい

ます。府支出金につきましては、決算額は５億７，２２７万２，０００円で、前年度と比

べて１２３万４，０００円、０．２％の増となってございます。こちらはですね、増減、

数々あるんですけれども、主に障がい福祉の関係の自立支援給付事業負担金などの増によ

るものでございます。 

 寄附金につきましては、決算額は２億７３９万８，０００円で、前年度と比べて１，６

６６万５，０００円、７．４％の減となってございます。こちらは、ふるさと忠岡応援寄

附金の減によるものでございます。 

 ４ページをご覧ください。繰入金につきましては、決算額は１億４２４万９，０００円

で、前年度と比べて７，２１９万５，０００円、２２５．２％の大幅増となってございま

す。こちらはですね、主に認定こども園整備事業等に愛の福祉基金繰入金を充当したこと

による増によるものでございます。 

 次に、町債につきましては、決算額は４億６，４９５万４，０００円で、前年度と比べ

て１億６，１１５万５，０００円、２５．７％の減となりました。こちらは、主に令和２

年、令和３年で実施してまいりましたクリーンセンター整備事業債がなくなったことと、

臨時財政対策債が大幅な減になったというような理由によるものでございます。 
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 次に、歳出でございます。決算の整理上、目的別歳出と性質別歳出に区分しておりま

す。説明のほうは、５ページの性質別歳出決算額で主な項目を説明させていただきたいと

思いますけれども、目的別歳出の表のほうで突出して大きくなってる部分でございます。

総務費のほうが前年度に比べて５億３，３００万９，０００円、４４．４％の増となって

ございますのは、これについては前年度剰余金のほうですね、財政調整基金に積み立てた

ことが主な要因になっております。次に、民生費の主な増、５億９８０万３，０００円、

１７．２％の増、こちらはですね、認定こども園整備事業が増になったというところでご

ざいます。 

 それでは、５ページの性質別歳出のほうをご説明させていただきます。まず、人件費に

つきましては、決算額が１４億４，７０２万３，０００円で、前年度と比べて６，１５４

万３，０００円、４．１％の減となっており、こちらは主に退職手当の減によるものでご

ざいます。 

 次に、扶助費につきましては、決算額は１６億３６１万４，０００円で、前年度と比べ

て１億２，３６３万６，０００円、８．４％の増となっており、こちらは主に電力・ガ

ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業などの増によるものでございます。 

 公債費につきましては、決算額は７億４，７７７万１，０００円で、前年度に比べて

１，０７６万４，０００円、１．４％の減となっており、こちらは平成１３年度に発行し

た臨時財政対策債やシビックセンター建設事業債などの償還完了に伴う減によるものでご

ざいます。 

 次に、投資的経費につきましては、決算額が７億８，０１６万円で、前年度に比べて１

億２，９５８万４，０００円、１９．９％の増となっており、これは主に東忠岡認定こど

も園整備工事やコロナ交付金を使って実施しました町立小・中学校体育館の床改修工事な

どの増によるものでございます。 

 その他経費の補助費等につきましては、決算額が７億７，７６０万２，０００円で、前

年度と比べて２，６９４万７，０００円、３．６％の増となっており、こちらは主に水道

基本料金減免に係る負担金の増などによるものでございます。 

 積立金につきましては、決算額が６億５，６４７万２，０００円で、前年度と比べて５

億２，８３３万９，０００円、４１２．３％の増となっており、これは主に前年度の決算

剰余金処分に伴う財政調整基金積立金の増によるものでございます。 

 その下の各特別会計及び企業会計への繰出金につきましては、下段の表のとおりとなっ

てございます。 

 次に、６ページをご覧ください。経常収支比率についてご説明させていただきます。経

常収支比率については、財政構造の弾力性を判断する指標の１つで、法定普通税や普通交

付税などの経常一般財源等収入が、人件費、扶助費、及び公債費のような経常的経費にど

の程度充当されているか、その割合によって財政構造の弾力性を見ようとするものでござ
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いまして、この割合が低いほど財政構造は弾力性に富んでおり、行政運営にとって望まし

い状態になるということになります。 

 本町の令和４年度の経常収支比率につきましては９８．９％で、前年度の９５．５％よ

り３．４ポイント悪化したようなことになってございます。令和４年度の経常収支比率が

悪化した要因については、経常収支比率を算定する上での算定式の分母となります経常一

般財源等収入におきまして、普通交付税が若干増加したもののですね、臨時財政対策債が

大幅に減少したことによるものになっております。また、分子の部分ですね、経常経費充

当一般財源、こちら歳出のほうになるんですけれども、こちらも前年度と比べると若干増

加しているため、次年度以降は、今年度、昨年度と同水準の収入を確保できない、もしく

は経費の圧縮というものがなされなければ、比率は今以上に悪化する可能性というものが

ございまして、決して予断を許さない状況なのかなということになってございます。 

 経常収支比率の推移については、中段のグラフで示させていただいておりますが、昨年

度、一時的に比率のほうは改善しておりますけれども、今年度は若干悪化したという結果

でございます。ただ、１００％は下回っているものの、大阪府内の町村平均を見ていただ

きますと、本町の比率については、その平均を大きく上回っていることからですね、忠岡

町の経常収支比率については他の町村よりも比較的高水準で推移しているということを示

しております。また、その下の下段のグラフでは、経常収支比率の算定対象となります経

常一般財源等収入額と経常経費充当一般財源額の推移というのをグラフで示しておりま

す。 

 次に、７ページをご覧ください。一般会計基金残高の状況でございます。財政調整基金

につきましては、令和４年度は１２億６，９４９万５，０００円、公共施設整備基金を初

めとしました特定目的基金については４億３，１３４万６，０００円となっております。

財政調整基金につきましては、前年度の剰余金を５億程度基金に積ませていただきました

ので、今年度、大幅に基金残高が増えているというようなところになっております。 

 愛の福祉基金につきましては、昨年度に比べて若干、７，０００万弱程度ですね、残高

のほうは減ってございます。こちらについては、先ほど基金繰入金のほうで説明させてい

ただきましたが、認定こども園整備事業等に貴重な財源として活用させていただいたた

め、こちらの残高が減っているというような形になっております。 

 次に、地方債の現在高の状況でございますが、令和４年度末の地方債現在高は、認定こ

ども園整備事業の町債発行により、この表でいいますと、民生費の残高というのは大幅に

増となっておりますけれども、合計のほうはですね、７２億２，１４４万８，０００円で

前年度より２億４，０３５万円の減となっております。こちらは、単純に令和４年度に発

行した地方債の金額よりも公債費として元利償還金を返している金額のほうが多かったと

いうようなところでございます。 

 次に、８ページをご覧ください。地方公共団体の財政の健全化に関する法律による４指
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標等につきましては、さきの９月議会で報告させていただいたとおりでございますが、実

質赤字比率、連結実質赤字比率はなし、実質公債費比率は６．１％、将来負担比率は２

１．１％、公営企業における資金不足比率はないというところで、全ての比率において国

の法律で定める早期健全化基準を超えていないというような結果になってございます。今

後も引き続きですね、この４指標、比率が悪化することのないように、持続可能な行政経

営を目指して財政運営してまいりたいと考えております。 

 次ページ以降につきましては、補足の追加資料となっておりますので、ご高覧いただけ

たらと思います。 

 私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 なお、質疑については決算書の９ページから３６ぺージまでの歳入と、説明のあった財

政全体についてでも結構であります。 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、じゃあ今、岩佐課長からご説明あった資料の中でまず質問します。 

 資料の３ページに町税収入の推移、グラフで出していただいてて、ここ近年ですね、９

８％前後で推移してますよね。で、残り２％が未徴収分なんですけど、ざっとこれ５，０

００万ぐらいですかね、あると思うんです、計算したら。で、この取り漏れてる２％分と

いうのはどういう、滞納とかそういうことなのか、どういう理由で２％分が未徴収か、ち

ょっと教えていただきたい。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 この２％につきましては、生活で困ってる方もいらっしゃいましたら、どうしてもちょ

っと一括で税金が払えない方もたくさんございまして、その分で取り漏れといいますか、

５，０００万円の滞納となってるとこでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 その生活困窮のためというところなんですけど、一括でドバッと払えないっていうとこ

ろは理解できるんですけど、非課税世帯になるほどでもなくということなんですか。そこ

ら辺がちょっとよく分かれへんのですけど。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 失業であるとか、そういう場合にちょっと一括で払えないと。で、その分については、

分納で計画書、長期で分納したりとかして、圧縮に努めたりはしてるところでございま

す。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、一応将来的にはというか、ちょっとずつでも納めてはいただけるということで

いいんですかというところがね。何でかというと、この２％が滞納し続けてて取れてなく

ってというところなんやったらね、例えばふるさと納税の分ね、今年度というか、令和４

年度、減ってるでしょう。その分、この２％分の未徴収があれば埋めれたりするから、で

きたら取ったほうがいいなあと思ったから質問さしてもらったんですけど、どうしても取

るのが無理なんであれば仕方ないですけど、取れるはずなのに取れてないところがあるん

であれば、そこはやっぱり取ってもらえたらというところが住民としては思うところで

す。一応答弁、今後に向けて一言頂けたら。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 ５，０００万の残高を減らすように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。 

 あと、５ページの性質別の歳出の決算額の人件費で、減った理由ですね。退職手当の減

というとこなんですけど、これは単純に定年退職者の数が少なかったからなのか、中途退

職者が多かったのか、どういう理由で退職手当が減ったのかという理由は教えていただき

たいんですけど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 令和３年度と比較してですね、人数で言いますと、令和３年度が１３名、令和４年度が

６名になっております。総数も減っておりますし、定年退職者で申し上げますと、定年退

職者は２名が１名になりました。自己都合が１１名いたのが５名になったというところで

す。金額の減については、単純にその人数の減というところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今お聞きしてる分やったら、定年退職者も減った。令和３年度が、定年退職者２名と自

己都合が１１名とおっしゃってましたっけ。で、今年度が、自己都合による退職者が５人

に、令和４年度か、減ったということなんですけど、ずうっと何か高くで推移してたとこ

ろで、減ってる理由か何か、人事的に何か思い当たるものとかありますか。特にない。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 もちろん諸施策、いろいろ職員、離職防止に努めるのもいろいろやっておりますので、

どれがということはないかと思いますし、それが作用してなのか、偶然この年が少なかっ

たのか、その辺りはちょっと検討がつかないところではございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なるほど、分かりました。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。 

 あと、８ページの健全化判断比率のところなんですけども、先ほど岩佐課長がね、一応

忠岡町は国というか法律に基づくその早期健全化のライン、超えてないということでおっ

しゃってたんですけど、一応令和５年度から国も平時モードになって、入ってくる分も減

ってくるということで、忠岡町の財政的には予断を許さない状況ですとおっしゃってたん

で、そういう今後の見通しの中で、このラインを今後も超えない状況を維持できるのか、

それとも令和４年度とかは、こういうコロナ予算とかがあったりとかして、いい状態を保

ててるけれども、もう令和５年度以降はこのラインを、まあ言うたら危険ラインを超えて

くる可能性があるのか、どう評価されてるか、簡単で結構なんで教えていただけたら。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 この健全化４指標について、ボーダーになるような財政運営をしないようにですね、

我々努めていきたいと思ってますんで、ただ、３年度、４年度、実質収支のほうがかなり

多く出てますけども、これが令和５年度どうなるのかなというところはちょっと危惧して

はおるんですけれども、この比率のほうのボーダーに進んでいくような極端な要は悪化と

いうのは、今のところ想定は一切していないというところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ例えばね、今後、令和５年度以降、今までみたいなそういう国からのコロナ予算

とかもなくて、財源的に厳しい状態になったとしても、このラインを超えないようにうま

く財政運営はしていけるということでいいですか。それとも、突発的に何か支出があった

りとかして悪化する可能性があるのか、ちょっとそこら辺、住民的には気になるところで

はあるんですけど。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 
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財政課（岩佐式人課長） 

 もちろんですね、そうならないように、そういう状況になってきましたら、また財政健

全化計画等を策定してやっていくだとか、そういったことを考えていかないといけないな

というところにはなってきますけれども、想定していない大規模な災害とかが起きた場合

はですね、極端にそれこそ大規模災害が起きてきますと、そういった収支にもちろん影響

は大きく与えてくるような形にはなってこようかなと思いますけれども、そちらのほうも

ある程度想定した上で、今回、財政調整基金のほうについても積ませていただいておりま

すので、そういった住民さんに直接多大なる影響を与えないような形で財政のほうは考え

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。ありがとうございます。取りあえずお返しします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありますか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ３日間、よろしくお願いいたします。 

 まず、最初にこの資料に基づいたほうから質問させていただきたいと思います。 

 まず、３ページの歳入のところの町税のところですけども、先ほど町税のほうが１，９

００万増加したということで説明していただいてるんですけども、これ、納税義務者が増

えたということを説明あったんですけども、どれぐらいの数の方が増えていらっしゃいま

すでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 納税義務者の増加についてなんですけども、７名の増加となっております。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 納税義務者のほうが７名増加したということで、あと金額が当然その７名が増えたか

ら、この金額が増えたわけではないんですけども、１，９８１万円増えているということ

で、全体として納税額というのは、個人個人、１人１人の納税額って増えているんでしょ

うか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 ちょっと申し訳ございませんが、その点については分析のほう、できておりません。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。  

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 やっぱり住民税の税金のほうを預かる身のほうだと思うんで、内容をね、ちょっと把握

していただきたいなと思ってます。というのも、やっぱりこの納税義務者というのは、そ

れだけの収入がないと当然支払えないということなので、忠岡町の今の町民の経済状況が

どういった状況にあるのかというのを把握する上で、当然納税者の数もそうですけど、や

はり質のほうも調べていって、今後の財政計画とかもあると思うんで、その辺をちょっと

しっかりこれから分析していただくようにと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、その同じページの地方交付税のほう、質問させていただきます。こちら

は、国税収入の伸びによって再算定も増えて、前年比より０．７％増の１，２００万ほど

増えています。この国税収入の伸びのことについて、財政課としてはどのようなことがあ

ったと思われるでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません、国税収入の増なので、我々ちょっとそこまで正直把握できない部分という

のがございますけれども、１つ考えられるのかなという推測で言わせていただきますと、

やっぱりコロナ絡みのところは若干あるのかなと。協力金とかですね、そういったもの、

２年度、３年度、４年度と続いてまいりましたので、そこがいろんな部分に影響してるの

かなというようなところでは考えておるんですけども、細かなところについては、ちょっ
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と我々把握してないところでございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ２年度、３年度、４年度も含めてですけど、コロナの給付金、結構多くの金額が投入さ

れてます。あと、大阪府の時間短縮協力金、あれも納税の、特に個人事業主とか、そうい

う方に対しての納税額が多分増えてると思います。ここは多分町税も増えてる要因の１個

になるのかなと思うんですけども、これから、国のことなんでね、なかなか忠岡町自体で

把握するのは難しいかもしれませんけど、やっぱりこの辺の財政計画というのがまたある

と思いますので、今年はこの収入だけ、令和４年度はこの収入だけでというのはあるとは

思うんですけども、来年度以降は恐らくこの収入が入ってこないということで、財政状況

も多分厳しいと見られてるというのは先ほどもおっしゃってます。 

 やっぱりそういったところで地方交付税を、もともとこの交付税というのはやっぱり財

政が足らないから頂いてる分でありますので、この部分に関してやっぱり国に対してでき

るだけ十分措置してもらうように要望とかもしていってもらいたいんですけども、その点

はいかがでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 地方交付税というものはですね、そもそも団体固有の事情とか、いろいろございまし

て、そういったものの財源保障機能という役割ということでございますので、いろいろな

国の動き等もある中でですね、必要な経費については交付税措置をしていただけるような

形で要望等してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 よろしくお願いします。 

 そうしましたら、資料のほうのそれこそ資料編になるんですけども、後ろのほうで資料

８ですかね。地方消費税交付金社会保障財源化の分という形で、こういう形で令和４年度

に関しては社会保障財源化分ということで２億２，２００万ほどついてるんですけども、

この財源についてはやっぱりね、消費税の増額した分を社会福祉のほうに充ててほしいと
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いうことで充てられてる財源でありますので、やはり福祉の向上に充てることが必要だと

思います。 

 で、忠岡町については、この予算を使って福祉の向上を何かされてるということは、何

かありませんでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 議員おっしゃってる福祉の向上の部分なんですけれども、福祉の向上もしなければいけ

ないんですけど、福祉の現状維持もしなければいけないと。これだけ物価高騰等なされて

る中で、それぞれ福祉の部分にかかってる部分も単価が上がっていったりとかしてますん

で、そういった部分に今年もですね、いろんな事業に充てさせていただいてるというとこ

ろでございます。 

 その中でもですね、ここ数年の中でいいますと、医療費の年齢拡充等ですね、これも新

規というか拡充になりますけれども、そういった部分等にももちろん充当していってると

いうところでご理解いただきたいなと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。  

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 医療費の拡充もそうですが、様々な、住民が今、特に物価高騰とかで困ってるときに、

何らかの形で補助できるような財源としてこの財源を使っていただきたいと思いますん

で、これは要望として伝えておきます。 

 取りあえずこっちから以上で終わります。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ３日間よろしくお願いします。 

 私からはですね、この資料のほうの７ページの基金残高についてお尋ねしたいと思いま



16 

 

す。基金の積立てとふるさと応援寄附金、密接に関連しているということでちょっとお尋

ねさせていただきたいんですけども、ふるさと納税を納めるときに使途の指定ができま

す。まず１つ目が福祉、２つ目が公共施設に使ってくださいと。３つ目が教育あるいは施

策全般ということで、使途が３つ選べるというような中、この３つ目を選択された方の意

思はですね、どういうふうにその教育施策全般に振り分けられてるのかなというふうに思

います。 

 というのも、この積み立て方を見ますと、施策全般、財政調整基金のほうへの振り分け

に振り切ってる感があるなあというふうに思ってるんですけども、どういうふうに教育と

施策全般と、どんな基準で分けてるのかどうか、お答えいただけますでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 この振り分けにつきましては、ふるさと納税、公室のほうと教育部局のほうで一応協議

させていただいておりまして、規則上は１０％以内というところで一応ルールとしては決

めさせていただいておる中で、今年度につきましては、協議の結果、頂いた部分の５％を

教育振興基金に振り分けるという形で、協議の結果になりましたので、そういう形で振り

分けさせていただいております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 では、なぜそういうふうな線引きをするのかというところをまず教えていただけますで

しょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 教育関係施設の基金については、教育委員会のほうで考えていただいております。今回

ですね、学校の医療ケアマネの職員さんの人件費に充てるというところ、その部分を基金

に積み立てるというところで協議をしたところでございます。今後、新たに施策等を教育

のほうで考える場合は、その部分の、５％の部分を協議しながら基金に積み立てていきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。これ、私も前々からこの使途の指定というのは関心があったの

で、いろいろお話しさせていただいておったところであります。で、やっぱり財政当局に

とって一番基金の中でも積み立てたいところでいうと、やっぱり施策全般である財政調整

基金のほうに振り分けたい気持ちは分からんでもないんですけども、今年度見ますと、す

ごくある程度積み立てることもできましたので、今後は教育のほうにももっともっと振り

分けることというのは選択肢としてあるんじゃないのかなというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 財政調整基金につきましては、町全体の施策、町財政の運営に大きく関わってきますの

で、ただ、新たに教育のほうで施策を考える場合ですね、その辺は十分協議しながら基金

のほうを積み立てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 では、教育部局さん、考えていきましょう。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。 

委員（小島みゆき議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 決算書の１５ページなんですけど、町税とかのところなんですけど、滞納分の繰越分と

かが昨年よりは下がってるということは、これはやっぱり住民さんがコロナも明けて、ち

ょっとお仕事とかで収入を得てきたということなんでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 
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税務課（長谷川太志課長） 

 すみません、もう一度ちょっとお願いしたいんですけども。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、決算書の１５ページなんですけど、町民税のところなんですけど、個人と

法人のところです。滞納繰越分とかが昨年よりも大分下がってると思うんですけども、こ

れは住民さんのほうがやっぱりコロナが明けて、お仕事とかがちゃんとできて、収入が入

ってきたということとかもあるんでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 滞納分につきましては、その辺のちょっと分析が詳しくはできてはないんですけど、皆

さん払う意欲を持って払っていただけたのかなと思っております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 大分額がね、半分になってたりとかいう部分もあったりするので、ちょっとまた教えて

いただけたらなと思います。 

 それと、軽自動車の税金のところは、やっぱりお車を買われても税金をちゃんとしっか

り払ってない方がこんなにいらっしゃるという金額になるんでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 軽自動車税につきましては、車検時に一括して払うという方も結構いらっしゃいまし

て、その分でちょっと滞納が多いということになっております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 昨年よりも大分こちらのほうは、収入未済の分なんですけども、やっぱり車検のときっ

て、普通、自動車税とかのを見せないと、ちゃんと納付してますよというのを見せない
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と、車検が通らなかったりとかすると思うんですけど、それはどういうふうになってる

か、役場で分かるんでしょうかね。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 車検の受けてない年というのがございまして、それと合わせて車検時に一括して払うと

いう方もいらっしゃるという認識なんですけども。 

委員（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 これは役場からちゃんと税金を払ってくださいねというのは行ってるんですよね。行っ

てるけども、そのまま放りっ放しにしてるという状況になるんですか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 催告等送付して、納付していただけるようにお願いはしてるところでございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 大変と思いますけども、よろしくお願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、資料のところでお伺いしたかったんですけど、さっき前川委員がおっしゃ

ったふるさと納税のところのご答弁で、何か教育目的のふるさと納税分の１０％を振り分

けるということでおっしゃってたんですけど、その振り分けというのは、財調とか目的以

外のほうに振り分けるという意味ですよね。 

 というのと、ごめんなさい、そしたらまとめてね。というのと、あと、もしそうやって

目的外のほうに振り分けるとしたら、本来、先ほどもおっしゃってたけどね、その納税し

た人の意思ってありますよね。これに使ってくださいという、本来こういうものに使って

ほしいという意思を損ねてると思うんですけど、それを納税者、納税してくれた方がまず
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分かってるのかというのと、そういうラインを勝手に忠岡町が定めて、違う方向に使おう

としているところがいいのかというところをね、どうお考えなのか、ちょっとお聞きした

いんですけど。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 一応その寄附を頂くときに、使途を選んでいくメニューの中で、福祉と、公共施設とま

ちづくり、教育・まちの振興という、この３つのメニューがございまして、この３つ目の

部分が財政調整基金と教育振興基金の選んでいただく使途になってるというところでござ

いまして、その中で教育に特化して選ぶというところがないので、その中で教育を選ぶ人

が何人いるかというところはちょっとこちらでは把握できないような形になっておりま

す。 

 その中で、あくまでどういった基金に積み立てるかというのは、その３つのメニューに

応じて単純に振り分けていってるという中で、その他を選んでいただいてる方々の部分に

つきましては、その頂いた中から総額の１０％以内を教育のほうに積み立てるというルー

ルは役場のほうで決めたというような形になっておりますので、そのルールに基づいて協

議した結果、今年度については５％を教育のほうに積むというような結果になったという

ところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 私もその画面、見たことないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、恐らく一般の方や

ったら、メニューバーとかを選ぶときに、教育とか文言が入ってたら、多分これは教育に

使われるんやろうなあって、そういうばくっとしたイメージで多分納税されてるんかなと

推測はするんです。なので、実際、でも納めたら忠岡町でそういう運用してますよという

んやったら、何かで告知するなり、何か説明は要るんかなとか思ったりするんですけど、

それはされる予定とかはないんですかね。もしそのページに出せるんやったら出したほう

がいいでしょうし、出せないんやったら忠岡町のホームページなりでも、ふるさと納税す

る方へはこうですよと詳しく説明するとか、できるだけ納税してくれた方の意思と実際の

運用とそごがないようにしたほうがいいと思うので、そこは今後の改善に向けて何かあり

ますか。今すぐ答えれなかったらいいですけど。 
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町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 活用事例については、一応こういう事業に使いましたというのは掲載しておりますの

で、そういった分で広報していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やっぱりそういう誤解というんですかね、思ってたのと違うかったわというね、納めた

のに不満になるということはやっぱり避けてもらったほうが、今後も納めてもらうために

もいいと思うんで、周知は図っていただきたいと思います。 

 あとね、税のほうなんですけど、今日、納税関係とかでたびたび質問があって、その中

でたびたびね、分析してませんというお答えが何回かあったと思うんです。で、町税って

やっぱり構成比を見ても一番割合多いでしょう。自主財源の中で一番大きいんで、財政課

と税務課との役割分担というところでは、私、ちょっとどっちがどうか何とも言えません

けど、やっぱり税務課のほうも徴収した税のこうやって数字の表を作るのが目的じゃなく

て、集めてデータをやっぱりちゃんと分析して、できるだけ町税を、自主財源をどうやっ

たら増やせるかという、そっちにつなげていく、分析をもっとしていただきたい。お忙し

いので、時間ね、そんな割けないと思いますけど、データを取るのは目的じゃなくて、あ

くまでも手段なので、きちんとデータが取れてるんやったら、分析までしていただかんと

意味がないと思うんです。そこら辺はちょっと今後改善をしていただきたいんで、一言お

願いできますか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 谷野部長。 

住民部（谷野栄二部長） 

 ご意見ありがとうございます。基本的に税につきましては、所得であったりとかです

ね、決まったものに関して賦課をさせていただいておりまして、９８％の方はその納付書

を送付して納めていただいてるという方が約９８％ということで、残りの方に関しまして

は滞ってるということで、その方に関しましては、催告という形で納税を促す手続に入る

わけでございますけども、その中でほとんどの方がですね、連絡がついておりまして、例

えば電話連絡等でこうした事情でちょっと納めることができなかったと。ひいては、ちょ
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っと分割にしていただけますかとかですね、そういったやり取りを日々行っておりまし

て、ですから傾向としてはそういうやり取りの中で把握はできるんですけども、通常その

９８％の方の納税状況の分析というのはちょっと難しいのかなというふうには考えており

ます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。すみません、私が申し上げたかったのは、別に今の滞納に限ら

ずなんですけど、町って我々住民とか外部の者が知らないデータ、いっぱい持ってるでし

ょう。多分税務課は税務課でいろんなデータ、数字、持ってるはずなんですよ。それをち

ゃんと生かせば、滞納だけじゃなくて、いろんなあらゆるところでいろんな傾向が読めた

りとか、データ分析のことを言ってるんですけど、全般で財源を獲得するというところに

生かせるので、滞納に限らずいろんな部分で多角的にデータ分析してほしいというところ

でお願いしたんです。なので、今後やっていっていただきたいと思います。 

 あと、すみません、決算書のほうを質問させていただきたいんですけど、決算書の２１

ページの手数料のところの、まず一般家庭ごみの処理手数料なんです。これは多分ごみ袋

の販売で得た収入ですよね。そのところでお聞きするんですけど、ちょっと私もね、大分

前から、議員になる前から思ってて、実際住民さんからも言われたことあるんですけど、

材質が当初、これを始めた頃と変わってるでしょう。確かに近年の材質って、使ってると

ものすごい劣化して使えない状態になったりするんですよ。家の中以外で使ってたりとか

すると。で、なぜ材質が、劣化したように住民には見えるんですけど、そこは改善しても

らえないのかというところと、なぜ材質が変わったかというところをお聞きしたいんです

けど。 

住民部（新城正俊次長兼生活環境課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 新城次長。 

住民部（新城正俊次長兼生活環境課長） 

 その材質が変わったというのが、何年前の材質と今の材質がいつ変わったのかというの

は、今ちょっと私のほうでは存じてないんですけども、今のところ、委員おっしゃるとお

りですね、プラスチック、ナイロン袋というのはちょっと日とか当たりましたら、劣化に

見えるような感じが見られると思います。ただし、ちょっと今のところですね、今、委員

がそういうようなことでご要望ということがあったんですけども、今のところ住民さんの
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ほうからですね、ナイロン袋がすぐ、ごみ袋が破れるよとかというようなところに関しま

しての苦情等についてはあまりないものと今考えております。近年では一緒の材質を使っ

た形で発注しておりますので、ご理解ください。よろしくお願いします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多分、材質が変わったのは、私が議員になる前やから大分前やと思うんですよ。今の材

質に変わったのが。実際、役場にそういうお声が届いてないかもしれないんですけど、私

も議員になる前のときもそういう声をお聞きしました。実際、自分が使ってても、結局屋

外とか家庭内以外のところで使ったりすると、もうぼろぼろになって硬化するというか、

もう使えないんですよ、ほぼ。買っても無駄に終わるんで、ちょっとそれが気になったか

ら質問さしてもらったんですけど、もし分かる範囲で、町のほうでなぜそういうことが起

こるかとかは検討というか、していただきたいんです。もしできるんであれば、私が従前

の材質って言ってるのは、多分平成の２０年中盤ぐらいまでですかね、やと思うんです。

で、今よりもいい材質にもし変えれるんであればね、その費用対効果もありますけど、ち

ょっとそこは検討していただきたいと思います。これは要望で。 

 あと、もう１個ね、そのごみ袋の設置場所なんですけど、これは後の歳出のところでも

多分設置している委託料かな、何か上がってたと思うんですけど、そこの要は町内のこの

ごみ袋を置いてる販売店ですよね、がかなり限られてるのと、すごい局所的であるところ

に物すごい偏ってたりとか、逆にある地域はもうほとんどないとかね、すごい偏ってるん

で、それはもうちょっと忠岡町の中で、あるところに、例えば駅周辺なんて多分すごい偏

ってたと思うんですよ。もうちょっと検討してもらってばらして、人口に合ったようにし

ていただくとか、あと忠岡町ってちっちゃいから、多分町民さんは町内だけで買物をして

ないんですよ、私らもそうですけど。ちょっと行ったら岸和田やったり泉大津やったりと

か、ドラッグストアなんか多分岸和田とか行ってると思うんですけど、そういう近隣の、

町からすぐそこの近くにあるそういう量販店さんというんですかね、住民が恐らく日々買

物に行ってるであろうところにも置いていただけたらと思うんですけど、そういうことは

可能なのか、やっていただけるか、ちょっとお答えいただけますか。 

住民部（新城正俊次長兼生活環境課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 新城次長。 

住民部（新城正俊次長兼生活環境課長） 
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 委員ご指摘の分なんですけども、忠岡町のごみ袋の販売店なんですけども、今ちょっと

手元に資料がないんで、約二十数社のところの、いわゆるローソンだとかファミリーマー

トだとか、それとか個人商店のお酒屋さんというところで、約二十数軒の販売店で販売し

ております。 

 議員ご指摘の分なんですけども、近隣の町外でお隣の例えば岸和田市とか、例えばお隣

の泉大津市のその量販店のところにごみ袋を置いて販売すれば、できないかというご質問

なんですけども、その辺については法的なものの制度とかあるかもわかりませんので、今

後研究してまいります。以上です。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やっぱり日々我々、スーパーとかドラッグストアへ買物に行くので、特に町内の個人商

店さんで置いてるところって、すごい開店時間が限られてたりとかして結構買いにくい不

便さはあるんです、数は多くてもね。なので、やっぱりコンビニとかスーパーとか、日々

日常生活でよく足しげく住民が行きそうなところで買えるようにはしていただきたいとい

うことで、要望、お願いしときます。 

 取りあえず、一旦終わります。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありますか。小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 寄附金のふるさと忠岡応援寄附金の、減になってるんですけども、これは何で減になっ

たかなというふうにお考えでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 これといった明確なお答えができないんですけども、日本全体では昨年度はふるさと納

税額というのは上昇しております。で、トップに並ぶ自治体のふるさと納税の商品という

のは、皆さんご存じのとおり、お米、肉、海産物というのがトップを占めております。ま

た、私も研究する中では、リピートという、２か月に１回、商品をお届けするとか、そう

いったケースがやはり効果を上げてるという答えも出ております。 

 本町におきましては、売れ筋というのは地場産業である毛布であったり布団というとこ
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ろが上位を占めておりまして、これに関してはそういうところには当たらない、リピート

にも当たらないし、なかなか額が大きいので、一度購入すると次があまりつながらないの

かなというのが今出ているところです。 

 とはいいますものの、いろいろ研究する中で、弱点を克服する方策があるのかなという

ところで、今年度いろいろ、地元といいますか、町内の企業もしらみつぶしに回ってとい

う形もやっておりますので、ちょっと昨年度は落ち込みましたけども、今年度は町長から

も厳命が出ておりますので、一定回復はできるかなと思っているところでございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 そうやって取り組んでいただいてるんだったら、また楽しみにしておきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 資料のほうで１点聞き忘れがあったので、質問させてもらいます。 

 資料のほうの７ページなんですけども、財政健全化４指標の推移ということで、過去１

０年間の推移が出してもらってます。先ほども説明があったんですけど、忠岡町の基準財

政需要額とか収入額とかの一覧表が出てまして、その中にも標準財政規模というのが令和

４年度が４５億幾らかあったかということなんですけども、財政課としてこの標準財政規

模の今後の見通しって、どういうふうな感じで見てますでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 この標準財政規模については、地方交付税の算定の中から出てくる項目の１つというと

ころでございまして、基本的にそんなに大きく増えていくこともなければ、極端に減るこ

ともないのかなというふうなところで考えてはおるんですけれども、いかんせんこちらに

つきましては国のほうで各地方公共団体でこういった事業をやっていきなさいと。その原

資として地方財政措置において交付税措置しますというようなところが増えてくれば、そ

の分だけ標準的にかかる経費というのももちろん増えてまいりますので、そういったもの

が影響して増えてくるのかなというところでは考えておりますので、なかなかその忠岡町

独自に、要は標準財政規模が上がるとかいうようなところは考えにくいのかなというとこ

ろで思っております。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 昨今、少子・高齢化ということを言われてますので、例えば高齢者が増えますと、当然

医療費等が上がってくるので、そこの財政規模というのはやっぱりそっちのほうに偏って

くると。で、少子化とかなってくると、国の施策で少子化に対しての政策されてると思う

んですけども、それについても当然国の事業なんで規模がその分だけ、少子化、子どもが

少なくてもちょっと規模が大きくなるとか、そういった形で多分この標準財政規模という

のは出されてると思うんですけども、忠岡町の現状からいうと、高齢者が、高齢化率も高

くなってるということで、今後、例えば医療費とか、そういった扶助費のほうが高くなっ

てくるという可能性が多分あると思うんです。そういった中で、この標準財政規模という

のが、どうしてもその辺の扶助費というのがかかってくると思いますので、そういったと

ころの扶助費の増加によってこの財政規模も上がっていくという可能性はないんでしょう

か。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 もちろん国のほうでのそういった財政措置があったりとかすれば、その分だけ大きくは

なっていくかなとは思いますけれども、その分、子どもも少なくなっていきますので、子

どもにかかる経費が減っていくのか、いろんな施策の中で増えていくのかというところ

に、国の動きにまあまあ左右されるのかなというところが正直なところでございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 例えば、少子化対策とかでいろんな施策をとるときに、町単独事業じゃないですけど、

例えば給食費の無償化とかしたときに、当然これ忠岡町が出してる分なので、国の事業と

してはしてないんですけども、そういったところで無償化するからこれが伸びるというわ

けではないんですよね。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 
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 忠岡町が全く単独でする場合においてはここには、算定には関係ないのかなというふう

に考えてます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。そういうことであれば、なかなかここの規模的に増加するということ

も、先ほども答弁いただいてますけども、増加することも減ることもないんかなと思うん

ですけど、やっぱり国の事業、例えば給食費の無償化とか、医療費の無償化とか、そうい

うことも国に求めていっていただきたいと思います。これは要望だけにしておきます。 

 すみません、決算書のほうへ行きます。決算書の１５ページ、先ほどから町税の話が出

てるんですけども、町税のほうが昨年から、個人でいくと均等割、所得割がちょっと増え

て、均等割はそれほど変わらないんですが、所得割が増えています。ここの町民税のほう

の均等割と所得割を支払ってる方の人数を教えていただきたいと思います。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 均等割の人数につきましては７，５９６人、所得割の納税義務者につきましては７，１

５９人です。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これは令和４年度の数字でよろしいんですか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 そうでございます。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 もし資料があれば教えていただきたいんですけど、令和３年度のこの数字というのはど

んな感じでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 令和３年度の均等割の納税義務者ですが、７，５８９人。続いて、所得割の納税義務者

が７，１２６人となってます。 

 以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、均等割でいくと、令和３年度が７，５８９名、令和４年度が７，５９

６名で、先ほど７名増ということをおっしゃってたんで、そのことだと思います。ただ、

所得割も７，１２６人から７，１５９人ということで、わずかですけど、３３名ほど伸び

てるということで、そしたら忠岡町の住民の方がそれだけ、それほど変わらないですけ

ど、納税をしているということが分かりました。ありがとうございます。 

 で、そしたら非課税世帯というのはどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 住民税につきましては、あくまでも個人単位で計算のほうをしておりますので、ちょっ

と世帯数は分からないんですけども、人数につきましては、令和４年６月末人口を基に計

算したんですけども、非課税人数が９，１２０人、課税人数が７，５９６人となっており

ました。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、非課税世帯のほうが多い。これは例年そうだとは思うんですけども、

多いということなんですけども、当然この中には、これは子どもの数とかも入って、この

人数と。分かりました。これは例年、これも前年度どれだけだったかって分かりますか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 すみません、ちょっと数字のほうを持ち合わせておりませんので、対前年度につきまし

ては数字を持ち合わせておりませんので、後ほど提出のほう、させていただきます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね、やっぱり課税対象者が町民の半数弱ということなので、ちょっと他の自治

体がどういう状況かというのは、そういうのは調査されたことってありますか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 調査のほうはやったことはございません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 できれば、忠岡町だけじゃなくって、他の市町村の納税状況とかというのも調べていた

だいて、忠岡町の状況というのが当然非課税世帯が多いということ、非課税世帯の人数が

多いということは、やっぱりそれだけ収入の少ない世帯、人数、人が多いということにな

ってくるので、そこらを一度調査していただきたいと思います。そういうのは調査しない

んでしょうか。すみません。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 すみません、ちょっと子どもの数が含んだりしておりますので、正確には出せないとい

うところで、よろしくお願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。 

 そうしましたら、続きまして法人税のほうをお伺いしたいと思います。法人税もここに

金額が出てますけど、こちらも均等割については昨年よりか１３０万ほど伸びてます。法

人税割は逆に１，４００万ほど下がってます。先ほど財政課長からの説明で、事業者の事

業がちょっと業績が悪いということで、これぐらいの金額になってると思うんですけど

も、忠岡町内の均等割を払ってる方と事業者数を教えていただきたいと思います。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 均等割の法人税の事業者数なんですけども、５０８社となってます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 均等割が５０８社ということで、すみません、あと法人税割で５，０００万超えてる事

業者と、未満の事業者数も教えていただきたいと思います。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 法人税が５，０００万以上の事業者数は６１社で、５，０００万未満が４４７社となっ

てます。 

委員（二家本英生議員） 
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 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら、忠岡町内の中には資本金５，０００万以上の会社というのが６１社というこ

とで、５，０００万未満の会社は４４７社ということで、これはこの事業者数も含めて、

昨年と、令和３年度と比べての増減ってどれぐらいになってるんでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 ４社ほど増えております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら、納税額については、昨年よりかは下がってますけど、企業体、企業の数とし

たら４社、法人の数では４社増えてるということになりますね。分かりました。この令和

３年とか４年って、コロナとかで結構経営が大変なところも事業者がある中で、忠岡町は

４社伸びてると。ただ、やっぱり特に線路より下の地域、駅前もそうですけど、なかなか

店が閉まってるところも多くなってきてます。やっぱりこういった、これは多分歳出のこ

とになるんで、また後ほど質問しますけど、やっぱり事業をしやすい形の何か施策をとら

ないといけないんじゃないかなという感じがしてますので。ありがとうございます。 

 で、すみません、忠岡町の会社の中で上位１０社の納税額と、忠岡町の納税の全体に対

する割合ってどれぐらいになりますでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 上位１０社で６，８８９万５，７００円で、全体に占める割合は５９．３％となってお

ります。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、これ昨年ですかね、聞いた中だと、上位１０社で８割程度の納税額と

いうのをたしか聞いてたと思うんです。今回、この上位１０社で金額は別に置いといて、

今回６０％弱ということですので、その上位１０社に頼らず、中規模の業者というか、そ

の会社が納税額を増やしてきたという見方でよろしいんでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 法人の上位１０社自体が法人税の税収を増やしてるという影響があるのかなと考えてお

ります。 

 委員長、すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 全体的に下がってるということで、割合が下がっております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、全体が下がってるというのは分かるんですけど、その割合、上位１０社の

割合が昨年度８割程度やったと思うんですけど、それが６割弱に下がってると。となって

くると、全体が下がってるのは分かってるんですけど、特にその上位１０社の納税額がち

ょっと下がってきてるのかなとは思うんですけど、推測はされるんですけど、その認識で

よろしいでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長、すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 あくまでも昨年度、８割ぐらいという割合でお答えをさせていただいたのは、あくまで

も課税標準額で回答のほうをさせてもらいました。それで、今年度の課税標準額につきま

しては７２．２％で、７．１％の減となっております。それと、先ほど全体に占める割合
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が５９％とお答えさせていただいたのは、あくまでも法人税割の割合ということでご理解

のほうをよろしくお願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。そうしましたら、昨年と比べるのであれば、課税標準額を基本にして、

それを出してみると、町内上位１０社が７２．２％ということで、分かりました。やはり

それにしても上位１０社の売上げ、納税額というのはかなり大きいとこだと思うんで、や

っぱり忠岡町内の業者の底上げをしていっていただきたいと思います。 

 すみません、ちょっとまた飛びます。３０ページになるんですけど、財産収入のところ

で、土地貸付収入ということで３，３００万上がっています。で、これは２社に貸してる

ところだと思うんですけども、これの契約って、いつまでかって分かりますか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 コベルコ建機の契約期間につきましては、現在、平成２８年６月１日から令和８年５月

３１日まででございます。もう１社、ササイナカムラにつきましては、現在の契約におい

ては令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まででございます。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 私が議会に来てから、ササイさんのほうですかね、契約金額の変更という、契約金額を

もう１回するということで、また１０年間の契約を巻き直してると思うんですけども、そ

のときに多分土地の価格の貸付け料金、ちょっと少し上げられてると思うんです。で、そ

の上げた理由というのは、何か土地の鑑定士とか入れてやられたんですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 
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 はい、鑑定士を入れて、鑑定を行ったものでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら、今後その、ちょっと契約が先長いんですけども、恐らくコベルコさんのほう

が令和８年５月までということなので、またその際には土地の鑑定士を入れて、相手との

協議も要るかとは思うんですけども、そういった形でまた金額とか決めていくんでしょう

か。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 コベルコさんにつきましては、現在、正式ではございませんが、相手方のご意向として

は、引き続きお借りさせていただきたい旨の話は聞いておる状況でございます。今後、つ

きましては、町長のご指示の下、具体的な協議をする上で、条件はもとより、その時々の

状況も十分考慮してですね、慎重に対応してまいりたいというふうに考えてますんで、よ

ろしくお願いをいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね、そういうふうに対応していただくと思うんですけど、やっぱり土地の広さ

に比べてね、その貸付けの金額がちょっと安いのではないかという意見も出てます。やっ

ぱり忠岡町の大事な土地でありますので、事業者に使ってもらうからには、やっぱり忠岡

町の土地の収入も取っていかないといけないところだと思うんで、適正な価格でしていっ

ていただきたいと思います。 

 あと、すみません、次、３２ページから３３ページの雑入のところでちょっとお伺いし

たいと思います。雑入についての上から３つ目、３２ページのほうですけども、ＡＴＭコ

ーナー等使用料が上がってます。この金額については、昨年よりちょっと上がってるんで

すけども、この９月議会の一般質問の中でも、あそこの銀行のＡＴＭ機がなくなるという

話は出てました。で、やっぱりあそこというのは、忠岡庁舎内に来る方がＡＴＭで使え

る、利便性を考えたらすごいいいとこだと思ってるんですけども、それがなくなった後、

ＡＴＭがゼロになってしまいます。で、今後のその運用方法として、その誘致も含めてで
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すけども、どのようなことを考えていられますでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 当該スペースの今後の利活用につきましては、具体的には現在考えていないという状況

でございます。今後、町として有効な活用方法があるかどうか検討した上で考えていくべ

きであるというふうに考えてございますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 有効な活用もそうですけど、やっぱりＡＴＭが近くにないという方が困ってて、忠岡町

の庁舎内に来た方が、ついでにそのＡＴＭを使うという方も結構いらっしゃいます。やっ

ぱり住民の利便性を考えた上で、あそこにＡＴＭがあれば、すごい利便性がいいというの

はありますので、できましたらＡＴＭを入れていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 先ほども委員のほうからご意見頂きましたけども、本案件につきましては、先般の９月

議会におきましてご質問いただいて、一定のお答えをさせていただいてるところでござい

ます。 

 今後、金融機関の導入というところの部分につきましては、そのときと同じようなお答

えになろうかと思いますが、一番直近の泉州銀行さんで申しますと、今般、当該の銀行か

らＡＴＭについてはキャッシュレス化の進展や全体的な利用件数が減少傾向にあると。ま

た、この周辺には、本銀行忠岡支店を初めとする店舗以外、近隣にもＡＴＭが設置してい

ると。その最適な配置を会社として検討する中で、利用件数等も勘案した上で廃止させて

いただきたい旨の連絡があったということでございます。 

 つきましては、ご指摘のとおりですね、住民の方々の利便性の確保を図る観点からいた

しましても、町として留意に働きかけを行った結果、脱退されたという結果ではございま
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すけども、今後、金融機関のＡＴＭが入っていただくということにつきましては、先ほど

申し上げたことの、全国的にも各金融機関が出先のＡＴＭの縮小を図っているということ

につきましても報道等がなされているというような状況でございますので、今後、金融機

関に入っていただくことにつきましては難しいのかなというふうに考えてますんで、よろ

しくお願いをいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まあ、難しいという話ですけど、やっぱりなかなか、特に高齢者の方というのは、どこ

にＡＴＭがあるのかということもなかなか、当然コンビニとかにはあるんですけども、や

っぱり何かついでってなったら、役場というのはすごい使うところではあるので、その辺

については、当然銀行って民間会社ですから、そういった効率化も考えるところではある

んですけども、それは民間の事情があるのであれですけど、やっぱり忠岡町として住民の

利便性を考えたときに、あそこに忠岡庁舎内にＡＴＭがあったほうがいいかなと思ってま

す。これも先ほどと同じ答弁になると思うんで、要望だけしておきます。 

 以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 資産活用も含めて、収入を増やすというところで質問させていただきます。 

 まず、固定資産税の部分なんですけど、先ほどもちょっと触れましたけど、自主財源の

うち町税が一番多くて、そのうち固定資産税が一番抜きんでてというか、多いですよね。

で、忠岡町も面積、限られてて、全域市街地で、ほぼ空いてるところってね、切り崩すよ

うなところもないですし、今、忠岡町内で戸建て住宅の建設というんですかね、一部でち

ょっとぽつぽつというか、一部地域がぽつぽつとそういうことがよく見られるんですけ

ど、忠岡町の今後の人口減とかも踏まえて考えるとね、上に建てるしかないと思うんです

けど、当然上にね、大きい建物というか、集合住宅的なものを建てると固定資産税も増え

ると思うんですけど、そういう面積のほぼない中で、人口も増やしたい。できれば税収も

上げたいというところで、上にね、何か建物を増やす的な、税収を増やす、できれば集合

住宅を建ててもらえるような、そういう施策的な考えは忠岡町はお持ちではないのかとい

うところをお聞きしたいんですけど。それはどこの部署になるんか、ちょっと私も、まち

づくり関係なのか、多分連携やと思いますけど。 

 今、私、質問したことで、多分ざわざわってしてるんで、取組してないんかなと思うん

です。であれば、代表者どなたか、してませんとか答えていただけたら。 

町長公室（立花武彦公室長） 
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 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 日本全体ですね、人口減少しておりますので、総合的な住宅施策、これからの総合的な

高層住宅というのはなかなか難しいんかなというようには考えてます。ただ、町的にはで

すね、現在、貯木場が活用されておりませんので、この分については岸和田市さんとです

ね、今、また大阪府さんと共同で埋立てのほうをできないかというところの利活用を調査

研究、また要望等しておりますので、その分、固定資産税の分を上乗せしていきたいと。

そこが埋め立てられますと企業も来られますので、法人税も上がっていくのかなというふ

うには考えておるところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、その高層というかね、集合住宅の建設は考えておられない的なご答弁あったんです

けど、難しいとおっしゃってましたけどね、忠岡町って立地でいうたら大阪府内の結構真

ん中の３分の１地域に入ってるでしょう、ぎりぎり。入ってるし、全然通勤圏内でいうと

ね、泉州地域の中で一番利便性がすごいいいんですよ。下手すると泉大津とかより北の各

駅停車駅なんかよりも格段に市内に行きやすいというすごい利便性があるところで、全国

的に見ても、やっぱり人口減少する中でも人口増えてるところもあったりするでしょう。

で、早急に忠岡町が、いやもうそんなん考えてないんです、難しいですという断定的なこ

とを考えるのはちょっと私はどうかなと思ってます。 

 ですので、忠岡町の立地とか、いろいろ大阪府内というところも考えたりとか、利便性

を考えたら、今後そういう検討はしてもいいんかなと思ってます。やっぱり集合住宅を誘

致するというか、何かしてもらったら、集合住宅を建ててもらったら、こういう特典じゃ

ないですけど、税制的な優遇なりありますよとか、何か施策を考えていただいてね、少し

でも世帯を増やす、税収を増やすというところはね、考えがあってもいいんかなと思って

ます。これは要望でお願いしときます。全否定的な考えはやめていただきたいというとこ

ろ。 

 あと、決算書の中のね、今度、町の財産使用許可、使用料のところの話になるんですけ

ど、多分使用料・手数料のところと、諸収入の先ほどおっしゃってたＡＴＭコーナー等使

用料とか、そこら辺の使用料関係の話なんですけど、決算書でいうたら１９ページの教育

使用料とか、町の施設の使用料、上がってますよね。ここら辺の話になってくる話なんで
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すけど、まず従前から私ちょくちょく触れさせてもらってる行政財産目的外使用料の部分

もあります。で、まずこの目的外使用料の法的なところでね、ずっと総務課で引きずって

る部分なんですけど、そもそもが解釈上ね、絶対条例に規定せなあかんとなってて、忠岡

町は条例に規定してないからね、ちゃんと条例改正して条例で規定せんと、そんなんおか

しいんじゃないかというところはお願いしてるんですけども、大阪府も、まあいうたら忠

岡町がまねたというか手本にしたのが大阪府の同規定なんですよね。で、大阪府も条例で

規定すべきでしたねということで条例改正する意向で動いてはるんで、忠岡町も同じよう

にすべきやと思いますけど、そこら辺は、違法性も含めてね、今後変えないつもりなの

か、どうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご質問いただいた本町における行政財産の使用料につきましては、本町では規則で規定

を策定しているものでございます。これは委員のほうからもお話もありましたように、こ

れは令和２年で策定したものでございまして、大阪府さんのものを参考に行ったものでご

ざいます。 

 で、従前から、今もあったんですけども、そういった根拠的な規定については規則では

なくて条例に置くべきであるというところでお話も頂いてるのが状況でございます。今、

大阪府も、当初は規則であったものが今条例に置いてるという形の条例改正を行っている

というお話も先般頂いてはございますので、本町につきましては、いま一度大阪府等に確

認をさせていただきながら、本町の運用が不適切なものであれば適正に改善するというこ

とで対応を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきますよう

お願いをいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多分私もこれずっと言うてますし、で、総務課にも府の担当部局に相談しながらやった

らということで、当時確認もされてたと思うんです。で、府のほうも、いや、忠岡町さん

に言いましたよということなんで、何で滞ってるのか私はちょっと疑問なんですけど、そ

こはきっちりしていただきたいと思います。 

 というのと、あと働く婦人の家を廃止するときに、ちょっと同じような内容で触れたと
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思うんですけど、やっぱり全庁的にこういう町の施設の使用料、特に減免とかの規定、見

直していただきたいというところを私も言うたと思うんです。で、その後、全庁的なそう

いう、この行政財産目的外使用料もそうですけども、見直しというんですかね、全庁的に

規定をどうしようかというね、その後の進捗を教えていただきたいんですけど。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 施設の減免については、施設の設置目的等ありますので、この分については各課のほう

で検討していただくというところでございます。今現在ですね、見直しというのは行われ

てないところでございます。よろしくお願いします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっと私、よその自治体の包括外部監査の結果がネットに出てたんで、それちょっと

見てたんですけどね、やっぱり減免をするというところでね、ほんとにその値段を引いて

あげる、本来徴収するべきものを幾分か値引きしてあげたり、ただにするというところで

ね、その自治体の財産の外部流出やということで、自治体の収支、財産の状況をゆがめる

ということも触れられてます。 

 で、本来はやっぱりちゃんと取るべきものは取る。で、減免するんであれば、関係性じ

ゃなくて、その許可を与えた相手方が財政的に支払いが困難やというところで、本来減免

するかどうかを考えるべきやというところを指摘されてるんです。私もそうやなと思って

ます。 

 特にね、その運用というんですかね。きちんと自治体内で基準となるものを設定しなさ

いよとか、あとそういうきちんと住民に、今こういう場所の使用許可、出してます。料

金、こんなふうに取ってます。あるいは減免してますとかね、実際のそういう運用の状況

もちゃんと説明責任を果たすためにも公表しなさいよ、台帳もきちんと作りなさいよとい

うところも指摘されてて、それはそうやなと私も思ってるんですけど、そういう資産の

今、活用というところで、忠岡町は過去からの慣例にのっとって何となくで許可出して、

特に関係団体さんに許可を出して、およそ減免したりとか、そういう運用してきたと思い

ますけども、そこがやっぱりね、その包括外部監査でも指摘されてましたけど、密な関係

の中での取引になるから、なおのこと不透明になると。住民からも、何で取らへんねんと
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かね、不公平感もあるとか、そういったことも指摘されてるんで、やっぱり忠岡町の中で

ね、各施設の使用目的はあるにしても、やっぱり全庁的なそういうお金を取る取らないと

いうところの物の考え方は、きちんと統一した何かルールなりは作って、で、基本、やっ

ぱり支払い能力、財政状況的にこれは減免してあげないと駄目ですねというところで、き

ちんと合理的な理由を持って減免なりをしていただきたいと思うんですけど、そこは改善

していただけますでしょうか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 お答えできますか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員ご指摘いただくちょっと前にはなるんですけれども、一応ね、その全庁的に使用料

とか手数料の部分とですね、減免についてというところは、一定、全庁的に調査、点検と

いうのは実際やってる状況です。 

 で、使用料引上げ等についてはですね、またいろいろ条例等の関係等もございますし、

住民さんへの直接負担が増えるというところもございますので、その使用料を上げる上げ

ないについては、ステップ的には次のステップというところで、現状まだその使用料の改

正等についてはですね、まだ調査研究している段階でございますので、一応全庁的な調査

というものはもう既に実施しているというところでご理解いただきたいと思います。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 一応そうやって調査もしていただいて、今、現状把握されてるということであればね、

今、岩佐課長もおっしゃったやっぱり住民等ですよね。事業者も含めてから取るお金なの

で、そこはきちんと逆に透明性とか合理性とかね、そこら辺はきちんと持った行政運営は

していただきたい。やっぱり住民から「何であそこは取って、あそこはただなん」とか、

減免の不公平感とか、やっぱり住民からの指摘を受けへんような行政運営していただきた

いというところは、早急にしてくださいとお願いしときます。 

 あと、このＡＴＭ等の諸収入のところですけど、ＡＴＭ等の使用料のところの中に自販

機も入ってると思うんですけど、これ今、使用許可で使用料を取ってると思います。以前

は取ってなくて、ただにしてましたけど。これはね、その物を見ると、入札にして公募し
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て、なおかつ貸付けにして、貸付料を取ったほうが、使用料の数十倍、収入が増えたとい

う自治体もあるということを書いてたんですけど、やっぱりそうやってきちんと資産活用

というところで、どうやったら、営業目的ではなくね、町の収入を増やして資産活用でき

るかという視点で町の財産を活用していただきたいんですけども、これ、よその自治体も

入札とかしてますけど、忠岡町は自販機、いろんな機能を条件につけたりとかして公募す

べきやと私も思いますけど、これ、入札しないんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘の部分につきましては、現在、入札に付さずに、申請を頂いて許可をしていると

いう形で設置を頂いてるものでございます。 

 つきましては、ご指摘のとおりですね、今後の在り方という部分を考慮する中で、今、

自販機を設置してるそもそもの入っていただいた経緯等々も、一応以前確認はさせていた

だいたんですが、最終的にこういった根拠があって設置しているというところまでは至ら

なかったというのが現状でございます。なので、いま一度そういった部分も考慮を含めた

形で、議員ご指摘のとおりの対応というところも含めて、今後対応を行ってまいりたいと

いうふうに考えてますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、まさにね、総務課長さんおっしゃってた設置の経緯、分からんということでしょ

う、忠岡町として。そういうところがやっぱりおかしいというところで指摘はさせてもら

います。やっぱり設置の目的をまず明確にするというところでね、できるだけ今後入札に

移していただいて、ずっと永続的に、今も現在、長い期間置いてるじゃないですか。だか

ら、それやったら貸付けにして、料金を多く取っていただけたらと思います。そこは要望

で、お願いします。 

 あと、町内の施設で指定管理者に管理を任せてる施設もあると思うんですけど、そうい

った指定管理者の施設の中に、無許可でそういった町の施設を使うという状態があるのか

ないのか。要は使用料を取らずに、許可も取らずに使ってるという状況があるのかとか、

そこら辺、現状、忠岡町は把握とかチェックとかされてますか。してなかったら、してな

いでお答えください。 
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高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 高齢介護課では、総合福祉センターと東忠岡老人いこいの家、指定管理で行っておりま

す。使用に関しては、福祉センターのところにシルバー人材センターと社会福祉協議会、

入っておりますが、こちらについては目的外利用の許可を出しておりますので、特に何か

無許可でされてるというところについてはございません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 具体例ね、申し上げますと、町民グラウンドの自治会倉庫あるでしょう。あれ、ほんま

使用料を取らなあかんかったやつを取り漏れてたわけじゃないですか。あれは変な話です

けど、今からでも取ろうと思えば取れる話なんで、そういうことがないようにしていただ

きたいというのと、取り漏れてる部分があるんであれば、ちゃんと回収ね、過去に遡って

でも回収はしてくださいと、住民からお願いします。 

 というところと、あと駐車場の話なんですけど、決算書の３２ページ、駐車場の使用

料、１３８万、ざっと上がってますけども、これね、今日も工事されてますけど、町民の

利便性でいうとね、白線を引き直してくれというところでお願いは従前からもしてまし

て、一般質問でちょっとこの間も聞けなかったんで、決算で聞きますということで繰り越

させてもらってるんですけど、町の庁舎のあの駐車場の改善といいますかね、まず白線を

引き直す云々は今現在どうなってますでしょうかということを教えてください。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今言っていただいた部分につきましては、さきの９月議会の一般質問というところで事

前に頂いてございまして、結果的に時間がなくてお答えはさせていただかなかったという

件でございますけども、お答えといたしましては、確かにご指摘いただいた軽自動車の数

十台の部分につきましては、私も個人的にね、ご指摘いただいてから軽自動車の公用車に

おいて両サイドを車が停車してる間に駐車を試みました。実感として感じたところが、正
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直なところを申し上げまして、狭いのかなということで感じたところは正直なところでご

ざいます。 

 本来ならば、その部分を拡張するという形で枠を拡大させるというところが本来である

というふうには考えるところではあるんですが、何せ月で１０日以上は、現在の身障枠を

入れて全部で６４台、駐車スペースがございますが、月当たり１０日以上ですね、満車状

態に一時的なことも含めてなるという状況でございます。 

 つきましては、駐車枠以外のスペースに警備員を据えて、安全を確保しながら駐車枠外

に停車しているというのも現状なところでございますので、当然ながら冒頭に申し上げま

した狭いであろうというその駐車区画を拡張することによっては、現在の駐車スペースの

枠が減少するということにもつながりますので、いま一度、現在のスペースでちょっと我

慢していただく中で駐車していただくということで考えてございます。 

 つきましては、将来的にね、全体の駐車場の拡幅というところを見据えた上で、町とし

て何らかの対策を講じる必要があるというふうには考えるところですけども、現在におい

ては現状のまま来庁される方には駐車をしていただきたいということで思ってございま

す。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 こんなん、まさに住民サービスというか、当たり前の庁舎管理のうちの一部やと私ら思

うわけですよ。そんな駐車してね、こんな当たるスペースで止めないといけない。駐車場

内で事故というかね、車に傷つくなんて、そんなん住民誰でも思ってないですし、現状、

実際障がい者スペース、やっぱり私も時々ずっと見てますけど、明らかに大型車というん

ですかね、３ナンバーとかの大きい車の人が確実に、健常者の方ですけど置いてはるんで

すよ、やっぱり。となると、福祉施策的にもね、やっぱり障がい者の駐車場を奪ってるわ

けでしょう。本来あそこのスペースを必要としている方が置けなくなるという事情も、そ

れは福祉施策的に見てもよろしくないと思うので、そこは補正予算も考えてやっていただ

きたいと思います。 

 あと、その駐車場、今現在ね、白線、改善されないということであれば仕方ないんで、

住民は置かざるを得ないんですけど、やっぱり町の駐車場の使い方を見てると、ちょっと

意地悪やなと正直思うんです。というのは、コーンを立てて置かせなくしてたりするわけ

でしょう。で、最近も何か産廃のごみを置いてて、ゲートの近くを占領というか、役場側

が奪ってると。地下の駐車場もあったりするわけで、あそこはそんなにきつきつでもなか

ったと思うんですよ。 
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 で、できれば、町側の事情もあるかもしれませんけど、やっぱりそこは住民のために皆

さん方仕事してるというところでね、住民目線で第一に考えていただいて、できるだけ役

場の都合よりも住民の利便性というかね、駐車場に置けるようにと、なるべくコーンで塞

がないようにしていただきたいんですけど、そこが現実見てると、置けてる人もおるんで

す。守衛さんがコーンをどけてあげて、どうぞと。その車がどいたら、またコーンを置い

たりとかね。私もそういう現場をちょくちょく見てます。何で置けてる人と置けてない人

がいるんかなとか思ったりもしてます。そういう現状もあるので、もう今きつきつで置く

場所も限られたりというところ、あるわけでしょう。当たらないように置こうと思った

ら、ちょっと枠をあけて置かなあかんとか。中で、どこに置いてもいいやんかという意味

でね、別にコーンを置いて駐車させないとか、そういうことをする必要はないと思うんで

すけど、白線改善するまでもですよ、今現在でももうちょっと駐車場を使いやすくできへ

んもんかなと思うんですけど、そこは改善はしていただけないんでしょうかね。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 現状のスペースを生かす中で、今ご指摘いただいてるような活用ができる部分があるか

どうかというところについては、この場で明確にお答えさしていただくことはできませ

ん。 

 あと、今言っていただいた事前に町の都合でという部分で、事前に枠の一定を確保する

中でというところの部分につきましては、これは議員の皆様方ご承知いただいてるところ

で、本日もＥＳＣＯ事業で大型のクレーン車が入ってくると、工事車両が入ってくるとい

うところの部分で、一定確保さしていただく中で、本来ご来庁される住民の方々には、止

めるところが数少ないという形の部分では、ご不便、ご迷惑をおかけしてるというところ

につきましては、申し訳ないというふうに思ってございます。 

 なので、今後極力スムーズに駐車ができるような形で、身体障がい者の部分で普通車

が、対象外の車が止まっておるんであれば、警備員が注意を喚起するというところの方法

をとるなりという部分を含めて、現状のままの駐車スペースを生かした中で、住民の方々

にはお願いさせていただきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いをい

たします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 現状もう仕方ないので、とめれるとこにはとめていきますけど、やっぱり住民から見
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て、何でとめれる、とめないとか、とめれないとか、そういう不信感というんですかね、

そういうことがないようには庁舎の管理していただきたいと思います。 

 一旦お返しします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんか。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長、私、最後なら５問ほどあるんですが、もう終わらしたいなと思うんですけれど

も、よろしいでしょうか。皆さん、私、最後でよろしい。 

（「どうぞ」の声あり） 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、それではですね、ちょっとお昼をまたぐんですけれども、皆さん出てこん

でいいように、やってしまいます。 

 歳入のほうで、１５ページ、固定資産税でお伺いいたします。この令和５年１２月から

ですね、管理不全の空き家の仕組みがちょっと変わるんです。国としてですね、今、空き

家は６分の１の減免、固定資産税されてるんですけれども、そこがなくなっていくんです

けれども、この適用除外を行う対応を忠岡町もしていくべきだと考えておりますが、どの

ように考えておられますでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 令和５年１２月以降に管理不全家屋として勧告がなされた場合には、法律の規定により

減額適用を除外してまいります。 

 以上です。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 これは建築課のほうでも、もうその準備はできていると、確認に回る準備はできている
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ということでよろしいでしょうか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 管理不全空き家ということで、うち、まだ管理不全空き家が何軒あるかとかいうのが把

握できてませんので、まずは把握に努めろうかなと思ってますので、よろしくお願いいた

します。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。では、次の質問です。たばこ税、これも１５ページなんですけ

れども、たばこ税についてお伺いいたします。 

 収入が大幅に伸びているんですけれども、これはたばこ税の増税によるものなのか、購

入本数の増加によるものなのか、どちらか、お答えいただけますでしょうか。 

税務課（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 長谷川課長。 

税務課（長谷川太志課長） 

 たばこ税の増税でどういった影響があったのかどうかというのが、数字上明確に分かり

ませんでした。事実として、たばこ税の本数が令和３年度よりも７３万本の増となってお

りました。増収の要因といたしましては、小売店の販売本数の増加によるものと考えてお

ります。 

 以上です。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。では、次の質問です。 

 また、たばこなんですけれども、私ちょっと愛煙家ですので非常に申しにくいんです
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が、たばこエチケット増進のために、町民グラウンドのリニューアルに併せて、庁舎敷地

内の雑木林の場所や新浜グラウンドなどに１か所当たり２００万円程度でできるので、ス

モーキングスペースを設置すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘の庁舎敷地内における禁煙スペースにつきましてはですね、望まない受動喫煙の

防止を図る観点からも、健康増進法が改正されておるという状況でございます。その中

で、行政機関を初め学校や病院等の施設が原則敷地内禁煙になっているところでございま

して、それを踏まえ、現在、来庁される方々の喫煙場所は設置していない状況でございま

す。 

 ただし、国が示す一定の条件を満たすことで、屋外に限り、施設の利用者が通常立ち入

らない場所、例えば建物の裏や屋上ってよく言われるんですけども、その部分に設置する

ことが可能とはされていますが、他のほとんどの自治体が敷地内には設置していないとい

う状況でございます。併せて、本町におきましても、法の趣旨を踏まえて設置については

現在考えていないという状況でございますので、ご理解いただきますようにお願いを申し

上げます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。とはいうものの、ＪＴなんかではですね、設置に対して助成金

まで出しているようでございます。できましたら、それをもって設置を進めていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 そういった設置に向けての補助が出るという部分については、一定認識しておるところ

でございますけども、先ほど申し上げたところをお含みいただいた上でご理解いただけた

らなというふうに考えてますんで、よろしくお願いをいたします。 
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委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。では、次の質問に移ります。 

 法人事業税交付金についてお伺いいたします。これ、予算ベースなんですが、予算より

４０％、この決算では伸びております。その理由をお伺いしたいんですが、コロナの交付

金の関係ということになるんでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません、法人事業税交付金につきましてはですね、法人事業税というものが都道府

県税になってございまして、詳細の理由というものはなかなかちょっと把握はできにくい

んですけれども、大阪府のほうで公表されてる理由としましては、緩やかな景気の持ち直

しによって法人２税と言われるものが増えたというところで、この法人事業税交付金とい

うものは、都道府県に入ってきた法人事業税の７．７％を算定式に乗せて、各市町村の法

人税の従業者数等で算定しているものになります。当初予算についてもですね、その予算

の試算方法としては、大阪府のほうのその辺の伸び率というものを計算のほうで入れ込み

まして、うちの決算見込みからその率を掛けて試算しているというものになりますので、

あくまで見込み的なところで予算のほうは組ましていただいておりますので、それ以上に

景気が持ち直して、その辺の収入が増えたというところの理解でいいのかなということで

考えております。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。では、次の質問です。１９ページ、住宅使用料についてお伺

いいたします。 

 当該の町営住宅は、撤去した空き家や取り壊した空き家が多い。国有地部分は共用住宅

以外の使用は不可で、それ以外は第一種、第二種居住専用地域として制限があることを踏

まえて、今後の町営住宅や一般住宅の退去、解体予定と、その空き地の整備活用について
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の見込みをお伺いいたします。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 令和４年度は基礎調査を実施させていただきました。決算に関係ないですけど、令和５

年度、今年度は在り方検討を今実施いたしております。その中で、住民さんのアンケート

も頂きましたし、まず第一に住民さんの安心・安全というところを早期に解消するため

に、今後は空き地も含めた全体的な検討をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解

よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。次に、２０ページ、ふれあいホールの使用料についてお伺い

いたします。 

 ふれあいホールの使用料に関しては高額になっておりますので、減免などを受けない限

り、なかなか個人や小規模団体では使いづらいと、住民のものという視点に立てば、１人

でも多く皆に使ってもらうことが理想であるので、例えば使用料を利用日が近づいてきた

ら近づくほど割引するなど、稼働日数や時間を増やす努力はできないでしょうか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 使用料に関しましてですね、高額というご指摘がございましたが、その使用料の見直し

に関してはですね、先ほどもありましたが、今後、全庁的にまた考えていくという中でこ

ちらも考えていきたいなと思っております。それより以前にですね、先ほどありました稼

働日数であったり、時間を増やすというような部分で、今後引き続き検討してまいりたい

というふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。続きまして、３０ページ、町有地の売払い収入について伺いま

す。 

 実績といたしまして４７０万円が計上されておりますが、どのような土地が売り払われ

たのか、教えてください。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 町有地売払い収入につきましては、今回、実績として３件ございます。これは町として

所有している遊休地等を売り払ったものではございませんで、公共的な用途の適用を受け

ないもので、一般的に法定外公共物と言われる水路や里道でございまして、相手方が隣接

する自己所有地と一体利用する目的で町に対し売払いの申請があり、当該土地の公用廃止

の手続を行った上で売払いをしたものでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。ちょっと今の答弁の中で１点疑問が、水路の売払いはされたん

ですか。ちょっとしにくいと思うんですが。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 水路と里道を公用廃止の手続をした上で、普通財産に変えて売払いを行ったというもの

でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 
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 水路の公用廃止って、なされたんですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 はい、行いました。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 また後で教えてください。 

 すみません、今回の件はそういう売却が行われたということで理解をいたしましたんで

すが、その他、町有地の売却時にはですね、広報の手段の一環として公式ＬＩＮＥなどで

お伝えすることをしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。一般の土地に、忠

岡町ですので、そんなに売り払うような土地はないんですけれども。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 町として現在は、ご指摘いただいたような土地というところはないものと思ってござい

ますが、今後そのようなケースが生じた場合におきましては、公募等をかけた上で適切に

対応を行ってまいりたいというふうに考えます。よろしくお願いをいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。もう少しです。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 同じく３０ページ、ふるさと納税でお伺いいたします。今年の１０月にふるさと納税制

度が改正されました。それによる影響はどのようになっておりますでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今年改正されたふるさと納税の制度なんですけども、お米の精米であったり、肉の加工

というのを当該市町村内で行う、５０％以上の価値を見いだす加工を行っているのであれ

ば出品してもいいというのが従前でした。それを、同一都道府県内、本町におきますと大

阪府産のお米か肉を本町で加工、精米するのであれば対象になるというものでございま

す。これについては、そもそも商品がございませんので、本改正による影響はございませ

ん。 

 もう１点ございます。ふるさと納税のワンストップ制度というのがございます。納税さ

れた方が所得税、住民税の減免を受けるためにワンストップ申請をすると、一括で処理を

行って減税が受けれるというものなんですけども、これに係る人件費もふるさと納税の経

費の中に入れなさいというのが今回の改正でございます。本町は、これを算入したとして

も、現状、ふるさと納税の寄附額に５０％以内に収まるという数字が出ておりますので、

現時点では影響はないと考えております。 

 以上でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。次に、このままふるさと納税なんですが、私どもの会派の三

宅さんのほうからですね、何回か質問させていただいてるんですが、企業版ふるさと納税

について検討していただけないかと常々申し上げているんですが、現在の検討状況はいか

がでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 企業版ふるさと納税についてでございますが、昨年度来、ご要望もありました。大変ハ

ードルは高いものでございましたが、近年、認定申請、非常に簡略化されまして、現在、

運用できる受け皿を、素地を構築できてございます。各課にも通知しているところでござ

いますが、今回また改めて各課に周知を図って、利用のほうをできることの促進を図って

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 
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 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 最後の質問です、３４ページ、ネーミングライツについてお伺いいたします。文化会館

や町民グラウンド、北区いこいの広場などで活用、展開はできませんでしょうか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 ネーミングライツにつきましては、従前よりご指摘のほうは頂いてるところではござい

ますが、その辺りも含めましてですね、引き続き近隣市等の調査研究をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 終わりです。ありがとうございました。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ありませんよね。 

議長（北村 孝議員） 

 委員長、ごめん、１点だけ。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 北村議長。 

議長（北村 孝議員） 

 松井議員の質問の中で、ちょっとふっと思ったんですけど、私も愛煙家でありまして、

ＡＴＭを廃止することによって、後の利活用に、有効活用に、立地的にも今、松井議員が

おっしゃったように、緑化もあるし、町民グラウンドもあるし、屋外であるしということ

で、まあまあ防犯というか、防災的にも夜間は閉めると、日中だけ開けて利用していただ

くと、そういう考え方も１つかなと思いますんで、その辺も含めてよろしくお願いいたし

ます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 先ほどもお答えさせていただいたＡＴＭ跡地の部分につきましては、今、町としてどの

ような利活用ができるものなのかどうか考えていない状況でございます。今、委員言うて

いただいた部分も含めて、町としてその運用が適切かどうかという部分も慎重に考える中
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で決定していきたいというふうに考えてますんで、よろしくお願いをいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これで一般会計歳入決算の審査を終結いたします。 

 お昼ですので、ここで休憩し、午後１時から再開いたします。ありがとうございます。 

（「午後０時１３分」休憩） 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 それでは、一般会計の歳出決算の審査に入ります。３７ページから６８ページの第１款 

議会費及び第２款 総務費につきまして、担当課の説明を求めます。 

（議会費 担当課説明） 

 決算書の３７ページをお願いいたします。 

 第１款、第１項、第１目 議会費で、支出済額は１億２７１万５，４７１円で、前年度

と比べて５３９万７，０２６円の増で、率にいたしまして約５．５％の増となっておりま

す。主な要因は人件費で、職員１名が増えたことによること、また物価高騰や委員会の開

催が増えたことなどによりまして需用費や委託料が増となったことによるものです。 

（総務費 担当課説明） 

 続きまして、第２款の総務費でございます。 

 第２款 総務費、決算額１７億３，２５０万２，０８３円。第１項 総務管理費、決算

額１５億８，７３９万８，９６０円。第１目 一般管理費、決算額３億６，３０５万１，

１６５円で、前年度と比べ８，０３８万９，０００円減額となった主な要因は、第３節 

職員手当等の退職手当で、９，１８３万２，０００円の減によるものでございます。 

 ４２ページをお願いいたします。第２目 人事管理費、決算額８６５万６，５１１円

で、前年度と比べ６８万３，０００円増額となった主な要因は、第１３節 使用料及び賃

借料で、庶務事務システム使用料の増によるものでございます。 

 ４４ページをお願いいたします。第３目 財政管理費、決算額１０６万２，１２７円

で、前年度と相違ございません。 

 第４目 財産管理費、決算額４１９万４，６７４円で、前年度と比べ６５万４，０００
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円減額となった主な要因は、第２１節 補償補てん及び賠償金で、自動車事故賠償金の減

によるものでございます。 

 第５目 公平委員会費、決算額６万３，０００円で、前年度と相違ございません。 

 第６目 会計管理費、決算額１４１万８，３６９円で、前年度と相違ございません。 

 ４６ページをお願いいたします。第７目 基金費、決算額６億５，６４７万１，６４７

円で、前年度と比べ５億２，８３３万９，０００円増額となった主な要因は、前年度決算

剰余金を財政調整基金に積み立てたことによるものでございます。 

 第８目 シビックセンター費、決算額１億３，１１１万４，０２７円で、前年度と比べ

１，７５６万８，０００円増額となった主な要因は、第１０節 需用費で光熱水費の増に

よるものでございます。 

 引き続き、４７ページ下段をお願いいたします。第９目 電子計算費、決算額６，９０

３万６，９１７円で、前年度と比べ約１，０００万円減となりました主たる原因は、第１

７節 備品購入費で職員用端末等購入費の減によるものでございます。 

 ５０ページをお願いいたします。第１０目 広報広聴費、決算額９６２万２，０５７円

で、前年度と比べ２００万円増となりました主たる要因は、第１７節 委託料で、ＡＩチ

ャットボット運用保守委託料によるものでございます。 

 同じく、５０ページ下段をお願いいたします。第１１目 企画費、決算額３２６万３，

４０８円で、前年度と比べ約１億１，０００万円減となりました主たる要因は、第７節 

報償費のふるさと忠岡応援寄附金謝礼が、第１８目 ふるさと忠岡応援寄附金事業費に移

動したことによるものです。 

 ５１ページ下段でございます。第１２目 災害対策費、決算額６２８万５，０４７円

で、前年度と比べ約１，１６０万円減額となりました主な要因は、第１２節 委託料にお

いて、防災マップ作成業務委託料の減によるものでございます。 

 ５３ページをお願いいたします。第１３目 自治連絡費、決算額８１３万２，８５０円

で、前年度と比べ２５０万円増の主たる要因は、第１８節 負担金補助及び交付金で、一

般コミュニティ助成事業の増によるものです。 

 続きまして、第１４目 集会所費、決算額１１２万９，５３０円で、前年度と相違ござ

いません。 

 ５４ページをお願いいたします。第１５目、防犯対策費、決算額５１０万７，３７２円

で、前年度と比べ約８５万円増額となりました主な要因は、第１８節 負担金補助及び交

付金において、防犯カメラ設置補助金の増によるものでございます。 

 ５４ページ下段をお願いいたします。第１６目 人権啓発費、決算額５１万７，９６０

円で、前年度と相違ございません。 

 ５５ページをお願いいたします。第１７目 人権擁護委員会費、決算額５万２，７００

円で、前年度と相違ございません。 
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 第１８目、ふるさと忠岡応援寄附金事業費、皆増となったのは、ふるさと納税に関する

事業費予算を第１１目 企画費より分離独立したことによるもので、前年度のふるさと納

税事業費と比較して８６５万９４円の減となりました。 

 ５６ページをお願いいたします。第１９目 ＥＳＣＯ事業費は新設で、令和４年度にお

いてはＥＳＣＯ事業支援事務委託４６２万円ほかとなっております。 

 ５６ページをお願いいたします。第２０目 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨

時交付金活用事業費で、２億１，４５１万８，０２３円です。なお、令和３年度は１億

２，９０４万３，６７７円です。 

 決算書の６０ページをご覧ください。第２項、徴税費、支出済額は７，３７９万９，０

０６円。第１目 税務総務費、支出済額は５，４１６万３，０３２円で、前年度と比べ１

２０万３，２２７円の増となった主な要因は、職員の人事異動による給与等の増によるも

のです。 

 続いて、６１ページをご覧ください。第２目 賦課徴収費、支出済額は１，９６３万

５，９７４円で、前年度と比べ３９８万９，４４４円の増となった主な要因は、評価替鑑

定委託料の増によるものでございます。委託料の固定資産税の場合は、３年ごとの評価替

に伴う業務委託分の増が要因となっております。以上です。 

 決算書の６２ページをお願いいたします。第３項、第１目 戸籍住民基本台帳費、決算

額５，４７４万９，９８１円で、前年度と比べ２７２万６，３１０円の減少。主な要因

は、第１８節で、負担金補助及び交付金で、個人番号カード関連事務委託に係る交付金の

減によるものでございます。 

 続きまして、６４ページをお願いいたします。第２目 パスポート交付事業費、決算額

は２１０万７，０３４円で、前年度と比べ１４８万６，９９９円の増でございます。これ

は、パスポート申請等の件数が増加したことにより、申請手続で必要となる収入印紙の印

紙購入費用が増加したことによるものであります。 

 第４項 選挙費、決算額１，３９０万８，２０７円。第１目 選挙管理委員会費、決算

額５１万６，４０５円で、前年度と相違ございません。 

 第７目 町議会議員選挙費、決算額１３８万６，０００円で、令和５年４月２３日執行

選挙の令和４年度に係る費用でございます。 

 第８目 参議院議員通常選挙費、決算額７６７万９，７５６円で、令和４年７月１０日

執行選挙に係る費用でございます。 

 ６６ページをお願いいたします。第１１目 府知事選挙及び府議会議員選挙費、決算額

４３２万６，０４６円で、令和５年４月９日執行選挙の令和４年度に係る費用でございま

す。 

 ６７ページをお願いいたします。第５項 統計調査費、第１目 諸統計調査費、決算額

２０万８，９４９円で、前年度と比べ４２万４，０００円減額となった主な要因は、昨年
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度実施した統計調査と種類の異なった統計調査の実施をしたことによるものでございま

す。 

 第６項 監査委員費、第１目 監査委員費、決算額３３万円で、前年度と相違ございま

せん。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 これより質疑をお受けいたしますが、５６ページから６０ページの第２款 総務費、第

２０目 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金活用事業費については、担当

が各部局にまたがっておりますので、まず先に新型コロナウイルス感染症対策に係る第２

０目について質疑等をしていただき、質疑が終了後、議会費及び総務費の担当以外の職員

は退出いただいた後に、議会費及び残りの総務費について質疑等を進めてまいりたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（今奈良 幸子議員） 

 ご異議ないものと認め、第２款 総務費、第２０目 新型コロナウイルス感染症対策地

方創生臨時交付金活用事業費について、ご質疑をお受けいたします。 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、私のほうから、このコロナの交付金のところで一番気になってるところを

言わしてもらうと、前も一般質問で言わしてもらったんですけども、ホームページの更新

事業です。で、これについてはほかの額と比べても結構突出して大きいというところで、

本当にこれがコロナの感染症対策のための使い道として適切だったのかというところで、

私は非常に疑問やと思ってます。 

 当初この予算、補正予算で議会に上がってきたときも担当部局のほうがおっしゃってた

のは旧のですよね、従前の町のホームページをリニューアルしたいというところで、たし

か更新ですね。職員さんが更新するのも、前のホームページやったらしにくいんで、それ

を新しいホームページやと作業しやすくなるということもたしかおっしゃってたと思いま

すけれども、現状ね、一般質問のときも、何か使いやすさというか、住民から見て検索し

にくくなってるし、実際欲しい情報も載ってないしというところで質問したときに、結局

担当部局さんは「職員の手が回ってないからホームページの情報公開の部分が回ってない

んです」とおっしゃってたんで、結局のところ一番大事なホームページを、きちんと住民

に向けた見やすい内容に職員さんが日々更新していくという部分ができてないわけです

よ、現状ね。 

 で、一般質問してからも、私もちょこちょこホームページ見てますけど、特に改善もし
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てませんし、トップページだけが見映えよくなっただけで、実質、住民の利便性でいうと

そんなに向上もしてないか、もしかしたら旧のホームページのほうがいろいろ情報も載っ

てたし、特にお知らせは、多分１か月ぐらいでしたっけ、消えますよね。町のお知らせ情

報って消えるようになってるでしょう、今の新しいホームページって。従前は過去ずっと

遡って過去のお知らせ情報、見れたんです、確認できたんですけども、最近、今の新しい

ホームページって、もう１か月ぐらいしたら旧のお知らせ情報も勝手に削除されてて、ち

ょっと前の情報、見れないんですよね。とかいうところで、ちょっとこの額は、私は不適

切というか望ましくない使い方やなと思ってます。そこは担当部局、どうお考えでしょう

か。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 せんだっての議会でも議員のほうからそういう点についてご指摘いただきまして、それ

につきまして担当各課につきまして、情報発信にしっかりと取り組んでいただきたいとい

うことで、再度お願いもしているところでございます。徐々に、使い勝手もいいのかなと

は考えているところでございます。で、金額のほうも、これは１，２００万ということで

ございますが、基本的にはリニューアル分と、関係の人件費等かさんでございますので、

ここの額までというわけはないんですが、ただ、総額ではこの金額ということでございま

すので。 

 で、当町のホームページでございますが、現状、様々なホームページも、近隣の先行し

ているホームページも検討、見ながら、当然それと同等、それ以上かなという分もあるん

ですけども、というのを考えながら作成したものでございます。確かに従前と比べますと

過去のデータというところでは一定同じような状況でない場合もございますが、新しいニ

ュースをとにかく出していく、もちろんビジュアル面、これも優先して、ぱっと見たとき

の見映えというんですか、そういうものも重視していってございます。内容につきまして

は引き続き充実というんですか、検索機能の充実も図りながら、住民の利便性向上に向け

て全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。よろしくご理解のほどお願い申し上

げます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 例えばね、今のトップページ、ありますでしょう。で、大きな、よく住民さんが使いそ

うな見出しというのはぽんぽんと上げられてると思うんですけど、あれ自体が私は足りて

ないというか、不足やと思ってるんですよ。まだまだ町政に関する情報発信とか、議会も

何か最後の下のほうにちょろってあるだけでね。議会ってすごい大事やと思ってるんで

す。よその自治体とか結構上のほうとかね、大事なところに来てるのに、何で議会はそん

な、民主主義の根幹じゃないのかと思ってしまったりするんですけど、そういうトップペ

ージの構成だけにしても、あれは変えれるんですか、変えれないんですか。変えれないか

ら置いてるのか、そこをちょっと聞きたいんですけど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 基本的なベースという意味ではなかなか変えにくいんですが、ただ、それぞれのコマと

いうんですか、コマ数の変更というのもできるかなという分もございます。議員おっしゃ

いますように、ほかの市町村のちょっとホームページも参考にしながら、どこまで変えら

れる点もあるのかなと思いますので、またそこらは検討してまいりたい、調査研究してま

いりたいと考えてございますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 あと、これは多分企画のほうのことだけじゃないんで、多分それぞれの担当部局のほう

の作業になってくると思うんですけど、結局のところ従前のホームページから、多分デー

タをわっと移しただけの状態やと思うんです、今。実際に各部局のフォルダとか見ると

ね、議会もそうですけど、何かもうフォルダがばばばばっと乱立してて、中が整理されて

ないということがあって、多分それは、ほかの部局も見てると、おしなべてそういう感じ

なんですよ。 

 そこは恐らく職員さんのほうでやっていただかないといけない部分になってくるわけで

しょう。ただ、それをするにも時間がかかるから、多分追いついてないと思うんですよ。

今、現状、マンパワー不足で。で、今できてないもので、実際忠岡町の現状を言うとマン

パワー足りないでしょう。日常業務でいっぱいで。だからホームページ更新、追いついて

ないわけで、これは企画のほうが「そうやってやっていきます」的なことをおっしゃって

も、各部局がそんなホームページね、きちんと整理してる暇がないという中で、改善本当
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にできるのか。我々が思ってるような、中のね、その各部局のフォルダとかがきっちり情

報を整理された状態にいつになったらなるん、現実的にできるんって正直思うんです。そ

こはできるんですか。私はちょっと今の現状、無理違うかなと思ってますけど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 議員おっしゃいますように確かに幾つかのところ、従前のホームページをそのまま移行

して、形態自体はそのままなんですが、見やすさという点ではまだ達していないところも

あろうかと考えてございます。各部局、忙しい中とはいうんですが、ホームページへの掲

載、情報発信への思いという形がやっぱり必要だと思いますので、原課、企画としまして

はもそこはしっかりと、幾つかの課がございますので、ともにちょっとまたこちらから

も、指導といいますか一緒につくる部分もあろうかと思いますので、考えてまいりたいと

思います。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それって逆に、どう聞いたらいいんですかね。企画が音頭を取って一応やってるでしょ

う。「やれよ」「やれよ」と多分各部局に指示出してやってはると思うんですけど、現実

各部局、私もいろいろ、ホームページこうなってるけどって直接担当部局に確認すること

もあるんですけど、やっぱり周知されてない部分もありますし、ちょっと企画が一方的

に、トップダウンじゃないですけど、「やれ」って言ったって、「できるかい」というの

が多分各部局の実際の正味の声やと思うんですよ。そこを無視して幾ら企画が「やってい

きます。努力します」と言ったって、現実無理でしょうというところを私は言ってるんで

すけど、そこの現実の部分を改善できる、何かあるんですか。そこを改善せえへんかった

ら多分いつまでたっても、何年たってもこのホームページ、このまんまやと思いますけ

ど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 
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 一応、引き続き、とにかく各課がどれだけ町の情報を発信したいかというところに全て

やっぱりかかってると私は考えておりますので、そういう点を基本にしながら再度各所

に、マニュアル等も確かに貼りつけてはおりますが、再度、今回この議会でご意見を頂戴

してございますので、各課とも、ともにどの点を改善していくのか、どういうふうに作り

上げていくのかというのをもう１回総点検していきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 企画のほうで、やっぱり実際に各部局の声をね、実際、現実どこに何困ってんねんと、

恐らく「マンパワー足らん」の一言やと思いますけど、直接やっぱりどうするかを、集約

というかしていただいて、現実的に改善をしていただきたいというところは、強く要望さ

してもらいます。 

 とりあえず終わります。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんか。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 私もホームページのことについてはもう以前から言ってたんですけども、新しくなった

のはいいんですけども、やっぱり情報を探しにくいというのが、まず１つあります。で、

やはり忠岡町が住民に何を伝えなければいけないことっていうのはいろいろあると思いま

す。特別給付金の制度とかそういうことは、そういうことも載ってるものはあるんですけ

ども、たまにリニューアル、お知らせとかの欄のところに、いきなりタイトルもなくて再

掲載という文字が入ったりとか、何かそういった、何か多分アップするときのタイトルの

間違いだとは思うんですけども、そういったことで、やはり誰かが中心的になってホーム

ページの管理をしなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。 

 これは私も随分前の一般質問で、ホームページの改善とホームページの管理者を置くべ

きだということも話しさせてもらってます。やっぱり今の新しくなったホームページ見さ

せてもらうと、このコロナのお金を使ってあれだけの、この中に１，２００万使ってるん

ですけども、それを果たして住民のために役立ってるかといったら、今のところやはり疑

問に思わざるを得ないところであります。 

 で、やっぱりこのホームページの改善、先ほど明松次長のほうからも今後、各課にちゃ

んと町の情報を発信してもらいたいという話も言ってるんですけど、この回答って、随分
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前から同じような回答だったので、やはり今の状況であれば何も変わらないんじゃないか

なと思ってます。 

 忠岡町は結構、特命チームとかつくってやったりもしますので、まずホームページで、

コロナのお金を使ってやってるものですから、やっぱり住民に対してきちんとした形で町

の情報を発信できる、そういったものってホームページ、一番大事なところだと思ってま

すので、その改善に向けて、今までの同じ回答じゃなくって、ちゃんとした形で住民にも

情報の発信してもらうような形にしていただきたいんですけども、その点については同じ

答弁になるかと思うんですけど、お願いします。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 とにかく引き続きご意見として賜りまして、より住民にとって使いやすい、見やすいホ

ームページづくりに取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それはぜひやってもらいたいというのと、あと、１回アップした内容に関して、そのア

ップした人がどういう形で映っているのかというのも確認していただきたいと思っている

んです。ただ、先ほどお知らせのところにいきなり「再掲載」という文字だけがあって、

何の情報か分からない。それがホームページの情報に上がってしまってると。そういう現

状もあるので、やっぱり上げただけじゃなくって、その上げた内容をもう一度、ちょっと

確認してもらいたいんです。で、そこから、間違った情報やったらすぐ修正できると思う

んで、そういった基本的なことをそのホームページの管理者の責任、管理者があればそれ

は確認できるんですけど、それができなければ、先ほどおっしゃったとおり各課の担当が

やってもらうということになるんで、そういった簡単な作業はできるだけ早くしてもらい

たいんですけど、その点についていかがでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 その点、ご意見賜りまして、各課の管理職を見ているところではございますが、ホーム

ページの担当課につきましてもとにかくしっかりと見てまいりたいと思いますので、どう
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ぞよろしくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、次の質問に移ります。今回、この新型コロナウイルスの感染症対策の臨時交付

金で、各補正予算でそれぞれの項目、上げてきてると思うんです。で、私が去年１年間の

補正予算、全部チェックさせてもらいました。その中で、ちょっとそこで上がってなかっ

たことが幾つかありましたので、ちょっと確認させていただきたいんですけども、委託料

のところで図書館の抗菌加工台帳、カーペット張替業務委託料、これと忠岡小学校の給食

室の職員休憩室の改修工事、これがちょっと補正予算の中でもこの項目上がってなかった

んですけども、何かこれは流用されたんでしょうか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 今お示しいただいた件なんですけど、２件とも流用で実施さしていただいております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 記憶の中で結構なんですけど、もともとどういう名目で充ててたかだけ教えていただき

たいんですけども。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません、予算の関係なんですけれども、基本的にコロナの臨時交付金で、最初に補

正予算、いろいろと上げさせてもらってる中で不用額等を出たもの等を、かき集めてじゃ

ないですけれども、そこの不用になった部分を、補正には上がっていなくて、流用でやっ

た部分等に活用してるということですんで、ちょっと元がどういった名目でというような
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ところではちょっとないというところだけ、そういう仕組みになってますんで、ちょっと

ご理解いただきたいなと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それはそれで結構なんですけど、例えばこの図書館の抗菌加工とか、忠小の給食室の休

憩室、大事なものかもしれませんけど、要は議会の中で、こういうことに使いましたとい

う報告が多分なかったと思うんです。で、蓋を開けて決算書で見てみたらこういうことに

使われてるというのは初めて分かるんで、できましたらこういうことに使いましたという

報告だけを入れていただきたいと思うんですけども、この点についてはいかがでしょう

か。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません。そういう意味で決算委員会ということでさせていただいてるというところ

でご理解いただきたいなと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今回、金額がね、給食室とか７１万５，０００円と上がってますし、図書館の抗菌加工

は１８万で、多分その不用額があった中でこっちに移ってるというのは分かるんですけど

も、それで決算で見てくれて、やっぱり「これ、何や」という話になってくると思うん

で、できましたらやっぱりコロナのお金ですから多分報告義務があると思うんで、ホーム

ページに多分公開しないといけなかったと思うんですけども、議会にも「こういうことで

使いました」ということを１個、報告あればありがたいと思います。 

 あと、この予算ですけども、補正予算で２億２，８０２万６，０００円で組まれてて、

実際使ったお金が２億１，４５１万８，０２３円と、不用額がこの１，３００万出てま

す。この不用額は入札とか差金とかあるんで仕方がないとは思うんですけども、そしたら

この令和４年度で新型コロナに使った、それ以外で忠岡町が持ち出したお金って一体幾ら
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かって分かりますか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 ３０２万８，０２３円でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今回、町が持ち出した予算が３０２万８，０２３円。これが町が持ち出したお金で、そ

うしましたら実際そのコロナの交付金で入ってきた金額って幾らなんでしょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 ２億１，１４９万円でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 もう一度繰り返してください。すみません。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 決算書の２３ページ、２億１，１４９万円でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら交付金が、先ほどの２３ページに書いてる金額で、それとの差額で町の

持ち出し分が３０２万ちょっとあるということで。分かりました。でも、やっぱり昨年

は、令和３年度はたしか持ち出しが４５万ぐらいだったと伺ってますので、これだけ経済

とか、コロナでしんどくなっている人に対して、やっぱり忠岡町の持ち出しが３００万ち

ょっとというのはちょっと寂しいかなと思ってます。 

 やっぱり忠岡の住民の方でも、やっぱり非課税の世帯とか、いろいろ追加もしてもらっ

てるんですけども、もっと忠岡町独自でコロナとか物価高騰とかで大変な生活してる方に

何かしらの援助ができたらなと思ってます。で、その点についてはやっぱり忠岡町、地元
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の自治体でできることですから、その点についてはしっかり住民に寄り添って政策をして

いただきたいと思います。 

 取りあえず以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ございませんか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっと聞き忘れたんで、ごめんなさい。さっきのホームページのところなんですけど

ね。今のホームページに変わってから、たしか何かアップするときに、決裁じゃないです

けど、何か管理職の承認ボタンがあって、それを何か管理職が、まあ言ったらオーケーし

ないと載せれないんですよということを聞いたんですけど、じゃあ従前から忠岡町ではホ

ームページに、世に、全世界に情報を町として発信することについて決裁してへんかった

んかとちょっと思ったんです。そこら辺はどうしてはるんですか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 ホームページの確認ですけど、現状は各管理職が許可を出して出してるという形になっ

てございます。で、ホームページ、当初庁舎ができて立ち上がった頃ですが、各課、情報

発信、かなり個別にしていた分もあったと聞いてございます。徐々に管理職が確認するよ

うな形になりまして、今回の新ホームページ作成に当たりましては、必ず一旦管理職を通

すという形で通知させていただいてるところでございます。管理職が知らなくて課員だけ

で出すということはないものと考えてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そしたら、変な話ですけど、今まで管理職、知らん情報出てたということですよね。裏

を返せば。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 



67 

 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 過去、かなり前のホームページだったと考えてございます。手作業で役場でつくってい

る、民間のツールを使ってやってるときはそのようなことがあったというのは実は聞いて

いるところでございます。私になりましてそういうふうなことは特には聞いてはございま

せんが、過去にはそういうことがあったと。大分前ですけども、平成１１年、１２年か１

４年か、ちょっと分かりませんが、かなり古いときにはとにかく発信するというところば

かりをしていたところもあったと聞いてございますので、現状はそれも、そういう過去の

話もございますので、通常今のホームページ、そういう扱いになってございますので、き

ちっと管理職で決裁を取る形になってございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 一応企画のほうで、そうやってきっちりって今おっしゃってましたけど、私は今の状態

でも不十分やと思ってるんです。というのは、結局決裁してへんからなんですよ。もうパ

ソコン上でクリックして終わりでしょう。要は文書でちゃんと起案、決裁してないという

ところで、組織の意思決定してないでしょうっていうとこなんです。 

 で、多分井上副町長も府にいてはったから分かると思うんですけど、私は少なくとも教

えられたのは、自治体のホームページは、さっき言いましたけど、全世界に自治体として

情報を出すから、もしその情報で、どこかからクレームなり問合せとかが来て、結構大き

い事件になったりすることも間々、時々あったりするじゃないですか。ってなったときに

上の人が知らんかったらあかんから、ちゃんと決裁取って、しかるべきところまで情報

を、こういう内容で世に発信しますよという了解を取って載せなあかんということを私は

教えられたから。それでいくと忠岡町はきちんと、もうちょっと、今課長決裁ぐらいやと

思うんです、多分オーケーしてるのが。じゃなくて、やっぱりもうちょっと上の人にま

で、特に大事な情報ですよね。大きい案件になってきたら、こういう内容で世に出します

よと、で、その後の反響も踏まえてね、「こういうことを出しますけど、オーケーです

か」って、ちゃんと上に問わないと、上も「いや、こんなん出してるって知らんがな」っ

てなったら、まさしく私が教えてもらったとおりで、上も対応し切れないでしょう。 

 というところで、私はきちんとね、そんなパソコン上でプチッとやったら載せれんねん

じゃなくて、きちんと組織の意思決定をしてね、忠岡町として、どの部局じゃなくて、町
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として載せるんやという、そこの情報発信する、公式情報の発信という重みというんです

かね、そこをもうちょっと重く捉えるべきやと私は思ってるんですけど、そこはどうお考

えですか。副町長でもいいですけど、お答えいただけたらと思うんですけど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 アクセシビリティの問題やと思います。それにつきましては、確かに出す情報の強弱と

いいますか、重い要件もあるとは思うんですが、速達性もございますが、しっかりともう

一度このホームページのアクセシビリティ、確認しまして、各課にその辺、徹底を図って

まいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 忠岡町のホームページって少なくとも、私の周りですよ、私の肌感覚やと町民よりも町

外の人のほうが見てる確率、高かったりするんですよ。マスコミとかも含めて、行政機関

も含めて。だから、町民だけが見てたらいいやとか、町民しか見てないという意識じゃな

くて、もう多分町外のね、全世界というか、ネットってそうでしょう。そういう、どこま

で情報が出てるか分からない、誰が見てるか分からない。だからどこから突っ込まれるか

も分かれへんしというところで、もうちょっときちんと意識は持ってほしいというところ

でお願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ご質疑ございませんか。 

委員（松井匡仁議員） 

 なければ。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 企画人権から頂きました資料をもとに２つ質問させてください。９番、下水道課の水洗

化工事補助事業と、１１番の地域福祉課、自宅療養者支援事業についてお伺いいたしま

す。 

 まず、水洗化工事補助事業のほうなんですが、決算額１６０万円で上がっております
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が、これ、予算は幾らかというのは１６０万円でしょうか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 ２０件、２００万円やというふうに記憶してございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 たしか１件１０万円でございましたですよね。ということは１６名しか来なかったとい

うことですか。分かりました。ありがとうございます。 

 では、１１番の自宅療養者支援事業につきましてお伺いいたします。大変やったと思う

んですけれども、これもすみません、合計、この令和４年度ですね。何名の方が申込みさ

れて、何名の方にこういった支援物資をお届けに上がったんでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 ３１件分でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。この２つの事業につきまして、この地域福祉課のほうは、もう

コロナが５類に移行してあれなんですけども、この２つとも今しばらく続けるということ

は、金額的にも大きくありませんですし、続けるということを考えてはいらっしゃいませ

んでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 地域福祉課のほうでは考えてございません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 このコロナの補助金限りというふうに考えてございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 この水洗化工事も水洗化率、上げていかなあきません。コロナがあったらというんじゃ

なくて、やはり目指すところは１００を目指していきたいと思っておりますので、何らか

の、これについてはこういった補助金、以前もされてたんですけれどもね、考えていくべ

きだと思います。 

 また、この地域福祉課の自宅療養者の支援事業につきましては、コロナ、終息してきて

るとはいえ、やっぱり実際かかられて、そのまま買物に行かれてる方というのもたくさん

いらっしゃると思います。金額的にも大きくない事業でございますので、手間のほうがも

う格段と手間がかかるということではない限りは、ぜひとも今しばらく続けていただきた

いと思うんですが、またご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 答弁はいいですか。 

委員（松井匡仁議員） 

 結構です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんね。 

（な  し） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。ここで第１款 議会費、第２款 総務費の

担当以外の理事者にはご退出いただきます。 

（議会費及び総務費担当以外の理事者退出） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 続いて、第１款 議会費、及び第２款 総務費の残りの部分について、ご質疑をお受け
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いたします。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まず、議会費のほうから質問します。議会費のほうですけど、年４回発行してる議会だ

よりなんですけども、ここ数年ページ数も、委員会数も増えたということでページ数も増

えて、金額も昨年度よりか３７万、３６万ほど増えてるというのがあります。で、忠岡町

の議会の中を、ああいう議会だよりという形で、いろんな各議員の一般質問等々を含めて

情報発信するのは、それはいいことなんですけど、やっぱりそれに加えて住民への議会の

報告会とかそういった形で、もっと住民に接する機会があればもっといいのかなと思って

ます。その点については議長はどのように考えてますでしょう。 

議長（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 北村議長。 

議長（北村 孝議員） 

 いいんですね、私。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 うちは慣例でやってますけど。本来、議会費で質問するものではないんでしょうけど、

慣例でやってますので結構かと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 懇談会、大事なことやと思います。議題か、そういったところで取り組んでる自治体も

あるみたいです。皆さんに出していただいた改善、９月末かな、出してもろたあの中に盛

り込んで、また今後話し合い、協議していけばええかなと思います。 

 ただ、心配されるのが、そういったところで議員のつるし上げの場にならないように、

また個人、政党のアピールの場にならないように、やっぱり気をつけないかんなというと

ころがありますので、今後、議員皆さんと協議しながら議会改善の１つとして進めていけ

ればなと、こう思います。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ございませんか。 

 勝元議員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 まず議会費から。３８ページの会議録検索システムの委託料なんですけどね。これ約１

００万円上がってますけども、これ、あれですよね。多目のパソコンでの検索ですよね、

多分。違いますか。じゃない。あれ何か文言検索できるじゃないですか。過去の議事録

の。あれじゃないんですか。 
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議会事務局（柏原憲一局長） 

 それも含めてですね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 逆に、あれ以外って何かあるんですか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 ＵＲＬを入れれば、どこのパソコンでも検索できますよね。そういうのを委託してるの

で。 

委員（勝元由佳子議員） 

 どこのパソコンって。これ、あれですよね。議会フロア内の検索システムじゃないんで

すか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 ではないです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それならどこのことをこれ。検索。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 今、職員も検索してますし。 

委員（勝元由佳子議員） 

 普通にネットで検索。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 検索、そうです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そういうことですか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 はい。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いや、多目のシステムだけなんやったら、正直あれって特定の本会議とか何かそんなん

しか入ってへんし、実際どれだけの人が使ってるんかなと思ったんで、要るかなと思った

んですよ。じゃあ、普通のネット検索するためやったら不可欠なお金ということですか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 そのように認識してます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それやったら分かりました。ありがとうございます。 

 あと、タブレット化を、この間ちょっと議会の中でも結構多くの方の総意というところ

であったんですけど、じゃあ実際予算というか、これ議会のほうが「タブレット化した

い」と言うて、財政当局なり町長の判断になると思うんですけど、つけてもらえるんです
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か。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 すみません、これは。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これ、どうなんですか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 予算ですね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 予算のほう。それならもうこれ、いいです。 

 じゃあ、それならあとね、議会だよりの契約料なんですけど、これ、今までずっと多分

少額随契でやってたんですよね。多分入札してないですよね。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 随契です。 

委員（勝元由佳子議員） 

 たしか載ってなかったと思うんです。そうですよね。で、恐らくもう、少額随契に収め

るために５０万までのところでやってもらってるんやと思うんですけど、多分議会だより

自体がもともと、できたときって平成２７年頃でしたっけ。あの当時と多分今と大分紙面

とかも変わってきてるし、もうちょっと、５０万超えるとか、あと今回とかもたまにやっ

ぱりちょっと紙面の都合でとかあったりするじゃないですか。追加料金云々でちょっとど

うしようかみたいなことがあったりとかするんで、結局、少額随契で５０万円以内に収め

たところで、こうやって決算見たら８０万までいってたりするわけでしょう。それやった

らもう最初に、広報委員会でも時々問題で指摘されますけど、業者さんに修正も込みで、

追加料金を取らないという仕様内容で、もう少額随契をやめて、しかるべき方法で、入札

も含めてやっていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですけど。ちょっと少額随契

で収めるのはしんどいんかなとか思ったりするんですけど、そこ、どうですかね。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 柏原局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 少額随契ではないです。今、１３０万までの範囲で随契なので、実際５０万、多分超え

てるかと思いますので。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もともと。 

議会事務局（柏原憲一局長） 
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 はい。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そしたら比較見積りでやってる。見積り合わせで。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 見積り合わせでやってます。結果、ページ変更があったり増ページになったりして変更

をかけてるというところでございますので。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 何にしても、そうやって競争を取り入れてるんやったら、忠岡町に登録業者もあるでし

ょうから、当然あると思うんで、もう普通に入札にしたらいいと思いますけどね。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 柏原局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 そこは契約担当課とまた相談させていただいて。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そうですね。相談して、やっていただきたいと思います。 

 あと次ね、総務費なんですけど、入札監視委員会の委員報酬、そんな高い額じゃないで

すけど、上がってます。これね、一応入札制度改革で取り入れられたんですけど、正直こ

れ、議事録も見させていただいてますけど、まず、この委員さんを選んだ理由が正直分か

らないというのが、弁護士の方とか選ばれてますけど、泉州地域の個人事務所の方みたい

ですし、多分弁護士会から推薦を受けた方とか、そんなんじゃないやろうと思うんです。

専門分野を見てもそんな行政関係の何か外部委員されてる感じでもないですし、ちょっと

何でこの方々が選ばれてるのというところが疑問があるので、理由を教えていただきた

い。選考方法ですね。どういう理由でこの人を選んだか、この委員の方々を選んだのかと

いうところと。 

 あと効果としてね、忠岡町が発注情報をご提供して、その中から気になるところを見繕

って、何か意見もらってるようですけど、議事録を見る限りちょっとやっぱり専門性に欠

けるなあと私は感じてます。ほとんど応札ない案件にもう終わってるところがあるんで、

もっと専門的に問題点を指摘していただきたいですし、それができへんのやったら、この

入札制度をやるときにも指摘させてもらいましたけど、監査委員がおるんやから、ダブル

でこんなんやる必要ないん違うかと私は思ってますけど、そこはどうお考えですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 
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 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 まず、入札監視委員会の委員構成というところにつきましては、各分野における専門知

識を有する有識者という形の部分でなっていただいてございます。で、その選出、選んだ

理由、方法というところでありますが、現在は弁護士１人、大学教授１人、税理士１人の

構成でございます。 

 この弁護士の委員につきましては、大阪の弁護士協会のほうへ一応、こういった形で入

札監視委員会を設置する中で、委員としてふさわしい方、いらっしゃるかどうかというこ

とであっせん依頼をかけて、弁護士協会のほうから出していただいた方が弁護士として１

人おるというところでございます。 

 で、大学の先生につきましては、他の団体で入札監視委員会の委員長をなされてるお立

場の方に入っていただいてるというところでございます。 

 で、あと、その委員会での問題点の指摘等のご指摘、今頂いているところでございます

けれども、これはせんだってもお話しさせていただいたかもしれませんが、年間通して、

上半期、下半期、２回開催しておるんですが、上半期の部分で全入札案件並びに少額随契

以上の全案件、また上半期については同じ理由の案件をもとに、委員が自らが３件程度、

その中で無作為に、気になる案件というところで抽出していただいて、その案件を監視委

員会において審議等々いただいておるという状況でございます。 

 そこで当然ながらご審議いただく中で、この入札に係る経緯というところの部分も含め

て、原課に聞き取りをなされる中で、それに対しての具申、ご意見等々を賜っておるとい

う状況でございますので、それはそれなりに有効であるものであるというところで考えて

はございますので、決してそういう今ご指摘いただいてるような、無意味的なようなとこ

ろではないのかなというふうに考えてます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 一応、弁護士会ですよね。弁護士協会って、別の団体があるんですか。弁護士協会っ

て。弁護士会以外に。弁護士会ですね。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

  そうです。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 弁護士会ね。そこから推薦なんですか。どこまでいっても議事録から判断してるんです

けどね。指摘内容をね。もうほとんど、指名業者というか応札業者のほとんどが辞退して

て、「何でこんなに辞退者、多いんですか」、そのレベルに終わってるんですよ。まあ言

ったら一般住民レベルでも指摘できるでしょうというレベルの指摘に終わってるから、ち

ょっと専門性ないん違いますかって疑問が出てくるんです。 

 だから、役職的にそうやって選ばれたかもしれないですけど、やっぱり監査委員がいる

のとまた別枠で、こうやってわざわざ入札監視委員会というものを立ち上げてやってる以

上、それは費用は微々たるものかもしれないですけど、機能としてもっとやっぱり鋭くと

いうか、もうちょっとやっぱり忠岡町の発注のあり方とか、もっと多角的に専門的に私は

指摘してもらいたいと思ってますし、ちょっと今のやったら正直要るかと思うところはあ

ります。 

 で、１個気になったのが、この委員の方々に、法令関係もそうですけど、発注、忠岡町

の発注をチェックするに当たって必要な、例規集とかもそうですけど、ちゃんと情報を与

えていますかというところが気になったんです。分かった上でチェックしてるのかという

とこなんですよ。分からずに、忠岡町の発注のルールも知らずにチェックしてたら、それ

はちょっと的外れにもなるでしょうし、今、忠岡町の発注関係の規定、こんな例規集に上

がってないのも含めてですよ、めちゃめちゃいっぱいあるでしょう。正直、指名基準やら

何やら基準とか要綱とかも含めて。で、そういうものをきちんと把握した上で、忠岡町の

ルールを把握した上で、忠岡町の発注をきちんと見ていただいているのか。ちょっと正

直、知らんのじゃないかと議事録を見て感じてしまったんですけど、町側はきちんと提示

してますか、そういう情報。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘いただいてます町の例規集につきましては、お見せはしていないと。 

委員（勝元由佳子議員） 

 あれですよ。別に関係ない例規集、１冊丸ごと与えろと言ってるんじゃないですよ。要

は、発注、契約とか財務関係の規定ってあるでしょう、基本になる。そういうものをちゃ

んとご提供したり、それこそ自治法も含めてそういう法令をきちんと理解した上で忠岡町

の発注をチェックしてくれてるのかという、そこなんです。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 昨年、４年の４月から町として、入札制度の改革というところで新たな制度をもとに運

用している状況でございます。それにつきましては、その時点で、町としてこういう随意

契約にすれば、でいえば随意契約のガイドラインという内規をもとに運用してますという

ところの部分についてはお示しさせていただいて、また入札の手法とかという部分につい

ての、極力町として提示させていただける資料については目を通していただいた中で、現

制度においてアドバイス、ご助言いただいて今の制度を運用してるという状況でございま

す。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なるほどね。はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 当たり前ですけど、忠岡町のルールは一応分かった上で、ちゃんとね、問題点も含めて

指摘はしてもらうようにはしてくださいというところをお願いします。 

 あともう１個、ちょっと気になったのが４１ページにね、額めっちゃちっちゃいんです

けど、来客賄い等ってあるでしょう。食糧費で。これ、何ですか。何か食事出してるんで

すか。ちょっと今どき何ですかと思ったんで、お聞きするんですけど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 町長を訪問された方等にお茶を出してる分の購入費です。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。お茶ね。ありがとうございます。はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 あと次、４２ページの、ちょっとこれも例規集関係になってくるんですけど、町の例規

集の編集業務委託料で１７０万、約、上がってるんですけども、これ、我らの例規集のや

つですよね。多分差し替えとかの費用で合ってますか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 



78 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘の部分も含めて、システムで我々、議員の先生方もご覧いただいてると思うんで

すけども、例規でのデータベースを閲覧してるところの部分も含んだ委託料でございま

す。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なるほどね。委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ議員にね、私が持ってない、二家本委員が持ってはるあの例規集だけじゃなく

て、職員の、職員端末の中のデータシステムを含めての委託料ということですね。分かり

ました。 

 １個、私がちょっと気になるのはね、この議員に配布してる例規集なんですけど、そこ

の部分の費用がどれぐらいかかってるのか、ちょっとこれでは分からないんですけどね。

正直、お金かかってるんやったら、要るかと正直私は思ってるんです。で、全員が全員

ね、そんなに見てない実態があるんであれば、もう何か議員図書室に何冊か置いとくと

か、そんなんでもええん違うかと思ってるんですけどね。それで費用を減らせるんであれ

ばね。全然そんなん微々たるもので、構わないですよっていうんやったら、別に今のまま

でもいいですけど、正直、何か例規集ね、編纂、時々差し替えしてもらったりとか、我々

してますけど、どこまでその効果があるんかなと私は正直思ってます。そんな使えへんの

やったら何冊かだけ議会に置いといたらいいやんって思ってます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 柏原局長。 

委員（勝元由佳子議員） 

 使ってくださいとしか言えないですよね。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 実際こうやって使ってはる方もいらっしゃるし、使おうと、要るということで貸与させ

ていただいてますので、そこはどれだけの頻度というのは各議員さんによって差もあるで

しょうし、また今後、タブレット化とかなったときに、その中に入れるんであればそんな

んも１つかも分かりませんし、現状、必要やというところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なるほど。はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なるべくね、だからそれやったらもうタブレットの中に落とし込めるようには、それは

議会のほうですよね、考えます。ありがとうございます。 

 取りあえず一旦終わります。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんか。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 そしたら、まずは決算書の３９ページの１節の報酬の部分からお尋ねいたします。ここ

で出ております安心相談アドバイザーの方、この方、予算計上もされてて、１年間お務め

いただいたということですけども、どういうようなお役目を果たされてきたのか、まずお

聞かせいただけますでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 安心相談アドバイザーでございますけれども、危機管理課のほうに常駐しておるところ

でございます。主な業務内容ですけども、まず住民さんからのＤＶや虐待の相談事業の対

応、あと町内の各施設のパトロールとか、警察等の連携等に当たっているところでござい

ます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 では、この危機管理課に配属されてる方は、警察ＯＢの方ですかね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 
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危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 警察官の、警察官ＯＢでございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 町民さんに対してはそういうＤＶの相談とかＤＶ対策とかということと、あとは町内の

パトロールもされてるということで、その他、お役目としては行政対象暴力のような、や

からが役所に入ってきたときの壁になるような、扱いに長けてると思うんで、そういった

対処もしていただくことが、４年度あったのかどうか、教えていただけますか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 行政対象暴力に対しまして、うちの課に配属している警察官のＯＢが直接対応したとい

うふうな事例はございません。ただ、職員が行政対象暴力に遭う場合ですね。それに対す

る職員研修というところで、府警本部との連絡調整、泉大津警察署の連絡調整等に従事は

していただいておるところでございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。で、今その研修というワードが出たので、続いてそれに関連し

てなんですけども、次、４２ページの人事管理費のところの報償費ですね。講師の謝礼

と、あと産業医の報酬等ありますけども、まずは講師の謝礼について、これ、どのような

研修、４年度行われたのか、教えていただけますでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 令和４年度、久しぶりに、コロナがちょっと落ち着いてきまして再開したところでござ

います。幾つかやってるんですけども、申し上げたいと思います。 

 マニュアル作成研修ですね。それから、個人の生産力アップ研修、リスクマネジメント

研修、コーチング研修、それからＳＮＳと人権、法制執務入門等々でございます。 

委員（前川和也議員） 
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 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 それらの研修内容であれば、職員さんが業務を遂行していく上で必要な知識なり情報な

り技術を培うというような内容かなというふうに思いますが、もう１個この報償費に上が

ってる産業医のほうの謝礼なんですけども、産業医さんというのは労働衛生の専門家で、

その事業所の、役場ですけども、人数、規模に合わせて産業医さん、何人か選任せなあか

んというところで選任をされてるというところで、まずは間違いないのか、教えていただ

けますか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（前川和也議員） 

 で、その産業医さんというのは、ではその役場に対してどのようなことを４年度されて

こられたのか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ４年度の実績としましては、職員のストレスチェックというのを、これは法定で決まっ

ておりまして、アンケート形式でストレスチェックというのをしまして、結果は私ども人

事でも分からないんですけども、その中でストレス過多と判断された者の面談をしていた

だいております。そのほかも随時、お医者さんですのでお忙しい部分もあるんですけど

も、面談が可能なタイミングでは、心身のちょっと状況が悪い場合にも面談には応じてい

ただいてるケースもございます。４年度にはございませんけども。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。その２点を今課長よりご答弁いただいて、人事担当の課長とし

て、職員研修のほうはちょっと違うのかなと思ったんですけども、そういう産業医さんで
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すね。ここ数年、私もこの議会に入らせていただいてから職員さんの離職率というのを、

毎年毎年言われてて、課長もとても頭を悩まされてるというところなんですけども、産業

医さんのおかげで、あっ、ちょっと助かったなとか、この職員さん、思いとどまってくれ

たなとか、そういった事例ってありましたか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 これ、４年度ではないですけども、過去にそういう相談、実際には本町の産業医、内科

の先生なんですけども、産業医の講習を受けておられるので産業医をできるという方でご

ざいます。で、実際にはその悩みを持っておられる方の話、ちょっと乗っていただいて、

それが結果でとどまったのかは分かりませんけども、一度聞いていただいてすごく楽にな

ったというケースは２名ほどおりました。過去に。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 じゃあ、課長の感覚としては、産業医さんは非常に効果的やったかなと思うケースもあ

ったというような感じですかね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 はい。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 私どものほうからすると、産業医の先生、出ていただく場面がないほどいいんですけど

も、出ていただいた場面では、一定、専門家としてお力を発揮していただいたかなとは思

っております。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 じゃあ、この産業医さんというのは、ふだんは別の本職というか自分の病院なりされて
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て、そういう産業医の資格があるから、その場面に応じてご活躍、本町でご活躍をいただ

くというような感じなんですけども、ちょっと適当な表現が見つからないんですけど、そ

の産業医さんをとても活用すると、活用し倒すというふうな場面がこれから出てくるので

あれば、この金額も上がってくることが想定されるのかどうか。固定なのかどうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 本町のこの産業医の、年間２４万なんですけれども、大変格安でやっていただいており

ます。先生のほうも医師会から「もうちょっともらうように」という指導も受けてるらし

いんですけども、現状はやっぱり地元ですしというところでやっていただいております。

とはいうものの、一定お金も払ってるわけですから、私どもも場面場面ではご利用という

か、協力いただいているところです。今後、ケースが増えるようなことがあればそういっ

たことも議論、報酬に関する議論も出てくるのかなとは思います。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 この件で最後です。これは忠岡の方ですか。地元って今。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 八木先生です。八木クリニックの八木先生です。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんか。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ３９ページで、勝元委員も質問されてましたけど、入札監視委員会の報酬についてなん

ですけど、年２回開いてるということで、令和４年度からスタートして、今まで合計３回
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開かれてるんですかね。それで、先ほど答弁があったとおりに各委員から入札と契約のデ

ータを抽出してもらって、それについての委員会を開いて質疑応答とかするとなったんで

すけども、何かその中で、要はこれを結局、監視委員会を持つようになったというのは、

当初の目的があったと思うんです。その中に、初回の会議概要の中に意見として委員のほ

うから様々な意見、出されてると思うんですけども、例えば発注者と受注者の接触機会を

減らすために電子入札や郵便入札の導入とかという意見もあったと思うんです。それにつ

いて例えば忠岡町の今後の検討というのはどのような形でされていくんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 その場において先生方から、委員からご意見賜ったことに対しては、真摯に受け止め

て、町としてベストな形にするには取り入れていくところのほうが望ましいんですけど

も、今の実情に合った形でご意見、ご助言いただいた分については十分考慮して、忠岡町

のベストな形になるように対応していくというところでございますので、よろしくお願い

をいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ当然、まだ１年たったとこなんで、これからもっと整備されていくとは思うんで

すけども、それを各委員から出された意見で、忠岡町としても今の制度に、今の入札規則

にとらわれずに、どんどんブラッシュアップしていくという形でよろしいですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 そうですね。おっしゃるとおりでございまして、現制度につきましては１００％完成し

たものではないという認識はしてます。しかしながら、現時点でまだ設置してから日が浅

いというところもございますが、今後、監視委員会でいろいろご審議、ご意見等を賜る中

で、先ほども申し上げましたけれども、実情に応じた、忠岡町として一番いい形の入札制

度になればなというふうに考えてますんで、よろしくお願いをいたします。 
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委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 抽出された契約の中で、やっぱりちょっと内容を見てたら、指名とかはするんですけど

も、大体ほかの事業者が辞退して１社入札という件が、それが多分抽出されてるような感

じはあるんですけども、中には１個だけ落札率１００％という案件も指摘されてた分、抽

出されてると思うんです。この件について当然忠岡町としても是正していかなければいけ

ないところですし、そういったところも入札監視委員会の皆さんの意見を承って、もっと

改善していくということでよろしいですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 不備等があれば、そういった監視委員会のご意見賜ったことに対して、適切に町として

対応していくということでご理解いただきたいと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 続きまして、シビックセンター費のところ。４６ページです。これ毎年言ってるんです

けど、修繕料ということでは施設等修繕料が令和４年度では１９５万上がってます。で、

大きな修繕ではなくて、ところどころ壊れたところを修繕していくという形では話は従前

から聞いてますけども、やっぱりよく言われるのが児童館の南口の入り口の雨漏り、これ

もう毎年言ってきてます。あと、スポーツセンターの入り口のところも雨漏りしてるみた

いで、何かそこもちょっと雨漏りが最近ひどくなってるって聞いてます。というのもある

ので、その辺の修繕、大規模改修みたいになってくるとは思うんですけども、その辺につ

いては今後どのような計画をしてますでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 
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町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご質問のシビックセンターの修繕というところでございますが、ご承知のとおり竣工か

ら２５年が現在まで経過しておるという状況でございまして、現時点においても経年によ

る劣化が発生してる状況でございます。 

 で、ご指摘も頂きました特に雨漏りなどの水漏れ対策が、優先度からいたしまして高い

と認識してございます。できる範囲でコーキング等の処理を行った仮補修については、一

定施している状況ではございますが、何せ根本的な修繕には至ってないというのが現状で

ございます。 

 つきましては、今年度より本格的に修繕箇所、雨漏りの水漏れ的な場所を中心といたし

まして、本格的に劣化調査を始めて、併せて原因調査を徹底的に行うことで当該修繕箇所

の修繕計画等を専門業者に委託することで、段階的に修繕等を行っていく必要があるとい

うふうに考えてございます。 

 また、今後においてもですね、今もお話しいただいたんですが、シビックセンターの大

規模改修というところの部分も見据えた上で、今後、関係部署と連絡を密に図りながら計

画的に、適切な時期をもって対応してまいりたいというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年度、本格的な劣化調査に向けて、専門家も入れるということなので、長年、特に児

童館の前というのはもうずっと、ちょっと雨が降ったらやっぱり水たまりもたまってきま

すし、やっぱり子どもが出入りするところが多いところなので、その辺の雨漏りはその

時々で修繕はしてると思うんですけども、できるだけ早く、やはり子どもたちが集う場所

になってくるので、早く修繕していっていただきたいというのと、あと、スポーツセンタ

ーの入り口も、やはり入り口のところになってしまいますので、あそこも大人だけじゃな

くて子どものスクールとかもあるので、そこも子どもたちが走るところではあるので、そ

の点も含めて修繕、できるだけ早い形でやっていただけるように要望します。 

 あと、シビックセンターの中で３階部分、今会議室とかいろいろあるとは思うんですけ

ども、やっぱりそこがふだん役場の会議とかいろんな研修とかするときに利用されてると

は思うんですけども、この前、町民グラウンドのほうで青少年センターがなくなるという

こともあって、なかなか住民が会議の場所とか、いろんな活動する場所というのは少なく

なってきてるところではあるんですけど、やっぱりその、今もし３階のほうで空きがある

んであれば、まずそういった形の住民が活動できる場所の提供として、貸し館ではないで

すけど、貸し出すことも検討していただきたいと思うんですけども、その点についていか

がでしょうか。 
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町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘の庁舎３階の会議室の部分につきましては、当然一般の住民の方を初め第三者の

方に貸出しをする目的で設置しているものではないというふうなことは認識してございま

す。で、あくまで町が主催で、行政間の会議等々があるものについて使用しているという

状況でございます。 

 また、その貸しの空きがあればというところの部分でございますけども、現在において

も給付金等の窓口で、一室、長期にわたり使用しているという状況も鑑みて、ふだん我々

が一般的に会議として使用するというところにおきましても、部屋が空いてないというよ

うな状況が日々続いてる状況でございますので、今後そういった部分で、今一般の方にお

貸しするというところは現在考えていないというところでご理解いただきたいと思いま

す。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 空いてるというわけではないんですけども、やっぱり住民の方がなかなか、そうやって

集える場所、会議する場所が、もう年々減っていってると思うんです。で、文化会館もな

かなか空きがないと。福祉センターも基本的にはあまり一般の方は使えないってなってき

て、その中で青少年センターが、今までそれほど利用なかったんですけども、会議できる

場所があったということで、それも今度なくなると。だから、なかなか住民の方が集まっ

て、何かいろんな活動するための場所というのはもう年々少なくなってきてるところでは

あるんです。 

 そういったことも含めて、忠岡町の公共の施設の中でどこか貸し出せるところを増やし

ていかないと、このまま住民の活動がなかなかできない状況にもなってしまう可能性もあ

るので、その点についてはちょっと、貸し出さないというわけでなくて、ちょっと柔軟な

考えを持っていただいて、貸し館、貸し館までいかないですけども、貸し室みたいな形で

やっていただけないかなと思うんですけども、そういった点ではいかがでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 先ほど申し上げましたように、役所の３階のスペースの会議室についての使用につきま

しては、先ほど申し上げたところでございます。で、青少年センターがなくなることによ

って住民さんの集いの場がなくなるというところにつきましては、町として認識している

ところではございますが、町として出先の施設において、貸し館目的である施設等もござ

いますので、極力そういった施設をご利用いただけたらなというふうに考えてますんで、

よろしくお願いをいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 こればかりは町の施設も限られてるわけですから、なかなかここの３階を住民に貸し出

すというのはなかなか、やっぱり庁舎の仕事もあるので難しいとは思いますけど、やっぱ

りそういった活動の場も減ってる。で、先ほど、ほかの文化会館とか使ってくださいとい

う話もあったんですけど、なかなかそこも取れないというのもあるので、その点について

は今後ちょっと全庁的に考えていっていただきたいと思います。これは要望だけにしてお

きます。 

 一旦終わります。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ございませんか。 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ちょっとお聞きしたいんですけども、４４ページの財産管理費のところの自動車の修繕

料というのが出てるんですけども、これはどういった修繕になるんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 こちらの自動車等修繕料でございますが、これにつきましては令和４年度におきまして

本町が所有している公用車が事故等を起こしたという場合における車の修繕料でございま

す。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 公用車って、一体、全部で何台あるんでしょうか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 事務報告に載っているのでこれに。よかったら後で。事務報告だと１８台です。でも、

事務報告なんで。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 この役場庁舎で管理してる、所有してる公用車につきましては、１８台ございます。消

防を除くでございますが、申し訳ございません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、ありがとうございます。公用車のドライブレコーダーの購入費が今回もま

た出てるんですけども、ドライブレコーダーっていうのは、全部の車にそしたらもうつい

てるんですか、まだでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ドライブレコーダー設置につきましては、２か年事業ということで実施さしていただき

まして、今回、実績が上がってる分については２か年目ということで、結果として全公用

車につきましてはドライブレコーダーの設置が済んでおるという状況でございます。よろ

しくお願いします。 

委員（小島みゆき議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。 

 次に、４９ページの住民情報クラウドシステムの使用料なんですけども、何か令和３年
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のときに、去年の分として５３６万９，１００円ということで、これは令和３年度分から

１２か月分で、月４４万ですとお聞きしたと思うんですけども、この金額というのはどう

いうふうになってるんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 住民情報のクラウドシステムなんですけれども、これ、実は２市２町による協定で電子

システムをクラウド化して、紀陽情報さんのシステムの「自治名人」を使用している、そ

の金額でございますので、一定、２市２町の協定で使っている金額で上げさせてはいただ

いておりますので、共通のクラウドですね、なってございますので。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 これ、前のときは何か１年分渡すということで月４４万とお聞きしたと思ったんですけ

ど、金額がまた上がっていったということなんですか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 使用料やな。リース代じゃなくて使用料やね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 住民情報のクラウドシステムなんですが、月額で２２０万、２００万ほどで契約して運

用させていただいてございまして、去年の月額４４でという分につきましては、ちょっと

また後ほど調べさせていただくんですが。 

 委員長、すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 すみません、昨年クラウドシステム、これ、昨年度というか令和３年度になるんですけ

ども、これにつきましてはリース料ということで４４万７，０００円いかしていただいた

んですれども、今回これ、使用料という形でクラウド化させていただきましたので、リー

ス料のほうございませんで、いわゆる使用料という形の中で入らせていただいてございま
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すので、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、２市２町ということで間違ってなかったら、高石と田尻町と忠岡町と、あ

と、どこでしたっけ。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 泉佐野市でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。その下のところに子育てワンストップサービス接続使用料とい

うのも、また昨年、令和３年度とかよりも大分下がってるというのが、このまた使用料が

安くなったということでよろしいんでしょうか。このワンストップサービスというのはど

ういうふうになってるのか、ちょっとそれも教えていただきたいんですけど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 この項目でございますが、実際、健康子ども課が運用してございますので、そちらのほ

うで、ちょっと詳細につきましてはご質問のほう頂きたいところでございますので。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんか。 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ５０ページの広報紙作成業務委託料ですが、これは明松次長、担当かなと思いますが、

役場の各担当課からいろんなネタや原稿を集めて、企画人権で集約して、で、業者さんに

お渡しして記事を作っていくと。その往復で１冊に仕上げていくのかなと思うんですけど

も、４年度ですね、４年度もたびたび誤字・脱字とか間違いがあったかなあと。で、５年

度になってもそういった事例がたびたびあったかなと。この１０月号もあったんじゃない
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かなと思うんですけども、チェック体制というか、どういうふうになってるのかなという

ふうに思いまして、教えていただけますか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 広報紙の校正ですね。いわゆる校正体制ですけども、原稿を頂きまして、基本的には原

課にお返ししてございますので、原課がご確認して、それをもらいまして、基本的には最

終、１回校正して、気になるところは２回校正というふうな形で、大体２回校正のような

形でさせていただいてございます。一応体制的にはそういう形なんですが、ちょっと抜け

も出てるということでございますので、そこは再度、重々徹底してまいりたいと。企画に

おいてもしっかり見ていきたいと考えてございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 であれば、一番の担当課が見落としてるということですね。原課のチェックということ

であれば。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 いわゆる見落としのパターンというのはいっぱいございます。原課が当然、原課も原稿

を他所からもらう場合もございます。当然遅かったりいろいろございますので、どこに原

因があるのかというのは個々には調べては、その都度しておりますが、原課もあれば当然

私どもの課の過失、あるいは校正があったのに校正を見落としているというものも過去あ

ったと思いますので、併せてあらゆる状況がございますので、校正のほうをもっとしっか

りとして、住民にしっかりした情報を発信してまいりたいと考えてございますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ちょっと気になったもので、よろしくお願いいたします。 

 同じく明松次長担当かと思いますが、次、５１ページの中ごろ、補助金・交付金のとこ

ろでＫＩＸですね。毎年いろんな議員さんから意見の出るところであるんですけども、私

は負担すべきとの立場なんですけども、マラソンだけじゃないということで、スケールメ

リットがあるというところで、例えばグルメとかグルメエキスポとか、そんな話も出てき

ましたし、万博とかもありますけども、４年度のこのＫＩＸの取組に忠岡がどう関わった

のかというところを教えていただけますでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 議員申されましたとおり９市４町で進んでいる事業でございます。申されましたとおり

ホームページのビューローの運営ですとか、先ほどございました食を中心としたイベント

を各所で開催させていただいてございます。こちらを中心に展開しております。 

 また、この４年度につきましては、泉州国際マラソン、ございませんでしたが、代わる

ものとしてネット上で参加を集うような形のマラソンもされていたかなと思いますし、ま

たそれに関連するビデオの作成というものもございましたので、コロナの中でも何とか工

夫して泉州を盛り上げようというような形で取り組まれていた事業かなと考えてございま

す。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。同じく最後、明松次長かと思いますが、次、５３ページです。５３ペー

ジの補助金の一般コミュニティ助成事業補助金なんですけれども、これは４年度の途中で

ルールというか縛りがきつくなったのかなと思うんですけども、それで間違いなかったで

すかね。５年度でしたっけね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 このコミュニティ助成事業のルールの変更といいますか、縛りがきつくなってるのは、
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これ毎年ございまして、国・府を通じましてこういう事業はちょっと不適切であるとかい

う、全国的な情報で、宝くじの本体から幾つか来てございますので、毎年一定の縛りの変

更というのは通知してございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 より厳しくなったと、使途が制限されたという変更はなかったですかね。４年度中に。

気のせいですかね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 年度ごとにどのような変更があったのかという点につきましては、またちょっと資料の

ほう見てみたいと思うんですが、基本的にはここ最近そういうような変更が結構あるかな

と考えてございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 この助成事業も毎年２５０万ぐらいですかね。いわゆる安定財源みたいな感じかもしれ

ませんけども、使う自治体も決まってますよね、順番が。受ける自治体、受ける自治会も

順番が決まってると思うんで、そういうルール変更があった際はいち早く、こういう、こ

の範囲内でしか使えませんよとかいうふうに、前もって前もって言うてあげると、きっと

何に対して使うかというのも、自治会さんも深く考えておられると思うので、そういった

情報提供はスムーズにやっていっていただけたらなというふうに思います。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 答弁、要りますか。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 そのように心がけてまいりたいと考えてございます。 

委員（前川和也議員） 

 お願いします。一旦、どうぞ。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかに、ご質疑ございませんか。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まずは、５２ページの災害対策費のところなんですけれども、忠岡町で災害があったと

きに試験発信もしてくれてると思うんですけども、やっぱり防災無線の聞きが悪いという

こと、聞こえが悪いということで、いろんなサービスもされてると思います。でも、やっ

ぱりそれでもカバーし切れないところとかあるので、私たちの議員団のほうで、私たち会

派のほうでいつも個別受信機を各家庭につけてほしいという要望もさしてもらってます。

それについて忠岡町は、やはり個別受信機は高いということで、自動応答サービスとかメ

ール配信とかのサービスをされてると思うんですけども、やっぱりそれでもなかなか使い

切れない方もいらっしゃいますので、個別受信機については設置に向けてどのように考え

てるか、教えていただきたいと思います。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 個別受信機の件でお問合せいただいております。議員もおっしゃってましたとおり、個

別受信機につきましては設置に多大な費用がかかるというところが分かっておるところで

ございます。議員もおっしゃっていただきましたけども、それに代わる手段として聞き直

しであったりエリアメールの発信、あと携帯電話をお持ちでなければ固定電話に災害情報

をこちらのほうが自動的に発信するようなシステムを導入しておりますので、そういうふ

うなシステムのご活用をいただけたらなというふうに考えているところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これも毎回同じような答弁になってしまいますけど、この個別受信機というのは緊防債

か何か使えるんですかね、たしか。 
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危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 個別受信機ですけども、いわゆる本体の工事、防災行政無線自体の工事があれば個別受

信機に対しましても緊防債を使えますけども、個別受信機だけの貸与については７０％の

特交措置のみになりますので、満額もらえるものでもないというふうに思っておるところ

で、有利な財政措置とはちょっと言い得ないのかなというふうに考えてるところでござい

ます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 有利ではないというのがあるので、やっぱりそれは防災無線の設置のときに同時にでき

てたら一番よかったとは思うんですけど、それができてなかったということで、今それは

有利ではないということで、されないということでした。 

 で、その防災無線にしても、やっぱり今、住宅事情がかなりよくなってて、なかなか家

の中にいてても聞こえないという方が結構いらっしゃいます。で、そういった中で当然、

自動応答サービスとかでも対応はしてるとおっしゃるんですけども、なかなかそういった

メールができないとか、そういう方に関しては電話とかファックスとかで対応するとおっ

しゃってるんですけども、やっぱりそれでも対応し切れないというのがあるので、個別受

信機があればすごい安心するとは思うんです。ちょっと有利な措置がされないからといっ

ただけの理由だけでそれを設置しないというのは，ちょっとどうなんかなと思いますけど

も、その点についてはいかがでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 防災行政無線が聞こえるということは理想ではありますけども、議員がおっしゃったと

おり、天候や住宅事情を踏まえると限界があるというところで、本町のほうでは防災行政

無線を補うシステムですね、これの充実を図っているところでございます。 

 災害に関する情報でございますけども、住民に対して等しく速やかに周知する必要があ

るという考えのもとから、メールやＬＩＮＥ、あとホームページ、聞き直し、自動発信等

の情報伝達手段を活用して情報のほうを発信しております。 
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 これはお願いでしかないんですけども、ご自身の身の安全を確保するため、住民の皆様

にもご理解を頂きまして、町が発信する情報を積極的に取得いただけたらなというふうに

考えておりますので、ご理解のほうよろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね。それだけのサービスがあるからという、分かるんですけど、やっぱりもう

これは言っても仕方がないので、やっぱり個別受信機というのを導入してもらえたらいい

かなと思ってます。 

 すみません、続きまして５３ページです。５３ページの補助金の中で既存民間建築物耐

震改修補助金、これが７０万上がってます。これの利用された件数って何件でしょうか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 耐震改修補助金につきましては１件でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この１件というのは、例年に比べてどうなんですか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 前年度は０件でございましたので、１件、０件、そのぐらいかなと思っております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この制度ですけど、もともとやっぱり耐震の改修工事というのは結構高額になってくる

ので、７０万という補助金がついてるんですけども、計画をつけてプラス１０万で、最大

８０万という補助金になってます。で、あと非課税世帯については、それプラス２０万で
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最大１００万ということを伺ってます。なかなか、非課税の方はプラス２０万されるとは

思うんですけども、それ以外の所得の低い方については、やっぱりこれ、２０万のプラス

の追加も助成されないということで、そういった低所得の方についても何らかの補助をプ

ラスしていっていただきたいというのと、改修自体が最近物価も高騰してるということも

ありますので、果たして今までの現状、７０万でいけるのかどうなのかというようなこと

もあるので、このもともとの補助金に対してもプラスの増額をしていっていただきたいん

ですけども、その点についていかがでしょうか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 まずは耐震診断していただいて、診断結果が悪かったら耐震改修というような流れにな

るんですけども、どこまでいっても近隣市町の状況もありますので、補助金の増額という

のは近隣市町の動向を見ながら調査研究してまいろうかなと思ってますので、ご理解よろ

しくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら、今、近隣市町とおっしゃってたので、近隣市町も同じような補助金額でなっ

てるんですか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 そうですね。大体同じぐらいの金額になっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 近隣市町に合わせてということなんですけど、できるだけ、やっぱり耐震の改修が早ま
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ったら、災害時にそういった減災もできますので、そういった補助金も含めて、また検討

していただきたいと思います。 

 すみません、続きまして、その２つ下のブロック塀等の安全確保事業補助金。これが昨

年が８２万８，０００円あったんですけど、今年度４０万１，０００円ということで、多

分件数は減ってると思うんですけど、何件ぐらいあったんでしょうか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 令和４年度は４件でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これ、地震とかでブロック塀が倒れてきて被害に遭ったという方もいらっしゃるので、

やっぱりそういった分で、通学路も含めてですけど、道路の安全を図るためでこういった

補助金は出されてると思うんです。で、今忠岡町内の中で、こういったちょっと危ない、

危険なところのブロック塀の箇所というのは何か所か把握されてますか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 すみません、ちょっと今、手持ちに資料ございませんので、また後で調べさせていただ

きます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 多分何か所か、まだ残ってると思います。で、やっぱりこういうところに、当然ブロッ

ク塀を壊して新たに建てないといけないので、そういった費用負担というのはかなり高く

なってきてます。で、私の近所のところでも、ブロック塀はつぶしたんですけど、新たな
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塀は建ってないと、そういったところも見受けられますので、費用面も考えて補助金自体

ももうちょっと、上限１５万って聞いてますけども、その上限もちょっと上積みという、

拡充ということもして、その安全確保をとっていくという策も必要じゃないかと思うんで

すけども、その点についていかがでしょうか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 すみません、こちらのほうは府の補助金がなくなっておりまして、国と町の負担になっ

ておりますので、大阪府内のよその市町さんはもうやめてるところもございます。ただ、

うちは１件でも減らすために頑張っておりますので、その辺ご理解よろしくお願いいたし

ます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 府がやめられてるということであれば、府に対してもう一度、復活するような形で要望

とかってやったりはしてるんですか。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 忠岡町だけでなしに大阪府内で要望は出させていただいてます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら引き続き府のほうにも要望をお願いしたいと思います。 

 次に、すみません、５５ページなんですけども、人権啓発費ということなんですけど

も、ここで昨年、男女共同参画の推進会議が行われたんですけども、令和４年度、報償費

がゼロになってて、男女共同参画推進会議が開かれてないかなと思うんですけども、その
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認識でよろしいでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 書面により開催させていただいてございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 書面でということなので、やっぱり実際コロナの影響もあったと思います。ただ、実際

そういった、会って会議をしてもらって、男女共同参画のことについて推進していかない

といけないとこだと思います。 

 で、忠岡町でも文化会館の中にあった働く婦人の家がなくなって、男女共同参画センタ

ーが、今センター単独として持っていないということになってます。これは男女共同参画

の遅れ、後退になってしまいます。そういったことでやっぱり男女共同参画センターを、

働く婦人の家が廃止したのであれば、それに代わる施設というのが必ず必要やと思います

けども、その設置に向けて、今どのような形で計画されていますでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 参画センターの話でございます。過去、議会でもいろいろとお話しいただいてるところ

でございます。当然、忠岡町の場合、大変狭いまちでございます。当初から参画センター

につきましては場所、それから人の問題等もございまして、なかなか他市のような形で実

施することは難しいということでさせていただいてございます。引き続きそのようなセン

ター、まあ規模にもよるんですけども、どのような形が町にとってあるのかという点も調

査研究しながら、引き続きこれにつきましては調査研究していきたいと考えてございます

ので、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 それこそ先ほどの話ではないですけども、庁舎の３階、その一室を使って、そこに男女

共同参画センターを設置するとか、またそういったこともやっぱり必要じゃないかなと思

ってます。 

 で、やっぱりこういった、今まであったものがどんどん忠岡町はなくなっていってると

いうのは、これは福祉の後退やと思ってます。それに向けてやはり忠岡町としてやるべき

ことをやっていかないといけないと思うんですけども、それが今、現状できていない。た

だ、そういったところで、まだ男女共同参画センターの設置、いろんな忠岡の事情もある

かもしれません。ただ、あくまでそれは忠岡町の事情であって、やっぱりこういったセン

ターというものはきっちり設置して、住民福祉のために置いておかないといけないと思い

ますので、ここの設置については前向きに考えていっていただきたいと思うんですけど

も、その点はいかがでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 男女という視点もそうなんですけども、あらゆる差別というんですか、人権という視点

で男女共同参画の計画の中でも取り入れさせていただいております。そのような視点を持

ちまして、ご意見として賜る中で、また検討、調査してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 できるだけ早い設置を要望したいと思います。 

 すみません、次が５５ページから５６ページにかけてですけど、先ほどからふるさと忠

岡の応援寄附金の話が出てます。で、ルール改正されるというのも分かってますけども、

皆さんこれ、入りの話ばかりしてますけど、実際、忠岡町がふるさと応援寄附金にしてど

れだけの税を他市にいってるか、教えていただきたいんですけども。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ４年度なんですけども、住民税で３，８１３万７，００８円となっております。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、ふるさと納税というのは個人の自由なんであれなんですけども、やっ

ぱり忠岡町が今、２億２，０００万入ってる中で、そのうち半分が経費で持っていかれ

て、そのうち約４，０００万が忠岡町から税収として出ていってるということなんで、ふ

るさと納税という制度自体は、この制度自体がこうじゃなくて、やっぱり基本的にはこう

いう制度じゃなくて、やっぱり地方交付税とかできちんと各自治体に渡るような形の制度

が必要ではないかなと思ってます。 

 やっぱりふるさと納税に当たっては、今まで返戻金とかも高いというのもあったりはし

たんで、どうしても自治体の特産品とかに差が出てしまうというのが、不公平感というの

が出てきてますので、その辺については忠岡町も、これから特産品、ちょっと考えていか

なければいけないと言ってますけども、そうじゃなくて、きちんと地方交付税で各自治体

に公平に渡るような形が本来の姿やと思ってます。その点について、ふるさと納税につい

てどのようなお考えでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 すみません、今、議員のお考えを言われてるのかなと思うんですが、ちょっと私ども、

答弁する内容がないかなと思います。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この制度自体が悪いというものではないんですけども、やっぱり地域に不公平感が出て

くるというのがあって、これは国の施策なんで、忠岡町はそれに乗ってるわけですから、

忠岡町としてどうこう言うことはないんですけども、この制度ができて十数年たつとは思

うんですけども、こういう形で各自治体に公平感がないお金の渡し方じゃなくって、本来

であればきちんとした、ちゃんと地方交付税とかで渡していって、住民のために使うとい

うのが本来のあり方ではないかなと思ってます。 

 これは意見で、もう答弁は結構なんで。すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 大丈夫ですか。 

委員（二家本英生議員） 

 一旦終わります。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 すみません、開始してもう２時間たつので、皆様、質問まだたくさんありますか。あり

ますよね。 

 じゃあ、休憩に入りたいと思いますが、３時１０分から再開いたしますので、それまで

にお戻りください。 

（「午後３時００分」休憩） 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後３時１０分」再開） 

 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ご質疑、ほかにありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません。じゃあちょっと続きで、まず一般質問でけへんかったんで決算で聞きます

ねと言ってたところ、総務、公室部局の部分あったんで、そこ、まずお答えいただこうか

なと思うんですけど、庁舎の監視カメラ設置の進捗状況、どういう動き、対応を今されて

ますかというのと、あと公益通報者制度の導入、前に質問さしてもらってから、その後、

進捗を教えてくださいというとこですね。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 庁舎内における監視カメラの設置につきましてはですね、先ほどもご質問いただきまし

たけども、本来、昨年の１２月、議会において庁舎内のセキュリティ強化ということで各

フロアに監視カメラの設置についてご質問いただいたところでございます。そのときのお

答えといたしましては、監視カメラの設置、運用するに当たっては、不特定多数の住民を

撮影することになることから、プライバシー保護の観点から慎重に対応する必要があると

いうことで考えてございます。併せて、他の団体の状況等も参考に、適切に判断をする必

要があるというふうに考えてるところでございます。 

 その後にですね、近隣の数団体の設置状況等の調査を行いましたが、各フロアにおいて

住民対応する窓口を撮影する目的で設置してる団体はございませんでした。各窓口におけ

る不当要求等の抑止対策としても監視カメラの設置は有効であるというふうには考えると

ころでございますが、録音する等の対策で記録は一定残すことができることから、窓口で
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の監視カメラを設置することは現在考えていないという状況でございます。 

 しかしながら、事故や犯罪等を未然に防止、抑止することは重要であるということは認

識してございますので、まずは来庁される方の安心・安全を確保する観点からも、庁舎に

おいて主要な出入口への監視カメラの設置が必要であるということは考えてございますの

で、引き続き必要に応じ情報収集を行った上で、設置に向けて取り組んでまいりますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 私のほうから公益通報者制度というところでご質問いただいておりましたので、答弁さ

せていただきます。 

 ３月議会で一般質問でご質問いただきました。その際には、調査研究を同規模団体の導

入状況等ということで答弁をさせていただいております。実際、町村規模での導入という

ところで調査しました。割と導入されているところもありました。で、両方、していない

ところも確認したんですけども、していないところは、やはり対応する人員不足に不安が

あるというところがありました。それから、導入してる団体には、逆にどのぐらい通報が

あったかというのも聞いたんですけど、ほぼゼロという状況でありました。 

 という状況でありますので、本町ではその通報制度自体の有益性というのは議論の余地

のないところでございますので、そういった状況であれば、導入に向けて進めてまいろう

というのが現状でございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そしたら、カメラのほうなんですけどね、近隣にお聞きされたということですけど、

私、逆に近隣には聞いてなくて、過去にもここの６階フロアですけどね、警察を呼んで

云々とかいうことは、もう議会でも言うてますからご存じやと思いますけどね、警察から

も、警察って大阪府警は大阪府内全般いろいろ見てるからやと思うんですけど、大体どこ

の庁舎でもついてまっせと。近隣はどうか知りませんけどね。で、例えば議会なんかやっ

たら、そういう圧力団体じゃないですけど、押しかけてきたりとか、ちょっと警察沙汰に

なることもあったりとかするから、庁舎内に設置してるところなんか今どき普通ですよと

いうことは私は聞いてるんです。 
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 逆にね、忠岡町はかつて実際に情報漏えい問題のときも、結局証拠が取れなくて、刑事

事件化できなかったという、よその自治体にはない特殊事情というか、そういうこともあ

ったわけでしょう、実際に。だから、やっぱり一概に比較というか、近隣と同じ状況やと

私は思ってないですよ。だから、設置すべきやと思ってるし、なおのこと実際そんな被害

に遭って、証拠がないからって涙を飲んだんやったら、なおのこと設置してほしい。で、

警察いわくですけど、そんなかたくなに監視カメラつけないって、逆に何か職員側が映っ

たら困ることとかでもあるんですかねって、逆にうがった見方してまいますよねというの

を私も聞いてるんで、それは普通の我々の認識も同じなんです。 

 映して、住民のプライバシーの問題は確かにあるのは分かります。だから、みだりに使

えとは思ってない。映像を使ってくれとは思ってないし、みだりに職員にも見てほしくな

いですけど、やっぱり犯罪の抑止力というところでね、近隣自治体とは、私は忠岡町の実

際の職員のアンケートの声とかも含めてですけど、何かそういう圧力的なものがあるとい

うふうには感じてるし、実際聞いたりもしてるし、実際そういう事例も起きたりもしてる

んやから、必要性は大いにあると思ってます。で、こんなん比較的、額にしたらちっちゃ

い額なんやから、そこは当初予算組んでないですけど、何かで浮いたお金ででも流用して

でもつけてもらいたいと思います。 

 あと、公益通報者制度、やっぱり導入してるところもあるというとこですけど、さっき

のカメラとかぶりますけど、やっぱり忠岡町の特殊性というところでね、実際、私もアン

ケートでそうやって導入してほしいと。不正をなくしたいというか、実際言うてる職員が

複数おるというところでね、必要性は私はあると思ってるんです。近隣と比較って、何も

ないところと比較するのは私は違うと思ってるんで、やっぱり忠岡町は忠岡町で自分たち

で考えて、自分たちの状況に合った取組はすべきやと思ってるんで、そこは町長含めて、

ぜひ積極的に、これは制度化は考えていただいてると思うんで、やっていただきたい。 

 １個、今、公益通報者制度の前向きに検討していただいてる中で、じゃあネックという

か、導入するに当たって前に進まへん何か原因とかあるなら、そこは何なんか教えてほし

いんですけど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 先ほどもちょっと申し上げたんですけども、多数の通報に対応しかねるというところを

思っておったんですけども、先ほど申し上げたとおり、導入団体では町村においてはほぼ

ゼロであったというところでしたので、であればというところで先ほど答弁させていただ

いたところです。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。ちょっとマンパワー的にね、そこは忠岡町の痛いところなんで、無理く

り、すぐやれとはちょっと私も言いにくいですけど、やっぱりこれは必要やと思うんで、

お願いします。 

 で、決算書に戻りまして、続きからお聞きします。まず、人事関係で人件費関係という

ところでお聞きします。 

 まず、４３ページの産業医、さっきもちょっと一部質問出てましたけど、産業医に忠岡

町が期待してるものというのは何というか、何ですかね。どれぐらい、１回というか、ど

ういう頻度でこの産業医さんのお世話になってるというか、そこら辺教えてほしいんです

けど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ちょっと先ほどの答弁とかぶる部分もありますけども、期待する部分というのは、もち

ろんお医者さんですので、産業医の講習を受けられたお医者さんですので、メンタル部分

のところにも専門のお医者さんとして関わっていただく。また、私どもが言うセリフと産

業医の先生が言うセリフというのは重みが違いますので、そういったところで職員のメン

タルの部分の救いになっていただけたらなというところは期待するところではあります。 

 ただ、先ほども申し上げたんですけど、大変安価に業務を受けていただいております。

他市で聞くと、１回、役所に来てもらうだけで６万とか、そういう金額が発生しているそ

うです。というところであると、今現状、先ほども申し上げたんですけども、ストレスチ

ェックのストレス過多と判断された人を優先的にというのが、現状でしているところでご

ざいます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 産業医って、ある程度その専門というか、分野が普通の一般の医療と違うから、それ相



108 

 

応の方が来てるんかなと思ったら、さっき町内の八木クリニックの先生やっておっしゃっ

てたんで、八木先生、専門は麻酔科なんですよ、あの方。全然メンタルと関係なくて、そ

れやったら町はね、費用のことを安価で、安価でって、そこに何か重点置いてるかもしれ

ないですけど、やっぱり職員の精神衛生的なところを目的にしてるんやったら、ちゃんと

メンタル、精神科領域とかね、そういう産業医の本来の分野を専門分野にしてる方に来て

もらうのが私は本来やと思います。価格にかかわらずね。でないと機能を発揮でけへんと

思うし、逆に職員も忠岡町内のそんな狭い町内に地縁、血縁のある先生で、相談しやすい

んかなって、ふと思ったりもします。それやったら、いっそどこの誰か分かれへん専門の

医者の人に来てもらってというほうが、私は気楽でいいんかなとも思ったりもしますけ

ど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今、委員おっしゃる点、重々分かります。メンタル面での期待をするのであれば、精神

もしくは心療内科の先生が専門になりますので、当然そういうところになるんですけど

も、これも近隣の例えば町村の人事課長の集まりなんかでも、ちょっと相談もしたりした

ことあるんですけども、やはり当然のことながら、内科医とかのほうが町のお医者さんは

多いんで、どこともそうなんですけど、医師会に産業医さんのお願いをしているんです。

その中から推薦を頂いてという形をとってるので、また、その産業医についても、先ほど

申し上げた講習を受けてないといけないので、そういったところから現在の先生にお願い

しているところではございます。おっしゃることは分かるんですけども、私どもも同じ思

いもあるんですけども、そういうところがちょっと。決して安いからというわけではござ

いません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 逆に、人事も同じ思いを感じておられるんやったら、私は見直すべきやと思いますよ。

どの専門職もそうですけどね、特に麻酔科の先生でしょう。内科とも全然違うし、まして

やそんなメンタルの方面とは全然違うから、研修を受けたら何かそういう認定をもらえる

んかもしれないですけど、研修を受けたからって専門性なんて身につくものじゃないです

よ。それやったら、ちゃんとしたところにお願いして、ちゃんとそれ相応の方に来ていた
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だきたいというところで、改善はお願いしておきます。 

 あと、４３ページの採用試験の動画選考システムの使用料って入ってますでしょう。こ

れ、何ですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 採用試験においてですね、動画試験というのを本町導入しております。中身に関しまし

ては、受験者が履歴書は送ってくるんですけども、併せて動画の投稿、動画も私どものほ

うに送っていただくようにするものでございます。 

 中身としましては、本町から自己ＰＲであったり、もう１つ課題を与えて、２つの課題

をそれぞれ１分間の動画を自分で撮影していただいて、それを投稿いただくと。それを一

次試験、エントリーシート、履歴書と含めて、一次試験でそこで合否を決めていく、まず

第１段階目にそれを導入しているというものです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 まあ言うたら、多分まず人物評価というところですよね、どんな人かね、分かると。そ

れはすごいいいと思います。ペーパー試験だけやったら分かれへんところがあるんで。 

 で、ちょっとこの何費って上がってるわけじゃないんですけど、結局職員の人件費とい

うところで質問させてもらうんですけど、近年、忠岡町だけじゃない、多分全国の自治体

とか、どこの企業、組織も同じやと思うんですけど、採用してから発達障がいとか、そう

いうことが分かるということもあったりとかして、管理職とか職場的にはちょっと悩まし

いことが起きてたりとかしますでしょう。 

 実際、私も知人の府の職員で現職で管理職やってて、実際そういう部下がいてて、人事

に年１回ヒアリングがあるから、どうしたらいいかと相談してると。そしたら、ひたすら

記録つけてくださいってアドバイスされたというところで聞いてるんです。なので、多分

そういう方って往々にしてＩＱが高かったりとかするから、高学歴やったりとかというと

ころで、ペーパー試験すると必ず通ってきたりとかする。でも、採用してみたら、ちょっ

と仕事でけへんというところでね、まあ言うたら。特に公務員やと首にでけへんというと

ころがあるんで、その私の知人も言うてるのは、多分ご家庭が子どもの特性を見て、首に

ならないように公務員にさせようと育ててきたみたいやというところで、ある意味セーフ



110 

 

ティーネットに税金が給料として使われてる面がやっぱりどこでもあったりすると思うん

ですよ。多分忠岡町でもそういうことがあるかもしれないんですけど、あったときにね、

やっぱり私はちゃんと、どんな事情にせよ、やっぱりちゃんと、仕事がもしできなくて、

周りに例えばそういう方は、周りに多分尻拭いする職員が必ずいて、そうなるとやっぱり

士気が下がる。尻拭いさせられてるのに給料は低いとかなると、やっぱり不公平感にもつ

ながるし、組織の士気が下がる。で、組織のパフォーマンスが落ちる。我々住民からする

と、やっぱり仕事が還元されるという部分で損するというところで、雇い主としてもそう

いう１定員に満たない方についてはきちんと分限するなりをして、相応にしてもらいた

い。そんな１の給料は払いたくないというのが、正直なところがあるんですけど、仮にそ

ういう方がいたとして、人事的には何か対応とか考えてる、あるいは何かあるんですか

ね。方針というか今後こうしていきます的なところ。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 まず、ちょっと初めに委員のほうで発達障がいという言葉があったんですけど、その方

に限らずですね、お仕事できない、試験は通ったけれども、なかなか人との対応が難しい

というようなケースは往々にして、本町に限らず、また公務員に限らずあるケースやと思

います。その委員の友人の方がおっしゃられてるとおり、記録をつけてくださいというの

は、私も相談を受けた際には言うているところです。 

 で、おっしゃられた分限の処分というところなんですけども、分限というのはやっぱり

本人の意に反してというところがありますし、事実が確実にあって、それが１つや２つじ

ゃなく、積み上げていって、それでも何度か指導もしながら、これは免職に至る話ですけ

ども、先行団体でもすごくハードルを幾つも積んでという形でやっているところです。本

町はまだそのスタートのところの部分なんですけども、人事評価も含めて上司からの指導

もきっちりした上で、さらにできないんであれば、行く行くにはそういう事案も含めて積

み上げた中で、対象となってくるのかなと考えております。ただ、やはり難しい部分はあ

るのかなというのは感じているところです。 

議長（北村 孝議員） 

 課長、あまり行き過ぎたら人権の問題になるから、気をつけなあかん。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 私、これ先に言うのを忘れましたけど、人権侵害で差別するつもりで言ってるんじゃな

いんですよ。そういう方がおられるのも分かってるし、それやったらそれで、きちんと障

がい者枠なりで入ってきていただくのが本来やと思ってます。やっぱり税金で給料をもら

うという職である限りね、きちんと仕事はしてもらうべきやというのは、それは誰も皆さ

ん職員一緒なので、そういう意味できちんとふさわしくない人がいるんやったら、客観的

事実ですよね、その積み上げと、必要な手続とか段階があると思うんで、それを踏んで、

よその自治体とかでも実際そうやって分限してるところもあるんで、そういうところ、プ

ロセスを見習っていただいて、ぜひやってもらいたいというところはあります。でない

と、ちゃんと仕事をしてる職員の方々の士気が下がるというところは、不公平感はやっぱ

りちゃんと人事は評価、見るべきやと思ってます。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 議長、ご心配ありがとうございます。一般的な話として分限処分という制度はあります

ので、その際にはということでちょっと答弁させていただきました。もちろん仕事ができ

ないからすぐアウトではなしに、やはり指導というのを我々幹部職員が重ねて重ねてやっ

ていくべきやと思います。で、その中で大事な税金を頂いた中の給料を払ってますので、

できる範囲からまずは仕事をしていってもらって、ちょっとずつステップアップしてもら

うというのが考えているところです。分限ありきという考え方は全然しておりませんの

で、よろしくお願いします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 当然もう多分人事は分かってると思うから、私もはしょって言ってますけど、当たり前

ですけど、至るに当たっては、出るとこへ出られてもちゃんと耐えれるだけのステップな

りを踏んでくださいねというのは、言ってないですけど大前提です。そんな、やみくもに

やれって私は言うつもりで、この質問をしてるわけじゃないです。そこを間違えていただ

きたくないので言っておきます。 

 あと、それに付随してなんですけど、４５ページの公平委員会の委員報酬、上がってま

すでしょう。これも支出済みで上がってるんで、執行はされてるんですけど、実際、公平
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委員会って、そういう処分があったときに、申立てがあって開くものでしょう、本来ね。

職員の処分に関してね。で、忠岡町、近年ちょっと懲戒処分が続いてますけど、じゃあ、

そんならその処分を受けた職員から不服申立て的なことがあるかというたら、起きてない

と思ってるんです。知らないですよ、実際は。で、実際、公平委員会開かれてるのかとい

うところと、実際この委員会が機能、今現状どういうふうにしてるのかというところをお

聞きしたいんですけど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 本町において公平委員会の開催実績、今、本来の趣旨での開催実績というのはございま

せん。ただ、過去もずっとそうなんですけども、最低１年に１回はご集合いただいて、忠

岡町の人事の現状、それから制度の変更した内容、する予定の内容等々、人事の内容につ

いては都度ご理解いただくように説明をしているところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 まあ定期的に多分事務報告的には開催されてると思うんで、そこは開いてもらったらと

思いますけど、これもうね、規定で設置せなあかんので、これはそれで結構です。 

 あとですね、総務費の４６ページのシビックセンター費、庁舎関係のところでちょっと

お聞きするんです。総務課の部分でお聞きするんですけど、まず需用費に光熱水費とか上

がってるんですけども、この令和４年度の忠岡町の１年間の無駄削減とかね、エコ的な取

組をしてたかどうかで聞きたいんですけど、例えば令和４年度、これだけ紙を使いました

とか、ガス代とか電気代とかはこうやって料金発生してるから、何キロワット使いました

って多分数字出てると思うんですけど、きちんと前年度から数字を積み上げていって、前

年比何％削減しましたとか、あと、どのフロア、何に一番食ってるかとか、そういう無駄

削減の、メンテナンスコストの無駄削減の取組してますかというところをお聞きしたいん

ですけど。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 
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町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 電気代が高騰してるという部分については、皆さんご認識されてるところではございま

すが、それに対しての削減での取組というところの部分でもよろしいでしょうか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 料金というか、使用量という、そっちのほうですよね。価格は変動しますでしょう。や

っぱり使用量が減ってる、減ってない、無駄削減にどれぐらい努めれてるかという、数字

的な管理。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 その使用の制限にかかるところの部分につきましては、これは従前からお話しさせてい

ただいてますけども、無駄に不必要な部屋についての電気がついてるというところもある

んですよね。そういったところで完全消灯を行うとか、現在も引き続きやってますけど

も、間引きをやって電力の削減に努めてるとか、要は経過的に極力無駄な電気につきまし

ては削減には一定努めてるというのは現状でございますけども、そこで委員の言われてる

そういった分析的なようなところには答えとしてはなってないかもわかりませんけども、

そういった部分ではやっていないというところが正直なところかもしれません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 毎年度のそういう消耗費的な、庁舎管理のメンテナンスの部分の消耗費的な部分はやっ

ていってくださいねと、多分決算か予算委員会かで前も言ったと思うんですけどね。府で

もエコ家計簿みたいなんを取り入れてるから、全部それをまねせえとは言わないけども、

そういう発想できちんと各部署とかね、どのフロアとか、何にどれぐらい食ってるとか。

特に紙とかね、私も議会事務局に聞いたんですよ。今年度、紙どれぐらい使ったか把握し

てますって聞いたら、そこまで集計してないということやったから、恐らく全庁的にね、

今年、何枚紙使ったとか使ってないとか把握してないんやろうなと思ったんで質問したん

ですけど、そういう把握をしてないんであれば、多分購入してるのは総務課でまとめて買

ってるんですかね。だったら。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 その紙に関してでございますけども、それは年度当初に購入した時点から一応月別でど

この課がどれだけ使用してるかというところの部分についての在庫管理ですよね、それは

行っているというところでございます。ただ、イレギュラー的にやっぱり月ごとで大量に

使うというところも実際出ているというところがございますけども、それも含めて、致し

方ない部分はあるんですが、極力全庁的に職員に対しては、紙の削減というところについ

ては、裏紙を使用してくださいという形のアナウンスはさせてはいただいてるという状況

でございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多分そういうご努力はされてると思います。従前からも、そうやってこまめに消灯した

り、こういう節約した取組してますということではご答弁を聞いてるんですけど、やっぱ

り数字できちんと出して把握しないと、根性論じゃないですけど、やってます、頑張って

ますと言われても、果たしてどんだけ効果出てるねんかも分からないし、やっぱり庁舎を

管理してる総務課としても、きちんと全庁というか全部局というか、どういうふうに無駄

削減に努力して取り組んでるか、ちょっとでも削れよというところで、そういう意識を持

って管理はしてほしいんです。その発注のためとか、ただただ在庫管理のために数字チェ

ックしてますねんじゃなくて、やっぱり議会もペーパーレス化していこうと言ってタブレ

ットをやろうかとか言うてる中で、役場の庁舎のほうが圧倒的に紙を使う量も多いし、何

かにつけて食ってるわけでしょう、維持管理に。そこは今までどういう流れでしてたんか

知りませんけど、やっぱりコスト管理をもっとシビアにしていただきたいです。で、こう

やって価格高騰してるから、なおのことなんですよね。同じ量を使ったって価格は上がる

んやから、そこはきちんとどこで食ってるかというところをまず調べなあかんやろうし、

そういう分析も含めて、きちんとデータで管理をしてもらいたいと思います。 

 あと、その流れなんですけどね、ＥＳＣＯ事業をもう始めてますでしょう、忠岡町。

で、今回の決算書でもＥＳＣＯ事業費で上がってて、これね、総額でいうたら億を超えて

る大きい事業ですけど、今後、ＥＳＣＯ事業をするに当たって、シビックセンターごとメ

ンテナンスしていってもらうわけじゃないですか。そこの今、私が聞いたような毎年度の

年間コストですよね、電気代どんだけ食っててとか、ガスも水道も全部含めて、そういう

消耗する維持費、メンテナンスコストをちゃんと、今、私が言ったようなコスト管理とい



115 

 

うんですかね、そういうのも反映してきちんと管理してもらえると思ってていいんです

か。それとも、そこの部分は相変わらず総務課でデータ取って、削減せえよ、削減せえよ

と言って取り組まなあかんのか。そこら辺はＥＳＣＯ事業とどうつながってるというか、

もう全然関係ないのか、含まれてるのか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ＥＳＣＯ事業はあくまで器具であったり、そのノウハウで電気代の削減を図るものです

ので、またちょっと違うものになるかなあと。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、例えば電気代だけですけど、その削減してもらうに当たって、ちゃんと数値で

毎年出してもらえるんですよね。当然ですけど。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 はい、出してもらえますし、提案いただいた使用量まで削減できない場合は、そのＥＳ

ＣＯ事業者が負担するという契約になっております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、やっぱり漏れてる部分ですよね、電気以外の今言うた部分は総務課になるんや

と思いますけど、やっぱり庁舎管理というところでコスト管理はしていってください。今

後ね、同じようにやってます、頑張ってますの根性論じゃなくて、きちんと数字でこんだ

け、前年度比こうでしたというふうにちょっと示していただけるようなものぐらいは、最

低自治体やったらあってしかるべきかなと私は思ってます。これはもう答弁結構です。 
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 あとですね、４６ページの総合管理業務委託料、これ、庁舎の管理委託料ですけど、３

年契約の多分これ発注年やったんですね、令和４年度。で、これが積算の委託業者は多分

前年度にやってると思うんですけど、そこはもうずっと同じところでやってるのか、変え

たのかとか、ちょっとそこら辺、設計はどうなってるのか。あと、特に人件費のところは

ね、従前からも守衛さんが浮いてるん違うかとか、人件費、もっと削れるとこは削って、

この委託料をね、もっと減るように、総務課で仕様内容をちゃんと削るというか、仕様内

容を見直してくれということもお伝えしてたんですけど、そこら辺の改善はされたのかと

か、お聞かせいただけますか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 まず、総合管理業務の積算業務委託料の業者についてでございますが、まず業者選定に

つきましては、過去に当該業務の委託実績のある事業者及び業者登録名簿の役務の部門

で、警備、庁舎及び管理業務で登録のある事業者より見積りを行ったというところでござ

います。で、従前と同じ業者かというところでございますが、結果的に同じ業者であると

いうことでございます。 

 また、その人件費等において、警備員が多いというご指摘を頂いてございますけども、

そこはちょっと今の状況等々いろいろ総合的に考えた中で、警備員、人的にそういった総

合管理業務を委託してる中の人が多いとかという部分については、そこは全然問題ないの

かなということで思っております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 実際ね、私が人多いんじゃないですかと言わしてもらったのは、昼間の守衛さんの部分

ですよね。実際あそこのゲートのところでいらっしゃるんですけど、正直、何か別にいて

るからってどうなのというところもあるし、多分、夜間、いてないところがメインで守衛

さんにいてもらってるのかなと思ったりするんですけど、だって日中の人がいてる時間

帯、減らせるものがあるんやったら減らしてほしいというところで従前からもお願いして

ましたし、そこは忠岡町は、「いや、このまま、今まででええねん」と思ってるかもしれ

ないですけど、そこはほんまに要るんかという目で検討はしていただきたい。これは今後

ですよ。もう今回発注ね、３年間してるからあれですけど、今後に向けてね。もういいで
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す、答弁、それならいいですわ。 

 続いて、すみません、同じく総務課のところで、システム関係とかパソコン関係なんで

すけども、まず４９ページに職員用の端末の購入費で９９万円か、そんな高い額ではない

んですけど、上がってます。多分毎年ね、ちょこちょこパソコンは買ってはると思うんで

すけど、これ、総務でまとめて買ってるんですね、まず忠岡町の職員端末は。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 企画人権のほうで取りまとめて、電算費ですので電算のほうでさせていただいてござい

ます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 課は企画としても、多分全庁一括で買ってるということですね、職員端末ね。というと

ころで、以前、議員になったときやったかな、忠岡町の役場で買ってるそのパソコンです

よね。仕様はどうなってるんだと、ハイスペックなパソコンを買うてるかというところは

ね、指摘さしてもらったと思うんです。実際に近年、アンケートとかも取ってるからとい

うのもあるんですけど、やっぱり実際現場でパソコン使ってる職員さんからも、総務か

な、企画か、ちょっとその当時は知りませんよ、知らんけど、買ったパソコンのやっぱり

スペック低い、性能が悪くて、何かデータ保存できへんかって、何か別のハードディスク

を買ったとかあったんで、やっぱりちょっと同じお金を出すんであれば、ちゃんと仕様を

より良いものをより安くですんでね、パソコンは何でもええねんで買うんじゃなくて、よ

りハイスペックで、安価は当然ですけど、職員の仕事がやっぱりきちんとスムーズに支障

なくできるようなパソコンは買っていただきたいと思うし、ましてそんな職員さんから

ね、公室部局で買うたパソコン使えんわみたいな、そんな声が聞こえるという時点で、ち

ょっと私はパソコンを買うのは税金がもったいないんと違うかと思ってるんですけど、そ

こはちょっとご答弁いただけますか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 議員おっしゃるように、どうしても役所の場合、時期が統一で購入してない点がござい

まして、どうしてもずれているということがございます。多分今、役所の中でありますの

は２種類ございまして、昨年度入れたのが、ちょっと呼び方はど忘れしたんですが、いわ

ゆる半導体の中に記憶装置を入れるハイスペックなものがございます。ＳＳＤというシリ

ーズです。それと、従前、機械的に円盤を回しているといういわゆるハードディスクです

ね。ハードディスクでしてるものもございます。当然、ＳＳＤのほうがスピード、処理速

度、非常に早うございます。現在それが混載している状態でございます。どうしてもハー

ドディスクですと物理的に回転しておりますので、衝撃等ありましたら、一瞬でも傷つき

ますとたちまち動かなくなったり不具合が出ますので、その辺、年次的に予算ある中で整

備してございます。まだ若干残ってる分もございますが、当然その際には、議員申されま

したように、安かろう何々ではなくて、安かろうで、かつもちろん性能がいいのがよろし

いんですけども、その辺はしっかりと職員の声も聞いているところでございますので、整

備のほうを進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくご理解のほどお願い申し

上げます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 すみません。ほかの方にも回したいので、いいですか。ほかの方。 

委員（勝元由佳子議員） 

 パソコンだけでちょっと。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 パソコンだけ。じゃあ、勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっとごめんなさい、パソコンでそれならね、追加で。今、機能のことでおっしゃっ

てて、そのいわゆるＣＰＵとかそっちの機能、脳みそのほうをおっしゃってたんですけ

ど、パソコンのスペックって、脳みその部分と容量の部分とあるでしょう、どんだけ入る

かという両方やと思うんですけど、そっちの脳みそが良かっても入れへんかったらあかん

し、逆にある程度ちょっと性能、脳みそ落ちても、でっかい容量でいっぱい入るやつやっ

たらある程度動いてくれるしという兼ね合いがあるんですけど、その外付けハードをつけ

なあかんという時点で多分収まれへんから、容量が不足なんやろと思うんですよ。 

 で、よその自治体で実際ニュースにも出てましたけど、外付けハードにデータを保存し

てたから、開示請求したときに出てけえへんかったりとか、あと情報流出したということ

で何かニュースとかになってましたけど、やっぱり公共の施設の端末って、情報の流出と

かウイルスとかの問題もあるんで、極力何か外部のものを接続して職員が使わなあかんと

いうのはやっぱり避けるべきやと思ってるんです、ＵＳＢも含めて。何かロックがかかる

とか特定のものでないと使えないようにしないと、一番いいのはそのパソコンで終わって
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くれるのが一番いいわけで、だからそういう意味でもね、やっぱり公室部局で買ったパソ

コンがいまいちやから、職員が買ったんか、その職場で買ったんかどうか知りませんけ

ど、また新たなものを買って、パソコンに付け足して仕事をしてますねんというところ

は、やっぱりその情報管理の部分でもよろしくないという部分もあるんで、できるだけ１

台で業務が完結できるいい容量、脳みそも含めてね、いいやつを買ってくださいというと

ころでは、今後お願いしておきます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。ほかにご質疑ある方いらっしゃいますか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ５４ページなんですけど、防犯カメラのことについてお伺いいたします。防犯カメラの

ほうの補助金のほうですね。自治会が設置する際に防犯カメラの補助金ということで渡し

てる分があると思うんですけども、令和４年度って何件の申請があって、設置、何件だっ

たんですかね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 令和４年度ですけども、２つの自治振興協議会から合計４台の申請があり、４台設置完

了いたしました。 

 以上でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この年ですけど、それ以上の申請というのはあったんでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 ございません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 そしたら、この年、令和４年度に関しては４台設置ということで、４台申請の４台設置

ということで、この予算内で完了したんですけど、多分、昨年年末から年始にかけてです

かね、南１丁目とか、あの辺でのぞき見の問題とか、何かそういったことがあって、やっ

ぱりそれで防犯カメラをつけてほしいというところもあったと思うんです。多分、今年度

も申請に対しての設置もされてるとは思うんですけども、やっぱりちょっと防犯カメラ、

自治会が、それもそこかしこにつけてるわけじゃないんですけども、自治会がどうしても

必要やからといって防犯カメラの申請をされてると思うんです。そういったときに、枠は

設けないというわけじゃないんですけども、ある程度枠を設けるじゃなくて、例えば各自

治会に１台ずつまでやったらオーケーとか、何かそういった形でもうちょっと補助の枠を

増やしていただきたいんですけども、それについていかがでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 例年ですね、防犯カメラの設置に対して補助金のほうをお渡しさせていただいておりま

す。過去の経過から大体毎年４台程度で皆さんの希望、収まっておりますので、そういう

面からも４台というふうな形の補助金を交付しているところでございますので、ご理解の

ほうよろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、今後、申請件数のほうが多くなった場合というのも、それは毎年４台

ぐらいで切って、そこは来年度に回してくれみたいな感じになってしまわないですかね。

その辺はどうでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 来年度、予算の関係もありますけども、危機管理課のほうでは来年度も４台程度の設置

補助金の予算取りをする予定でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 やっぱり結構防犯カメラって、いろんな意味でね、監視するという立場もあるんですけ

ど、役割もあるんですけど、抑止力という点で防犯カメラというのもやはり必要だと思い

ますので、自治会もむやみやたらにここにつけてくれとはおっしゃらないので、その辺、

もうちょっと柔軟にしてもらって、ちょっと補助金の拡大とかしていただけたらありがた

いんですけども、いかがでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 ご要望としてお聞きはさせていただきます。ただ、予算取りの関係等もありますので、

ちょっと具体的に確約ができるものではないということでお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 続きまして、６２ページから６４ページの戸籍基本住民台帳費のことでちょっとお伺い

いたしたいと思います。マイナンバーカードの発行数が増えてるということもあるんです

けども、マイナンバーカードも含めて自治体ＤＸの施策が国からも進められてると思うん

です。忠岡町では、その自治体ＤＸについて国から、今後どういった施策をしてください

という、何かそういった要請とかってないんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 自治体ＤＸにつきましては、せんだって内閣総理大臣のほうで大きな諮問機関ができま

して、今後、府のほうから連絡ありまして、いろんな文書が下りてくるんではないかと聞

いてるところでございます。 

 現在、ＤＸにつきましては、チャットツールですとか電子申請システムですとか、これ

は５年度でございますが、等もしてございますので、随時、町でできるＤＸの導入という

のは積極的に図ってまいりたいと考えているところでございますので、よろしくお願いい

たします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、今のところ国のほうから追加でこういった施策のためにやってほしい

というのはなくて、以前から言われてるとおりの電子申請システムとか、その辺の導入で

今とどまってるということでいいですか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 デジタルにつきましては、デジタルの助成もございます。引き続きそういうのも利用し

ながら、かつ今後、国のほうも本腰上げてＤＸのほうを各自治体にいろんな補助とか要望

とか、こういうことをしなさいということで、当然標準化も令和７年、迫ってございます

ので、それに向けてもいろいろとメニューが出てくるのかなと考えてございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 令和７年に向けて標準化されるということで、これにデジタル化に向かってやっぱり個

人情報の保護とか、いろんな観点で様々な議論がありますので、当然慎重に取り扱ってい

ただきたいと思います。 

 ちょっと確認なんですけども、忠岡町でマイナンバーの番号の、いろいろな書類、申請

するときに、マイナンバーの提示、記入というのは、強制はされてないでしょうね。ちょ

っとその確認だけお願いします。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 今までの議会の答弁でもあったと思います。マイナンバー、強制というんですか、され

るものではございませんので、そこは各課、住民さんのご意向に合わせて臨機に運用され

ているものと考えてございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その点を引き続き原課のほうでも対応お願いしたいと思います。 
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 では、続きまして、同じ戸籍基本住民台帳のところだと思うんですけども、自衛官の募

集事務についてということでちょっとお伺いしたいと思います。 

 自衛官の募集については、忠岡町では令和３年度から年齢１８歳ですかね、１８歳の方

に対して４案件、住所、氏名、生年月日、性別の情報提供をされてるとはお伺いしてるん

ですけども、この状況について、忠岡町の住民基本台帳の中ではこの情報というのは基本

的には出せないところではあるんですけども、なぜ今その自衛隊に名簿を提供してるか、

教えていただきたいと思います。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 今、議員がおっしゃっておりました住民基本台帳の名簿の提供ということになるんです

けども、もともと忠岡町住民課といたしましては、住民基本台帳法で認められております

閲覧申請という申請に基づいての名簿の閲覧をこれまで実施しておりました。これまで大

体年２回ですね、この閲覧申請というのがございまして、１つは大体中学校を卒業した程

度の住民さんを対象とした陸上自衛隊の高等工科学校の生徒に関する募集事務のためとい

うこととですね、もう１つは、高校を卒業したぐらいの年齢を対象といたしました自衛

官、自衛官候補生や防衛大学校の学生、そういったものに募集をするための名簿閲覧とい

うことで、この２種類につきましてそれぞれ閲覧申請がございました。 

 ただ、こちらの自衛官の募集のほうに関しましては、以前に閲覧ではなくて名簿の提供

をお願いしたいというふうな依頼がございまして、その依頼があったときにですね、ちょ

っとどういうふうに今後対応するかということを総務課のほうとも協議いたしまして、そ

うなってくるとですね、住民課のほうといたしましては、住民基本台帳法にのっとって事

務をしている関係上、なかなかその名簿を提供するということ自体が難しいということで

ございまして、そもそも名簿が提供できるという根拠が自衛隊法のほうにございますの

で、そうなってくると、自衛隊の募集事務という業務に関しましては総務課の所管という

ふうになっておりますので、そこは今後につきましては総務課のほうを通じて自衛隊法に

のっとった名簿の提供をするというふうな形で、昨年度からそういう形で切り替えようと

いうことで、ちょっと切り替えた経緯がございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今までは多分紙ベースで、その対象者を多分拾い上げて紙で書いてた分を、データとか

そういう形で提供してるという形になってると思うんです。やっぱりその中で、近隣市で
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もあるんですけども、その名簿をまず提供したということの公開、こういう名簿を自衛隊

に提供しましたという公開というのが、忠岡町ではそれをされてるんでしょうか。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 あくまで住民課といたしましては、今説明したとおりですね、住民基本台帳法にのっと

っての閲覧申請ということで申請がございましたので、住民基本台帳の閲覧状況公表とい

うものをですね、年１回、広報のほうに載せるようにしております。これは必ずしも自衛

隊だけに限らず、各種いろんなデータ、リサーチをしてる会社であったりとか、そういう

ところからも閲覧申請というのはございますので、自衛隊を含めてそういった閲覧申請が

あったことは、広報紙のほうにはこれまで記載しておりました。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ここ２年の自衛隊への名簿提供も、それは公表されてましたか。広報紙のほうに、自衛

隊のほうに名簿の提供しましたかというのは、公表されてましたでしょうか。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 はい、載せております。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ちょっとその辺はまた広報紙のほうで確認させてもらいたいと思います。もしそれで、

住所、氏名、生年月日、性別が自衛隊のほうに情報が伝わるということなので、やっぱり

どうしてもそういった個人情報を提供してほしくないという方が中にはいらっしゃると思

います。そういう方に対して、他市では除外申請書というものを導入して、それを出すこ

とによって自衛隊への名簿提供は除外できることになってるんですけども、忠岡町はその

システムはあるんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 除外申請の運用につきましては、本町につきましては現在は導入していないというのが

状況でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 もし仮に、その対象者の方が除外申請をしてきた場合、忠岡町の対応ってどのようにさ

れるんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今、この除外申請の運用に係る根拠規定というところの策定も現在至ってないという状

況でございますので、他の団体では除外申請の運用を行っておるというところは認識して

ございます。つきましては、今後、近隣の団体の状況や、除外申請の運用を行ってる団体

を参考にさしてもらいながら、町として取組を行っていきたいというふうに考えますん

で、よろしくお願いをいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 やっぱりどこの自治体でもそうですけど、こういうことに情報を提供してほしくないと

いう方の、当然個人の情報というのが提供されたくないというのがあると思いますので、

これはできるだけ早くこの制度をつくっていただいて、忠岡町でも適用してもらうような

形にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 あともう１点、すみません、先ほどシビック費のほうで１件忘れてたんですけども、光

熱費の問題で、やっぱり電気代が昨年に比べてかなり高額に上がってます。昨年、電力供

給の入札をされた際に、結局不落札になってしまって、結局随契で対応されてるというこ

とをお伺いしてます。それで、どうしても値段が高くなってるところはあると思うんです
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けども、今後この電力供給の入札についてどのような形で検討されているか、教えていた

だきたいと思います。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘の部分につきましては、この令和５年度における電力供給の入札ということで、

昨年の１２月に一般競争入札を公告した上で実施したという経緯がございます。しかしな

がら、結果として公告をした中でも蓋を開ければ、どこの業者も手を挙げてこなかったと

いうのが現状でございますので、その当時、供給していただいてた関西電力株式会社と随

意契約を行ったということでございます。 

 今後におきましては、次年度においても取りあえず状況等々勘案する必要はあるんでし

ょうけども、原則一般競争入札のところでございますので、そういった方向でやる中で、

また同じような状況になれば、おのずと関西電力との随意契約になるのかなというふうに

考えてございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それまで、電力供給に関して入札ができたので、結構電気料は抑えられてたんですけど

も、やっぱりちょっと入札で落札できないと、どうしても高額になってしまいますので、

その辺についてはちょっと契約が難しいところではあるんですけども、きっちり検討して

いただいて、入札にこぎ着けるような形にしていただきたいと思いますので、お願いいた

します。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 答弁はいいですか。 

 ほかにご質疑ございませんか。小島委員、どうぞ。 

委員（小島みゆき議員） 

 先ほど二家本委員がブロック塀のところで質問されてたんですけども、どれぐらいかち

ょっと資料がないので分からないということもおっしゃってたんですが、そういうふうに

ちょっと安全点検されたときに、ブロック塀で役場の方が見られたときに、ここは危険や

なというお宅が何軒かあるということだったんですが、そういうお宅に直接ちょっとご注

意をするとか、そういう声かけとかはされたりするんでしょうか。 
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産業建築課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 ご指摘のとおり、職員が見かけた場合は、直接お伺いしたりする場合もあります。年に

１回、周知もさしてもろうてますし、今、広報は２か月に１回、周知させていただいてま

すので、なかなか周知はさせていただいてるけど、効果が出てない状況でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 通学路になってるところでも、やっぱりちょっと塀がひび入ってたりしてるところもあ

るので、ほんとに地震とかがいつ来るか分からないので、そういうふうになったときはち

ょっと危険やなという箇所もあるので、また声かけのほうもしっかりとしていただけた

ら。お金がかかることなので、お家の方も修理はしたいなとか思っていても、補助金もな

かなか低い金額なので、直すということが難しいこともあると思うんですが、またちょっ

と声かけのほうもよろしくお願いしたいと思います。答弁、もらっていい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 答弁、お願いします。坂本課長。 

産業建築課（坂本健三課長） 

 検討させていただきます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、マイナンバーの６２から６４になるのかな、マイナンバーの分で、忠岡町

として不具合とかはあったりしたんでしょうか。それでまた、自治体が総点検をされてる

と思うんですけども、システム改修の費用とかが必要になったら、また自治体の財政支援

として特別交付税措置を講じることが、この１０日に鈴木総務大臣が明らかにされてます

けども、そういうふうに、今の状況はどういうふうになってるのか、ちょっと教えていた

だきたいんですけど。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 
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 そのマイナンバーカードの不具合と今おっしゃいましたけども、住民課としてまずお答

えさせていただきますが、住民課は住民さんのほうからマイナンバーカードを作りたいと

いう希望があればですね、そのお手伝いをして、出来上がったカードを確実にご本人さん

にお渡しするというところですね。その際に、暗証番号の設定であったりとかですね、保

険証や公金受取口座とのひもづけであったりとか、そういったところまでをお手伝いをす

るというのが今の住民課での業務ということになっております。 

 実際、その後、そのマイナンバーカードを活用するという部分につきましては、各施策

に応じておのおのの部署のほうでそれをどういう形で用いるかということになってきます

ので、そこでいろいろと夏頃にひもづけが誤りがあったりとかですね、全く関係ない人の

情報が出てきたりとかということが、その段階で間違えた形でひもづけすることによっ

て、いろいろとそういう弊害が出てきたということになっております。 

 で、実際それが忠岡町のほうであったのかどうかということになってきますと、ちょっ

とそこはこちらのほうでは、私のほうではちょっと把握はしていないところでございます

ので、そこはまた答弁は代わらさせていただきます。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 先ほどございましたいわゆる全国的に行われました総点検というのがございまして、忠

岡町は先ほどございました例えば生年月日が違うですとか、違う人にひもづいてる等、い

ろいろな新聞をにぎわしてございましたが、一定、結果が出てございまして、本町に関し

ましてはそういうような点はないということで、中には該当してる市町村もあったようで

ございますが、本町については現状、総点検の結果としては、ないということでございま

す。 

 先ほど委員が申されました総務大臣の今後のことでございますが、ちょっと私どもまだ

手元にございませんので、当然そういうものがありましたら通知がございますので、住民

課も含めて各課とも連携しながら、下りてき次第、供覧して付していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、ありがとうございます。忠岡町でそういうふうにしていただいた分で不具

合がないというのは、いいことだなあというふうに思っております。何かその総務大臣の

分は、また点検作業、１１月とか、また１２月上旬に結果を出してということなので、ま
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た通達が来ると思いますので、何もなければそれで安心と思いますが、よろしくお願いし

ます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ございませんか。前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ３点お尋ねいたします。防犯カメラ、いろいろな方からご質疑されてますけども、私は

ちょっと違う観点で防犯カメラについてお尋ねしたいと思います。 

 ４年度におきまして、たくさん町内各地、設置されてますけども、実は動いてなかった

と、作動してなかったというようなカメラ、ありましたか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 すみません、それは町の設置してるカメラでしょうか、自治会の設置してる。 

委員（前川和也議員） 

 自治会、町が折半して出したカメラで。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 自治会の設置してるカメラで稼働してる、してないの状況でございますけども、直接自

治会から問合せをしたことはございませんけども、４年度の話はちょっとあれですけど

も、今年に入って１台、稼働してないカメラがあるというところの報告は受けておりま

す。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 多分把握してるのは同じ箇所かなと思うんですけども、せっかく町の予算をもって設置

したカメラであれば、やはりその後、動いてなかったと、作動してなかったというんであ

れば、ほんとにちょっともったいないので、何らかの確認できるような、出したら終わり

だけではなくて、確認できるような仕組みもぜひご検討いただきたいなと。実例として１

件ね、今年度あったわけなので、そのような仕組みも検討いただきたいなというふうに思

ってます。 
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 続きまして、行きます。同じく小倉課長なんですけども、決算書の５１ページの一番下

に記載のあります備蓄品の備蓄品代ですね、１００万余りの。これは何を購入されました

でしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 購入品目についてご説明いたします。アルファ化米、毛布、水、粉ミルク、液体ミル

ク、生理用品、トイレ凝固剤。 

 以上でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。満遍なく重要物資が買われてるというところなんですけども、

一番現時点で充足率の低いものは、４年度末の時点で充足率の低いものはいかがでしょう

か。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 そうですね、一応大阪府と市町村で構成するところで、重要１１品目というものについ

て、大阪府と市町村で災害時に、発生した場合に１対１で要は備蓄しておきましょうとい

うふうな取決めはあるんですけども、その数値の中で申し上げますと、足りてないのが毛

布になってくるかと思います。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 毛布ですね。はい、分かりました。じゃあ、ラストです。 

 ラストが選挙費についてです。昨年度は大きな選挙、国政選挙で参議院選挙がありまし

た。本町の投票率の結果については、これはもう言うことはしませんけども、いろんな取

組もされたにもかかわらずというような結果でした。そういう４年度、反省点も踏まえ

て、次、大きな国政選挙、衆議院選挙かと思いますけども、どういうふうに取り組んでい

くのか、４年度の反省点からお聞かせいただけたらなと思います。 
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町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 それは投票率向上に向けての取組というところの考えでよろしいですかね。 

 選挙に関しましての投票率につきましては、議会のほうでもご質問等々頂いてございま

して、本町においては残念ながら低い投票率が継続しておるというのが実際の状況でござ

います。つきましてはですね、現在行ってる選挙の啓発の部分につきましての取組でござ

いますが、これはもう従来からやってるところと併せて、新規で導入したところも含めて

申しますと、ホームページやＬＩＮＥで、かつ町広報紙や全戸配布している啓発用のチラ

シ等でお知らせをさしていただいてるという状況でございます。 

 昨年はですね、１１月に開催した商工カーニバルにおいて、初めての試みであったんで

すけども、その場においての啓発というところでやった結果が、若干伸びたんかなという

ところでつながっておればありがたいなというふうに考えてございます。 

 つきましては、選挙のたびにですね、選挙人の方へ入場整理券というものを送付して投

票に来ていただいてるという部分でございます。こちらの入場整理券におきましても、当

然ながら選挙啓発のツールの１つであるというふうに考えてございます。 

 つきましてはですね、投票所が選挙人が分かりにくいというようなお声も今まで頂いて

るというところも踏まえまして、現在、今申し上げた入場整理券につきましては、選挙人

１人単位ごとの１枚でというところでご送付させていただいてます。次年度以降の選挙か

らはですね、予算計上するというところも計画しておるんですが、世帯ごとの封書での郵

送というところで現在は考えてございます。なので、啓発の部分で申しますと、その世帯

ごとの加入されてる選挙人の方の投票していただく投票所の地図というところの部分もそ

の中に同封して、分かりやすく投票所を明らかにするという部分と併せて、啓発等を行い

たいというふうに現在考えてますので、ご理解よろしくお願いをいたします。 

委員（前川和也議員）  

 頑張ってください。お願いします。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑ございませんか。 

議長（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 北村議長。 

議長（北村 孝議員） 
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 今の前川委員の投票率の向上に向けてやけど、その場所的なもので投票率が悪いのか、

もともとの政治自身にあるのかって、この辺も定かでないので、恐らくいろんな、ある程

度できることはやりはったらいいけど、多分これはもう町では恐らく、個別で家で投票で

きるんやったら、それは一番投票率上がると思うんです。家で、そのまま郵送して、投函

して。だけど、その辺のシステムというか、そういうものじゃなくて、もっと根深いもの

があると思いますんでね、あまりお金のかからんようにできたらええのかなと思いますけ

ど。 

 その封書で送る分について、何か間違いというか、そんなん、ないですよね。私らでも

今まで整理券なかっても、入場整理券がなかっても、そこで確認できたらできるんですけ

ど、要は１枚だけ、どういう形のものになるんですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 その封書にすることでの問題があるのかどうかという部分につきましては、それはちょ

っと現状を踏まえて逆でございましてね、今現在、１人当たりの入場券、はがきでという

ところでご送付させていただいてる中で、やはり問合せいただくのが、主人のが来たけど

も、私のが届いてないとかという部分の問合せが多々あるのが現状でございます。つきま

しては、次年度以降の選挙におきまして考えておる先ほど申し上げた封書にすれば、家

族、例えば４人世帯が選挙人の方がいらっしゃったら、４人同時に１つの封筒で到着する

というところがございますので、そういった問合せというところの問題は解消されるのか

なというふうに感じてございます。 

議長（北村 孝議員） 

 ありがとうございました。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 では、ほかにご質疑。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そしたら、システム関係でね、さっきのパソコンと別でお聞きしたいんですけど、ちょ

っと財政課のほうにね、システム発注のところなんですけどね、今回、決算するのに当た

って、ちょっとこういう資料、出せるかというところで聞いたんです。というのは、性質

別の資料を作っていただいてるんですけど、人件費とか扶助費が幾らとか。できたらね、

款、項、目、節の節別、節ごとに、だから全庁的に例えば報償費幾ら払ってる、補助金幾

ら払ってる、委託料幾ら払ってると、節ごとに全庁横断の資料って出るんかと聞いたんで

すよ。今、決算書も予算書も款別になって、部署別になってるでしょう、資料が。それや
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と、部局別で見にくいんです。じゃなくて、全庁でこの性質のものは幾ら使ってるという

のをちょっと見たかったんで、そういうのは出るかと言ったら、町のシステム上、出ない

と。近隣の自治体も似たようなところを使ってたりもするしというところもあるんで、そ

こが定期的にシステムって更新してると思うんです、町のいろんなシステムのところを。

で、仕様も時々改定というか改良してもらってね、いろんなシステムやってもらってるん

ですけど、もし今後そうやって性質別をよりちゃんと実態に合わせてというか、把握しや

すいのは節別かなと思うんですよ。節ごとに見るほうが性質により特化してると思うんで

すけど、そういうのってシステムで仕様に盛り込んでもらえるのか、できへんものなの

か、そこら辺をちょっと聞きたかったんですけど。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 システム関連のほうは、ベンダーさんに技術的にそういうことができるのか、可能なの

かどうかというところを確認する必要があるというのと、もしそういうふうなシステム改

修するんであれば、もちろんそのシステム改修の費用がかかってくるというふうなことに

なってくると思います。 

 ただ、そういう出し方をするのが、やはり個人的な意見のところでとどまるのか、皆さ

んそう思ってはるのかというところも、やはりお金がかかってくるとなると、そこは重要

なポイントになってまいりますので、そちらのほうはですね、議会の資料としてお出しす

るときに、議員さん側のほうでもこういった資料を出せないかというところの統一見解を

もってまた要望いただけたら、我々理事者側のほうもですね、そういったところは検討し

てまいりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。 

 あと、次が公用車の部分なんですけども、今、さっきも質問ありましたけど、１８台で

横ばいですよね。で、見てると、教育委員会４台持ってて、ほかの結構日常的に外に出て

るような部署に比較すると何か多いなという気もしたりとかして、従前からも公用車につ

いてはね、どないか削減というか、できへんかということは申し上げさせてもらってるん

ですけど、台数、今年、今年度もというか令和４年度を見ても横ばいで変わってへんやん
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というところで、忠岡町として公用車の見直し精査というんですか、ほんまに要るんか、

他課で複数部局で共通で乗れるものがあるんやったら共通にしていこかとか、台数減らし

ていこかという、そういう取組はされてないのかというのが１点と。 

 あと、特にね、よく近年というか、首長の乗る車、忠岡町は黒のレクサスね、町長用の

公用車で使ってますけど、忠岡で移動するのに、そんな黒塗りの高級車、要るかというと

ころがあって、近年はね、どこの自治体も汎用性のある車を首長も乗ってるというところ

で、そんな黒塗りの高級車で首長を運んでないよというところで、もしこの期限がレクサ

ス、来るんやったら、今後もうちょっと実用的なね、住民にも納得できる車に変えるべき

じゃないかと思うんですけど、そこはどうでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今、町長の公用車ということでご指摘ありましたので、決してうちだけが黒塗りの公用

車というわけではございません。多分今、委員おっしゃってるのは、ワンボックスタイプ

のもの、汎用性のあるというところで、そういうことをおっしゃってるのかと思うんです

けども、イメージとしてはもう半々ぐらいかなというイメージです。そういったところ

は、次の更新のときにはもちろん検討はしていくことになるかなと考えております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 あと、全体の。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 さきの公用車の使用の在り方という部分で考える中で、町として今後有効な使用のやり

方、効率的な使い方という部分はないのかどうかというところで、次年度、６年度の４月

は間に合わないかとは存じますが、今現在、公用車の一元化ということで取組を行ってい

る状況でございます。 

 その中において、公用車の購入というところではなくて、リース化というところの部分

も併せて検討しておるというところで、少しでもそういった使用に当たっての中で、削減

というところにつながればいいなというふうに思いますので、現在そういう取組を行って

いるという状況でございますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 なるほど。委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 できるだけね、こうやって維持費かかるものは一元化するなり削減していっていただき

たいのと、あと忠岡町は公用車というか、公用自転車というんですか、職員用の自転車、

持ってますか。ある。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 はい、所有してございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 よく外回りせないかん部署とかね、福祉関係やったりとか、あると思うんですけど、必

ずしも車でないと、要は荷物を載せなあかんとか、必ずしも車でないと、出なあかんわけ

じゃないと思うんですよ。よっぽど雨でちょっと自転車はなという日はあれですけど、普

通に天気も大丈夫で、そんな荷物もないで、お１人でどこか町内回るとかって、全然十分

忠岡なんか自転車で行けるんやから、そういう部分で自転車も活用すれば、なおのこと車

は減らせるん違うかとか思うんですけど、そこも考えてほしい。忠岡町やからのスケール

メリットとか、こんだけちっちゃいんやから、端から端でも自転車で全然いけるじゃない

ですか。というところで、無理して車で日中業務ね、町内、回らんでもいいんじゃないか

というところではちゃんと検討はしていただきたい。そういう検討、今までされたことあ

りますか。散々回ってる、自転車で。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 結構回ってます。行きやすいんですね。車とめるところがないし。 

委員（勝元由佳子議員） 

 逆に、それなら車、浮いてくるんじゃないですか。でもない。そこなんですよ。もし今

ね、自転車を多用されてる現状があるんやったら、逆に車、もう統一化というか、減らし

ていけるんじゃないのとか思ったりするんですけど。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 各部署、所有してる公用自転車ね、担当課はございますけども、その使用については必

要に応じて一番ベストな考えというのか、要は車で行ったら道が狭いとか、近過ぎて車を

とめるところがないとかという部分の話も出てくるでしょうし、そういったところは車よ

りも自転車で行くほうが効率がいいよねというふうな考えで、そこは各原課、そのような

考えを基に対応されてるのかなというふうには思ってございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 恐らくね、この車の中でも貨物でね、生環とか建設課とか、載せるものがあるからおの

ずと車なのは分かるんですけどね、それでいうたら、福祉部局って３台、各課というか、

持ってはるじゃないですか。もしそうやって自転車を多用してるんやったら、これ福祉部

局で数、共通で乗ってもらうとかというところで考えてもらったらなと思うんですけど

ね。それは今後です。そこは総務課じゃなくて各課任せなんですか。これは一応総務課の

とこに事務報告書か載ってるから、総務課が管理してるんかなと思って、ここで聞いてる

んですけど。公用車。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 公用車の管理の部分については、一応これ、固い話になるかもわかりませんけども、条

例的に公用車の管理規定かな、においては、各所管課が管理するというところでなってま

す。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっと質問が悪かった。多分管理って、日々のメンテナンスの意味の管理と、忠岡町

としての把握という意味の管理とあるじゃないですか。私はどっちかというと把握のほう

で言うてて、多分把握をしてるのが総務課やろうなと思ったから今聞いたんですけど、も

う完全にメンテナンスだけじゃなくて、そういう台数も含めたその使用実態というんです

かね、使用状況も含めて各課任せになってるんであれば、逆になおのこと各課でいいよう

に、無駄があっても分からない状態になってるんじゃないかと。だからこそ、逆に公室部

局でオール忠岡町で上から全部局を管理する必要があって、おいおい、そこ、問題と違う
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かとか、そういういわゆる管理ですよね、把握すべきと違うかと思ってるんですが。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今言われてるその公用車の管理的な部分につきましては、現在は総務課は管理していな

いというのが現状でございます。しかし、先ほど申し上げましたように、次年度の途中か

らになろうかとは思いますけども、公用車のリース化に伴う一元化というところになれ

ば、そこは一定総務課が管理させていただくような窓口にはなるのかなというふうには考

えてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これはね、じゃあ今後の要望になってしまうんですけど、そうやってリース化するんや

ったら窓口は総務課っておっしゃってるんで、単にリース化の窓口になりまっせという、

多分今おっしゃってるのは発注の窓口とか、そういう意味じゃないんですかね。含めてで

しょう。じゃなくて、こういう管理ですよね。全庁的な公用車の管理ですよ。言うてる意

味、分かりますか。現状にこの公用車の在り方がいいのかという考える部分も含めての管

理ね、そこをやっぱりちゃんと１個のどこかの部署が統括してやらないと、それは各課に

任せてたら、放漫と言ったら語弊があるかもしれないですけど、それは欲しかったら欲し

いと、車くれって各部局は要求してくるから、持つんと違いますかと思いますね。そこは

改善していただきたい。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今言われてる部分においては、今後そのような事務も総務課が担うようになるかとは思

います。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 お願いします。 

町長（杉原健士町長） 

 実際、現状多いんかな。多うないやろ。多なかったら多ないと言うたらええ。 

委員（勝元由佳子議員） 

 足りてないんやったら足りてないと言うてもらったほうが、やっぱり見てて。 

町長（杉原健士町長） 

 １８で足らんかもわかれへんから、そんなもん、おまはんの言うてるのやったら。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今ね、町長おっしゃってもらってたみたいに、実際足りてないんですよというんやった

ら、ちゃんとそこも言ってほしいんです。多分それを言えないというのは、今まさしく言

うた全庁で把握してないでしょうって。まず、そこの足りてる足りてないも含めて、忠岡

町の公用車の在り方をどこかがオール忠岡町でやらんと多分無理やから言うてるんです

よ。そういう管理、まずしてないですよねって。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 その部分も併せてね、先ほど来申し上げてますように、公用車の一元化する部分で、今

現在、その公用車、各課所管してる部分で週に例えば何回使用しているのかどうかとかい

うところの頻度の部分で、一応調査も行っておるというところでございます。最終的に

は、そのデータ、結果を基に、いざその一元化する中で多いということを判断すれば、台

数も減らすようにはなると、そこはそのようなことで思ってございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やっぱりそうやって全庁的に今の現状がいい状態になってるのか、悪い状態になってる
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のかというところをきちんと見ていただかないと、各課任せですねん、どこも見てませ

ん、野放しですというのは、やっぱり町の管理、町の行政運営としてよろしくないので、

そこは改善してください。 

 あとですね、５０ページの町の広報紙作成業務委託料ですけども、６８８万円、約、ざ

っと上がってますけど、これが多分この当時かな、も指摘させてもらったんですけど、こ

の費用があれですよね、３年契約分のプロポーザルの契約料でしょう。で、これ、いきな

り令和４年度から忠岡町は、それまでたしか単年度、毎年度発注してたのを、いきなり３

年契約という大きい大口の発注に切り替えて、しかもプロポーザルに切り替えて、それを

きちんと周知もせずに、結局町内の１業者だけ応札したという、そんな発注おかしいやろ

うということで言わしてもらったんですけど、これはやっぱりね、この当時というか、忠

岡町に実際登録もしてて、あったら手を挙げたかったと言ってる業者さんがほとんどやっ

たわけですよ。そういう実態を踏まえてね、今後見直していただくということですけど、

やっちまってるこの約７００万円の部分は、私はこれは不適切な税金の使い方やと思って

ます。はっきり言って、税金の無駄遣いしてるやろうと。ほんまやったら、もうちょっと

ちゃんと競争性を発揮して、きちんと周知もして、そんな大口案件やったら、なおのこと

印刷業者さん、取りたかったと言うてるんやから、もっと競争性を働かしたら値段落ちた

はずやのに、そんな特定の業者しか知らんようなね、見方は悪いですけど、町と何かおな

じみさんが受注したかったんでしょうって業者から言われるような、そんな発注をしてる

時点で、私はこれは不適やと思ってます。 

 ですので、ご指摘があったので改めますとはおっしゃってもらってますけど、そもそも

そういう発注をしてること自体、「あれっ、おかしい」という意識は持ってほしいんで

す。ですので、プロポーザルしていただくのは結構ですけど、せっかく忠岡町にね、２年

に１回ですか、登録してもらってるんやから、そういう登録してる業者がもう忠岡町に登

録するのはやめとこうとか、登録しても無駄やわとか、そういう声が聞こえてくることな

いように、きちんと発注はしていただきたい。一定ここは、町がもうやってしまったこと

についてご答弁ください。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 広報紙のプロポーザルでございます。議員、前回も申されましたとおり、募集期間も非

常に短かったというところで、様々な反省点もございます。今後、議員申されましたよう

に、反対に町に登録しているのに発注がないと、発注できなかったと、知らなかったとい

うことのないように、しっかりと募集期間を持ちまして、より安価で、より上質な広報紙
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の作成を目指してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 先ほども委員さんからね、そうやって誤字・脱字の指摘もありましたけど、そういうこ

とがあったんやったら、なおのことちゃんとほかの業者さんも入れてほしかったなという

ところは指摘しておきます。 

 あとですね、５３ページの自治会関係のところでお聞きするんですけども、この自治会

長の報償費で、たしかお１人に１５万円ですか、ずっと払ってる分やと思うんですけど、

これ当時、いつやったか忘れましたけど、今まで非常勤の職員で委嘱か何か、嘱託か何か

にして、自治会長さんに報償費とか、ほかの報酬を払ってたのを、もう会計年度任用職員

の制度が始まったからというところでこの形に変えたんですけど、これ従前から言うてる

とおり、やっぱり個人にそうやってお金を払うんじゃなくて、団体に補助金という形でき

ちんと出して、団体からそれぞれの働いてる人に見合ったお金を支給してもらうのが私は

本来じゃないかと思ってるんですけど、そこは忠岡町、これずうっと特定の会長さんに払

い続けるつもりですか。見直す予定とかはないですか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 議員申されましたとおり、嘱託員条例の廃止に伴いまして、いわゆる自治会長の活動に

ついて嘱託員ということで、２５の区域に分かれる区分や報酬に代わるものとして、謝礼

金という形で定めることになりました。いわゆる報酬から報償費に付け替えるような形で

ございます。 

 で、１５万円、実はずっと議論のございました自治会長個人に１５万円渡すということ

はどうなのかなということで、これはなくすべきじゃないのかという議論もございまし

た。町としましては、自治会長のなり手がそうなるとなかなかいなくなりまして、また地

域コミュニティの活動に支障を来すことは、これを避けなければならないという考えでご

ざいまして、町と地域のパイプ役となる自治会長に対しまして、日頃の活動に対し引き続

き一定の謝礼は必要かなと考えているところでございます。 

 自治会長でございますが、事務的なことも含めてですが、２４時間、昼夜分かたず、地

域から生じる様々な諸問題、要望、苦情などについて、いわゆる対応していただいており
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ます。また、町への連絡、調整の上、解決を図っていただいており、これらの活動に対し

まして謝礼という形で規定させていただいているものでございますので、よろしくご理解

のほどお願いしたいと考えてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 自治会長さんね、やっていただいてるんで、謝礼金という意味でお払いしてるというと

ころでは、まあまあ一定分かるんですけど、ずっと言ってるとおりで、自治会関係でいろ

んなお仕事というか、してくださってる方って自治会長さんだけではないですし、広報を

配る作業もそうですけど、じゃあそういったほかの働いてくれてる方々にそれならお金、

町として何かお支払いというか、行ってるんですか。具体的に町関係の、町の行政に協力

してくださって、自治会の中で動いてる方についてお金、行き渡ってないんじゃないです

か。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 お金に対しての支払いはございません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そうでしょう。委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そこがね、やっぱり不公平感というところで私も指摘さしてもらってるんです、従前か

ら。言うてるとおり、ノー・ワーク・ノー・ペイの逆でね、やっぱり働いてるんやったら

お支払いするというところで、この人は何か働いてくれてるから謝礼金、報酬で払いま

す。この人、別の方、働いてくれてるけど払わへんとかね。その本人の方々がどう思って

るんか知らないですよ。ボランティアでもいいわっておっしゃってるのかもしれへんけ

ど、それはやっぱり自治体のほうで公平性という観点と、あとそういう自治会活動ってあ

んまりなじみないというか、自治会から遠く離れた住民から見ても、これは透明性とか納

得が得られるのかというところでは、私は納得、得られないんじゃないかと思うから指摘

さしてもらってます。 
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 だから、今後ね、自治会長さん、仕事をしていただくのは、それはそうなんですけど、

やっぱりもうちょっとこの報酬というか、自治会で協力してくださってる方にどうやって

町としてお支払いするか、やっぱりそれは団体に対する補助金とか、町が一定公費を出す

とかね、そういう点で改善していくべきところじゃないかと。特定の人にだけお金を渡し

て、特定のほかの人に渡さんとか、そういう金銭的な不公平はなるべくつくらない形で見

直していただきたい。これまでの経緯があって云々は分かるんですけど、そんな、これが

もしというか、全住民が「自治会長さんね、毎年１５万もらってんやでえ」とかって知っ

てね、みんな「うん、ええよ」と言うかというと、私は納得、得られへんと思ってるから

言うてるんです。そこはご検討お願いします。 

 あと、同じくね、自治会の各集会所の修繕費が上がってるんですけど、その各集会所で

すよね。コミュニティセンター的なところの機能なんですけど、一定、町の財産と、町の

所有物なんで、一応指定管理で自治会にやってもらってるだけで、あれは町の財産なんで

すよね。 

 で、実際ね、その町の各集会所が実際どういう使われ方してて、本当に住民に役立って

るか。逆に言うたら、特定の人たちだけの特定の場所になってるんじゃないかみたいな、

そういうところはないかというところ。公平性のところなんですけどね、そこは忠岡町は

今の町の集会所の使い方についてどうお考えですか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 集会所でございますが、確かに指定管理はしているものの、町の所有という形でござい

ます。町の集会所条例にのっとりまして運用のほうをさせていただいてございます。例え

ば、町長は必要と定めるときは使用を停止し云々とかいうところも、ここを指定管理者は

という形で読み替えさせていただいてございます。 

 で、使用につきまして、せんだって議会からもそのようなお話、頂きましたので、自治

会の連合会、振興の会議におきまして、集会所の運用につきまして、町の管理条例あるい

は施行令に基づきまして、適切な管理をお願いしたいというご要望もございました。各自

治会さんにも資料をお配りして、その旨徹底させていただいたところでございますので、

引き続き、機会ございますたびに自治会長さんには申し上げてまいりたいと考えてござい

ますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 あと、集会所を使うに当たって、今はもうホームページ、改善されてるんですかね、要

は住民への周知、こういう町の施設ありますよと、使い方こうですよ、こういう手順、手

続を踏んで、こうやって申込み、使用してくださいねという、そこのお知らせはできてま

すかというところで、お答えください。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 せんだって、ちょっといつの議会かあれなんですけども、頂いた折に、直ちにその点、

整備しまして、掲載のほうをさせていただいてございます。ただ、なかなかホームページ

といいますと、先ほどございましたが、パッとキーワードを入れれば出てはくるんですけ

ども、一部、広報紙等でも集会所については、地域の会長さんにお届け、お問合せくださ

いとか、どこに言うていいのか分からないというところは確かにございますので、その点

また周知のほうも図りながらというところも考えてまいりたいと思ってございますので、

よろしくお願いいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 改善していただいてるようなので、そこはありがとうございます。 

 すみません、聞くのを忘れたんですけど、今ね、現時点でとか、直近把握されてる分で

結構なんですけど、忠岡町の町内の自治会加入率っていうんですかね、どんなもんか分か

りますか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 現状、一番直近でございますが、大体６８％、７割ということで、忠岡町はおかげさま

で、地域性もあるのか、大体７割前後を推移してるところでございます。近隣、比較する

のは一概には適正ではございませんが、比較的、府内で比較しますと、加入率のほうは何



144 

 

とか７割前後を保っているのかなと考えてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それなら、７割、大方入られてるけども、やっぱり３割は入られてない方々ということ

なんでね、税金は入ってる方も入ってない方からも取ってる税金で、これ、自治会関係の

集会所も賄ってるんで、なおのことね、公平性は保ってくださいということをお願いしま

す。 

 どうしましょう、一旦終わりましょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元さん、質問は分かるんやけど、もうちょっとコンパクトにやってもらわんと、何か

ずうっと自分の質問ばっかり言うてるみたいな感じで、もうちょっとその。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、私、北村議長に遮られるのが、すごい何でなんと思うんですけど。 

議長（北村 孝議員） 

 もうちょっとコンパクトに。それで、理事者ももうちょっと答弁を簡潔にせんと、何か

もうそこらで話ししてるやつを我々は何か聞いてるみたいな感じで、審議らしくはあまり

感じられへんので、もうちょっとてきぱきというか、質問のほうもやってもらわんと、こ

の分の話でって、そしてここに関連するこの話で、ここに関連すると、関連、違いますよ

と言うけど、いや関連ありますやんと、ここまで一定上ってしまって、だんだん広がって

いくような感じで、そこは質問するほうももうちょっとまとめてもらわんと分からん。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分からないです。だってね、これ、決算書に上がってる数字は確かに数字ですよ。支出

額ですけど。だからって、令和４年度の町の自治体運営全般を総括するのが決算委員会で

しょう、言うたら。で、令和４年度１年間を、忠岡町はどういう自治体運営していたの

か、今後に向けてどうやって改善してもらうのかというところで、こうやって審議してる

わけじゃないですか。 

議長（北村 孝議員） 

 それはええんやけど、大体３日で決めてるから、そこはやっぱり議事運営にも協力して

もらわないと。もう言いたいことは全部言うてしまうという、聞いてて、どうもそういう

感があるので。 

委員（勝元由佳子議員） 

 全部言うてないですよ。私、全項目質問してないじゃないですか。かいつまんで、自分
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で大事やと思うところだけ質問してるんですよ。 

議長（北村 孝議員） 

 もう少しコンパクトにやってもらわないと、ほかにも質問される方もあるし。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ええ。だから、途中で置いているじゃないですか。１人で全部しゃべってるわけじゃな

いじゃないですか。 

議長（北村 孝議員） 

 質問するのもええかなという部分があるので、できたら原課で聞けることがあったら原

課で聞いてもらったほうがええのかなと思うところもあるのでね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 なぜかと言うとね、前も言いましたけど、個別にやり取りしたって、それって、どこに

も記録に残らないですし。言った、言わへんにもなるですし。 

議長（北村 孝議員） 

 記録に残して、それをどうするわけ。 

委員（勝元由佳子議員） 

 どうするわけじゃないですよ。 

議長（北村 孝議員） 

 あんた、こない言うたと、そこを後で責めるわけ。そういうものじゃないでしょう。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長、総務までやってしまいましょう。そこで一旦閉めて、私ら委員でちょっと話し

合いませんか、委員長を入れて。このままやったら、議長言うたとおり３日で終わりませ

んですわ。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 すみません、では総務費まで行きたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（今奈良幸子議員） 

 では、総務費まで今日行きたいと思います。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 取りあえず、総務費の最後まで行くということですか。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 はい、行きます。じゃあ、続いてほかにある方いらっしゃいますか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ないんやったら、行かせてもらいますけど。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 あと、それなら選挙の費用ですけど、ごめんなさい、飛びました。５５ページの人権な

んですけどね。人権関係の事業費ですけども、全部で１６１万２，０００円だけなんです

よね。で、実際ね、中身見ましたら、ほとんどお付き合い費的なところやなと思うんです

けど、やっぱり忠岡町の人権啓発、一般住民向けの人権施策というところで、まだまだ行

き届いてないなと思うんですけど、そこら辺はもうこの現状維持で、ずっとこういう最低

限度のお付き合い費というんですかね、そこで終わっていくのか、きちんと町民向けに何

か人権的な啓発とか、私はもっと要ると思ってるんです。そこはどうお考えですかね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 人権啓発の支出についてでございます。金額的に、実は見ていただきますと大変項目数

が少のうございますが、若干これにつきましては、本来ならばここに啓発関係でかなり入

っておるんですが、コロナの関係もございまして、本来、人権啓発というものは啓発が一

番大事なところではございますが、この令和４年度につきましては、実施がなかなかやる

ことができなかったという点、ちょっとご考慮いただく中で、併せて委員申されましたよ

うに、人権啓発がやっぱり基本中の基本でございますので、その点につきましては引き続

きいろいろな人権課題、諸課題、ＳＮＳの問題やら、新しい人権課題もたくさん出てござ

いますので、そういうものにも対応できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

てございますので、よろしくお願いします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 コロナがあったんで、人の集まるイベントはできなかったと思うんですけど、実際ね、

例えばこの男女共同の啓発チラシの印刷代って、微々たる額ですけど、上がってますでし

ょう。こういう全世帯というんですかね、別に人に集まってもらわなくてもいいような啓

発の仕方もあると思うんですよ。で、まいたらいいというものでもないと思うんですけ

ど、やっぱりお知らせするのが一番やと思うんで、町の広報で足りないんやったら、やっ

ぱりちゃんと人権は人権のほうでそういう取組は、ちゃんと住民に周知というか、してい

っていただきたいと思います。これは今後のところで、お願いだけしておきます。 

 あと、すみません、選挙費ね、上がってますけれども、この中でポスターの設置の費用
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がたしか上がってたと思います。ポスターの掲示板のところですけども、これ、また国政

もあるということで、先ほどもほかの議員の方がおっしゃってましたけども、得票率にも

ちょっとつながるんかなと思うんですけど、忠岡町のポスターの配置、偏ってるんじゃな

いかと。特に今、東忠岡小学校区の山手側が３分の２の人口がいてるのに、実際のポスタ

ー掲示板の配置図というんですか、我々も選挙のときに地図もらいましたけど、線路から

海側に結構何か密集してたりとかね、ちょっと今の忠岡町の人口分布とポスターの掲示場

所がもうかみ合ってない、合ってないというところで、ぜひ見直ししてもらいたいんです

けど、そこは見直し、進んでるんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 現在は、見直しは行ってはございません。ただ、これ従前も、その町内全域でポスター

掲示場については、あまり人通りの少ないところに設置してるとか、効率が悪いんじゃな

いかという部分についてのご指摘は頂いてるところでございます。これにつきましては、

町内６投票区で、全４２か所設置しているところではございますけども、あまりそのポス

ター掲示場を頻繁に移転、場所を変えるとかというところにつきましては、また逆に逆効

果な部分も出てくるのかなというふうなところは感じておるところでございます。 

 また、どこでもいいというところでは当然なくて、現在、その４２か所の中でも十数件

につきましては、住民の選挙人の方のご協力を頂きまして、個人宅へのブロック塀等々に

も掲げさせていただいてるというところが現状でございます。本町の土地であれば、いく

らでもかけ替えとかというところの部分は可能なんでしょうけども、そこはちょっと慎重

に、従前からも言うていただいてる部分もございますので、しっかりと選挙人の目につき

やすいところに設置されてるかどうかと、いま一度そこは確認させてもらう中で、できる

ことであれば、有意義な場所に、人通りの多い目の届くところが一番いいんで、そういっ

たところで対応させてもらうべきことは対応させてもらうということで、今後、一度考え

てみたいということでご理解いただけたらなというふうに思います。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多分、今の配置場所というか、設置ポイントは、いつの時代にあれが決まったという

か、分かりませんけど、多分その当時から今やったら、かなり人口の分布というか、変わ
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ってると思うんです、忠岡町内の。だから、先ほども投票率を上げたいというんやった

ら、なおのことそういう住民の方々に、選挙やったら選挙の雰囲気というんですか、投票

に行こう、今、選挙やでという雰囲気を感じてもらうためにも、やっぱり人の目につくの

が大事なんで、やっぱり東の地区って今、住民の人数、特に多いでしょう。地区で見ると

ね。あそこが逆にポスター設置箇所がすごい極端に少なかったりとかというところがある

んで、やっぱりそこら辺は町も、議会もですけど、投票率を上げたいと思ってるんやった

ら、やっぱりそういうことは積極的に早くやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ほかにご質疑はございませんか。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、それでは最後に少し質問させていただきます。４０ページの時間外勤務手

当について質問させてください。 

 この令和４年度はですね、選挙なんかがありまして、総務のところでも残業代がかなり

多く計上されたんだと思っております。しかし、この４年度には、勤怠管理システム、こ

れを導入いたしましたので、現状におきましてはですね、導入されたことによる影響につ

いてどのようなものがあるのか。良い影響ですね、こういうふうに変わりましたよという

ところがありましたら、私、実は一般質問でも聞いたんですけど、ちょっと会派の質問で

よろしくお願いします。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 副委員長、今ご質問いただきました、おっしゃってたとおり、一般質問でも頂いており

ますので、ある部分はちょっと重複する部分もありますが、ご了解いただきたいと思いま

す。 

 本事業は、コロナ対策で導入しております。答弁でもお答えさせていただいたんですけ

ども、マネジメント業務に資する数字を即時的に人事や所属長が把握できる。また、その

後の対応につながるというところを利点として挙げさせていただきました。今回、改めて

数字をちょっとお示しさせていただきたいなと思っております。 
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 令和３年度のこの庶務事務システム自体は、消防とこども園には導入ができておりませ

ん。ですので、役場本庁舎のみになるんですけども、そこの時間外勤務につきましては、

令和３年度においては１万４，７８２時間、トータルでありました。これが令和４年には

１万１，４７１時間になっております。約３，０００時間の短縮となっております。これ

は令和３年度と４年度は単純に比較すると、３年度のほうがコロナに対する業務というの

はやはり多かった部分もありますので、これが庶務事務導入の直接の答えかというと、そ

こまでにはならないと思いますが、先ほどお答えさせていただいたとおり、管理職、所属

長、それから人事がすぐに残業の多い部署を把握して、私もその多い部署に直接入って、

課長とも話をし、その残業の職員とも話をして改善策を検討して、残業時間が減ったとい

うケースもやっておりますので、そういった意味では大変このシステムはできたのかなと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。続きまして、４６ページ、水道光熱費について質問させてく

ださい。 

 電気代のこの令和４年度の値上がりは、今、二家本委員からも前川委員からも質問があ

りましたので、答弁いただきました。その上でですね、南次長のほうから入札ですね、今

年度の入札なんかについて答弁があったかと思いますんですけれども、これまたですね、

今現状は関電の随契してるんですけれども、新電力とか、そういうのがまた、安値をうた

ってる会社が入札してきて落札するようなことがあった場合ですね、どのように対処され

ていくんでしょうか。その危険性というんですかね。この情勢の中で。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 平成２９年と記憶しておるんですけども、その当時は全国的に電力自由化ということ

で、新電力の風が吹いたと思うんですね。結果、本町におきましても電力供給につきまし

ては新電力の業者と契約を締結したという経緯がございます。つきましては、先ほども申

し上げたんですけども、原則、一般競争入札であるという認識の下ですね、前回は一般競

争入札を執行、行いましたけども、どこの業者も手を挙げてこられなかったということ
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で、おのずと随意契約を締結した次第でございます。 

 今後におきましても、次年度においても、一般競争入札を行う中で、競争入札を行いた

いということで思ってございます。そこで、仮に手を挙げてこられた新電力の事業者さん

であるとするんであれば、まあまあ対応し得る、供給が可能であるということができる事

業者であるからこそ、手を挙げていただけるということであると思いますので、その時々

の状況を踏まえて、適切にそういった業者であるとしても、対応を行ってまいりたいとい

うふうには考えてございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 そこでね、この不安定な今現在、円安があり、世界情勢が不安定で、電気代もどないな

るかわからんというような、この情勢の間だけでもね、この入札方法を総合評価方式、こ

ういう形で入札をするとかですね、この一般競争入札以外の方法というのは考えられたこ

とはございますか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今の総合評価の入札制度というところにおきましても、一定考えたところはございま

す。しかしながら、現在のマンパワーというところで、これはちょっとうち都合で、言い

訳になるということで申し訳ないところは承知の上でお答えさせてもらいますけども、ち

ょっと今の体制というところの部分においては、ちょっとまたできないのかなという部分

と併せて、本町の実情に応じた形で、その総合評価という部分については適切かどうかと

いうところも一旦考える中で、そこまで導入にはちょっと至っていないというのが正直な

ところでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 これは今、マンパワーとおっしゃられましたけど、この総合評価方式を採用するために

マンパワーがということなんでしょうか。 
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町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 総合評価となれば、当然価格面のみならず、あらゆる実績等も含めて、審査をやった中

で、落札者を決定するという手法であると認識はしてございます。そこで、さっきも申し

上げましたけども、本町の実情に現時点で合った形の部分については、そこまでちょっと

どうかなと、はっきりちょっとお答えはしづらい部分はあるんですけども、そこまでの導

入を積極的にやるというその姿勢には、ちょっと現在は正直なところ至ってないというと

ころでございますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 続きまして、５０ページ、ＡＩチャットボット運用保守委託料についてお伺いいたしま

す。ホームページでは、ＡＩチャットボットにより案内がされておりますが、検索サーチ

使用と比べて必ずしも使いやすいとは言い難い。約１６０万円をかけておりますが、使用

実績に伴う費用対効果はどのようになっておりますでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 ＡＩチャットボット、令和３年に設計しまして、令和４年から運用してございますが、

令和４年については旧ホームページの中で運用し、検索機能が非常に厳しかった中で、一

定の効果を得たのかなというところでございます。 

 ただ、令和５年度については、新ホームページの中で運用しているところであり、今

後、４年、５年と比較する中で、どの程度費用対効果が出てるのかなというところを検証

してまたまいりたいと考えているところでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、私はよう使わんのですが、うちの三宅議員のほうが使うみたいなんですけ

れども、必要性が金額に見合わないと思われると。もう次年度より削減したらどうかとい

うふうな意見なんですが、いかがでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 そのような意見もございますので、いずれにしましても４年度、５年度の比較という中

で、次年度、考えてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、５１ページ、泉州国際ツーリズムビューロー推進事業負担金について伺い

ます。先ほど、前川議員のほうから推進やというふうにおっしゃっておられましたんです

が、当会派といたしましてはですね、泉州マラソンもなくなって、こんな状態で、忠岡町

の観光ＰＲ程度で２３５万円、観光の食の何かやってるところも見ましたけれども、ちょ

っとね、もう必要性が今現状ないん違うかと。ちょっと一旦終了してええん違うかなとい

うふうに考えてます。またね、必要になったりですね、何か将来性があるときに考えたら

ええことで、現状、忠岡町がこの費用を払い続けるべきではないんじゃないかと。私、こ

れ２年ぐらい前に杉原町長にも一遍言うたことあるんですけれども、いかが考えてます

か。そのときよりちょっと情勢、悪うなってるんと違いますか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 令和４年でございます。ＫＩＸツーリズムビューロー、これ、実は泉州マラソンも分離

という形になりまして、本来、ＫＩＸツーリズムビューローは名前のとおり観光に特化し

た形で今後進めていこうということで伺っております。目的は泉州地域の認知度向上とイ
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ンバウンドの取組ということでございます。名前のほうも、愛称を「うまい！泉州ＤＭ

Ｏ」とか、海外向けには「大阪泉州ＤＭＯ」のような形もいろいろと検討しながら進んで

いるということでございます。泉州９市４町が一丸となって進んでいるところでございま

す。その中で、１町、１市というものではなく、泉州全体でまちづくり、泉州を売り出し

ていこうという形で活動しているところだと思いますので、ただ、いろいろな状況も推移

しながら、推進会議等もございますので、今後、注意深く近隣の自治体と連携しながら、

泉州の発展というのがあくまで基本でございますので、そこを軸にしながら、引き続き近

所付き合いというわけではないんですが、やはり泉州一丸で売り出していくというのがそ

もそものＫＩＸのビューローの意義でございますので、その辺も持ちながら考えてまいり

たいと思います。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。一遍考えてください。 

 続きまして、５１ページ、災害備品と消耗品代について伺います。先ほど、いろんな内

容物につきましてはですね、前川委員のご質問で内容を確認できましたんですけれども、

そこから先で１点ですね、この備蓄品、どういうものが保管されているかという内容につ

きまして、公表をしたほうがいいんじゃないかと。こういうものが忠岡町の備蓄倉庫には

備蓄されておりますということをですね、皆さんに分かっていただくほうがいいんじゃな

いかと思うんですが、いかがでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 町の備蓄物資でございますけども、先ほども申し上げました食料品等の重要１１品目に

つきましては、種類と数量を地域防災計画の資料編に記載しておりまして、町のホームペ

ージで閲覧は可能というところでございます。また、事務報告にも一定掲載しております

ので、ご覧いただけたらというふうに思っております。 

 以上です。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 
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 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 と言いますものの、毛布は足らんとかですね、トイレが古うなっとるとかですね、やっ

ぱりちょっといろんな問題も起きてくると思うんです。そういったところも全て入れまし

てですね、ホームページなんかで、今こういう数で、こういうものをそろえてますが、

何々が足りませんとかですね、そういうふうに出していくのも１つじゃないかなと思いま

す。 

 で、１個ね、先ほどの答弁の中で、毛布が足らんとおっしゃってたんですけど、毛布

ね。私、２か月ほど前に忠岡町に毛布、寄贈したいんやという人をご紹介させていただき

ましたよね。そのときにお断りになられましたね。教育長も。何でなんでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 お断りさせていただいたのは、災害時に住民さん避難してきて、その際、お渡しする毛

布なんですけども、きっちり真空パックできたものを提供したいというふうに考えており

ますので、その辺でちょっとご辞退をさせていただいたところでございますので、ご理解

のほうよろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 別に怒ってるわけやないです。そやけど、さらです、あれはね。さらで、ただ真空パッ

クしてなかっただけで、やろうと思ったらできるわけでございますわ。その１点だけで断

られるというのもなかなか、もう処分してしまいましたけどね、つらいところがございま

す。 

 続きまして、５４ページ、防犯カメラの更新工事、これも前川委員からも二家本委員か

らもお話がありましたので、その中で確認をすべきと前川委員もおっしゃっておられまし

たんですけれども、作動確認ですね、これ、やっておられましたよね、小倉課長、今月か

な。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 



155 

 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 今、副委員長からお尋ねいただいてるのは、防犯カメラの更新工事についてお尋ねいた

だいてるというふうに考えております。この工事請負費のほうですけども、町が設置して

いる防犯カメラでございますので、町の設置している防犯カメラでございますけども、不

規則ではありますけども、確認のほうはしております。 

 以上でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 それでですね、ご提案がございまして、アサヒ飲料さんのほうからですね、防犯カメラ

つき飲料自販機を一定条件の中、設置費用無料で提供できるサービスというのを展開して

るそうです。忠岡町も積極的に導入していただけないかということでございますが、いか

がでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 まずはですね、その設置機器の仕様等をちょっとお聞かせいただいた中で検討してまい

りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 松井副委員長。 

委員（松井匡仁議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後にですね、選挙管理委員会費についてお伺いいたします。これも皆さん質問されて

おられましたんですけれども、封書にて家族の分をお送りするというふうに答弁されてお

りました。すごくいいことやと思います。その中の地図の案内ですね。できましたらＱＲ

コードを入れて、地図を携帯の中にポンと何か出てくるように、今の若者、していただき

たいと言うんです。私らはよう使わんのですけれども、それがあると、そこの道まで案内

してくれるみたいなんで、僕はようせんのですけど。そやから、できたらそのＱＲコード
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で投票所の地図を入れたってほしいなという要望なんですけれども、できませんでしょう

か。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今、この場でそれをさせていただきますというはっきりしたお答えはちょっとしかねる

ところでございますので、一応どんなものなのかどうかというところで、ちょっと１回検

討というところでさせていただけたらなというふうに考えてございますので、よろしくお

願いをいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。以上です。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 もうご質疑はございませんよね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 すみません。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ちょっと１点、ごめんなさい。本日、勝元委員のほうからご質問いただきました退職手

当に関する関連でですね、答弁させていただいた中身について、令和４年度の退職者数と

いうところで、定年が１名、それから自己都合５名ということで回答させていただいたん

ですけども、これはあくまで決算委員会ですので、退職手当の発生した人の人数でした。

実際には、あと２名退職者がおります。あと２名は、地方公共団体に転職したため、退職

手当は発生せずに引き継いでいただいたということで。ですので、令和４年度の退職者数

という意味で言うと、定年者が１名、それから自己都合退職者が７名ということでござい

ます。訂正をお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。 

 質疑がないようですので、終結いたします。 

 お諮りいたします。議事の都合により、本日の委員会をとどめ延会したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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委員長（今奈良幸子議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定しました。 

 なお、明日１０時より再開いたします。明日は民生費から始めますので、よろしくお願

いいたします。委員また理事者の皆さん、大変お疲れさまでございました。本日はこれで

延会いたします。 

（「午後５時１５分」延会） 


